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(57)【要約】
　デジタル胸部トモシンセシスによって、マンモグラフ
ィの体積イメージを取得することが可能になる。本発明
によって、そのようなイメージを視る新規の方法が可能
となる。一実施形態では、体積イメージを表示するため
の方法は、ビュー方向を用いて投影イメージを計算する
こと、投影イメージを表示すること、および次いで、ビ
ュー方向を変えることによって投影イメージを変えるこ
とを含む。ビュー方向は、周期的連続数学関数に基づい
て変えることができる。グラフィックス・プロセッシン
グ・ユニットを使用して、投影イメージを計算すること
ができ、ブリッキングを使用して、投影イメージの計算
を加速させることができる。本発明の一実施形態では、
適切な許可を得ているユーザは、デジタル胸部トモシン
セシスに基づき生成された投影イメージ、他の体積イメ
ージに基づき生成された投影イメージ、他の現時点でロ
ードされている調査、またはある探索基準により識別さ
れた１つもしくは複数の調査を、匿名化しエクスポート
するために、システムの内部の機能を起動させることが
できる。識別された調査から得られたデータは、次いで
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　グラフィックス・プロセッシング・ユニットと第１のメモリとを含むサーバ・コンピュ
ータを準備することを含む方法であって、前記サーバ・コンピュータは、
　ａ）複数の測定された２－Ｄ投影イメージから再構築された３－Ｄ体積イメージを受信
するものであり、
　ｂ）３つ以上の視覚方向（θ）に基づき３つ以上の生成２－Ｄ投影イメージを計算する
ものであり、ここで、第１の位置とオブジェクトとの間に描かれた第１の直線によって生
成された第１の視覚方向を使用して、第１の生成２－Ｄ投影イメージを計算し、前記第１
の直線と前記第１の視覚方向との間の角度は、θ０によって与えられ、θ０はゼロに等し
く、第２の位置と前記オブジェクトとの間に描かれた第２の直線によって生成された第２
の視覚方向を使用して、第２の生成２－Ｄ投影イメージを計算し、前記第２の直線と前記
第１の視覚方向との間の角度は、θ１によって与えられ、第３の位置と前記オブジェクト
との間に描かれた第３の直線によって生成された第３の視覚方向を少なくとも使用して、
第３の生成２－Ｄ投影イメージを計算し、前記第３の直線と前記第１の視覚方向との間の
角度は、θ２であり、および
　ｃ）前記３つ以上の生成２－Ｄ投影イメージと視覚命令とを、グラフィックス表示ユニ
ットと第２のメモリとを含むリモート・デバイスに送信するものであり、ここで、前記３
つ以上の生成２－Ｄ投影イメージは、前記第２のメモリに格納され、前記視覚命令は、θ
の増加および減少のうち一方または両方に相当する時間遅延内に、前記３つ以上の生成２
－Ｄ投影イメージを前記グラフィックス表示ユニット上に表示することを決定する、
方法。
【請求項２】
　前記３つ以上の生成２－Ｄ投影イメージのうち少なくとも１つの生成２－Ｄ投影イメー
ジは、
　ｉ）微小石灰化、
　ｉｉ）閉塞、
　ｉｉｉ）直接的な比較を使用して、微小石灰化、および
　ｉｖ）直接的な比較を使用して、閉塞
を識別する生成２－Ｄ投影イメージからなる群から選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記３つ以上の生成２－Ｄ投影イメージのうち少なくとも１つの生成２－Ｄ投影イメー
ジは、
　ｉ）前記第１の生成２－Ｄ投影イメージの識別、
　ｉｉ）前記第２の生成２－Ｄ投影イメージの識別、
　ｉｉｉ）微小石灰化の識別、
　ｉｖ）閉塞の識別、
　ｖ）前記第１の生成２－Ｄ投影イメージとの直接的な比較、
　ｖｉ）前記第２の生成２－Ｄ投影イメージとの直接的な比較
　ｖｉｉ）微小石灰化との直接的な比較、および
　ｖｉｉｉ）閉塞の直接的な比較
を改善する生成２－Ｄ投影イメージからなる群から選択される、請求項１または２に記載
の方法。
【請求項４】
　前記３－Ｄ体積イメージは、デジタル胸部トモシンセシスイメージである、請求項１か
ら３に記載の方法。
【請求項５】
　前記３つ以上の生成２－Ｄ投影イメージは、ビデオとして表示される、請求項１から４
に記載の方法。
【請求項６】
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　前記ビデオは、動的比較を表示する、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記視覚方向は、周期的連続数学関数に従って選択される、請求項１から６に記載の方
法。
【請求項８】
　前記３つ以上の生成２－Ｄ投影イメージは、前記周期的連続数学関数の１周期にわたる
視覚方向から生成される、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　レンダリングされた１つまたは複数の生成２－Ｄ投影イメージを受信することをさらに
含む、請求項１から８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記レンダリングは、サーバ上で行われる、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１のメモリおよび前記第２のメモリの一方または両方は、キャッシュである、請
求項１から９に記載の方法。，
【請求項１２】
　前記視覚命令をキャッシュに格納することをさらに含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記視覚命令を使用して、前記３つ以上の生成２－Ｄ投影イメージをビデオとしてフォ
ーマットすることをさらに含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記視覚命令を実行可能なファイルとして前記第２のメモリに格納して、前記３つ以上
の生成２－Ｄ投影イメージをビデオとして表示することをさらに含む、請求項１１に記載
の方法。
【請求項１５】
　グラフィックス・プロセッシング・ユニットと第１のメモリとを含むサーバ・コンピュ
ータを準備することを含む方法であって、前記サーバ・コンピュータは、
　ａ）第１の測定時間で測定される第１の組織の第１の３－Ｄ体積イメージを受信するも
のであり、
　ｂ）複数の視覚方向を使用して、前記第１の３－Ｄ体積イメージの複数の生成２－Ｄ投
影イメージを計算するものであり、
　ｃ）前記複数の生成２－Ｄ投影イメージを比較して、閉塞を識別する第１の視覚方向を
識別するものであり、ここで、前記第１の視覚方向は、第１の生成２－Ｄ投影イメージに
相当し、
　ｄ）第２の３－Ｄ体積イメージを受信するものであり、ここで、前記第２の３－Ｄ体積
イメージは、
　（ｉ）前記第１の測定時間の前に測定される前記第１の組織の第２の３－Ｄ体積イメー
ジと、
　（ｉｉ）前記第１の測定時間の後に測定される前記第１の組織の第２の３－Ｄ体積イメ
ージと、
　（ｉｉｉ）前記第１の測定時間に測定される第２の組織の第２の３－Ｄ体積イメージで
あって、前記第２の組織の前記第２の３－Ｄ体積イメージは、第１の組織の前記第１の３
－Ｄ体積イメージの構造比較を行うことができる、イメージと、
　（ｉｖ）前記第１の測定時間の前に測定される第２の組織の第２の３－Ｄ体積イメージ
であって、前記第２の組織の前記第２の３－Ｄ体積イメージは、第１の組織の前記第１の
３－Ｄ体積イメージの構造比較を行うことができる、イメージと、
　（ｖ）前記第１の測定時間の後に測定される第２の組織の第２の３－Ｄ体積イメージで
あって、前記第２の組織の前記第２の３－Ｄ体積イメージは、第１の組織の前記第１の３
－Ｄ体積イメージの構造比較を行うことができる、イメージと
からなる群から選択され、
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　ｅ）等価の視覚方向を使用して、第２の生成２－Ｄ投影イメージを計算するものであり
、
　ｆ）前記第１の生成２－Ｄ投影イメージと、前記第２の生成２－Ｄ投影イメージと、視
覚命令とを、グラフィックス表示ユニットと第２のメモリとを含むリモート表示デバイス
に送信するものであり、ここで、前記第１の生成２－Ｄ投影イメージ、前記第２の生成２
－Ｄ投影イメージ、および視覚命令は、前記第２のメモリ上に格納され、前記視覚命令は
、前記第１の生成２－Ｄ投影イメージおよび前記第２の生成２－Ｄ投影イメージが前記グ
ラフィックス表示ユニット上に表示される際に、前記第１の生成２－Ｄ投影イメージに関
して、前記第２の生成２－Ｄ投影イメージの方位を決定する、
方法。
【請求項１６】
　前記第１の生成２－Ｄ投影イメージは、
　ｉ）微小石灰化、
　ｉｉ）直接的な比較を使用して、微小石灰化、および
　ｉｉｉ）直接的な比較を使用して、閉塞
を識別するように、前記複数の生成２－Ｄ投影イメージからなる群から選択される、請求
項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第１の生成２－Ｄ投影イメージは、
　ｉ）前記第１の生成２－Ｄ投影イメージの識別、
　ｉｉ）微小石灰化の識別、
　ｉｉｉ）閉塞の識別、
　ｉｖ）前記第１の生成２－Ｄ投影イメージの直接的な比較、
　ｖ）微小石灰化の直接的な比較、および
　ｖｉ）閉塞の直接的な比較、
を改善するように、前記複数の生成２－Ｄ投影イメージからなる群から選択される、請求
項１５および１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第１の３－Ｄ体積イメージおよび第２の３－Ｄ体積イメージのうち一方または両方
は、デジタル胸部トモシンセシスイメージである、請求項１５から１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第１の組織は右胸部であり、前記第２の組織は左胸部である、請求項１５から１８
に記載の方法。
【請求項２０】
　１つまたは複数のクライアントデジタルデータプロセッサと、
　前記１つまたは複数のクライアント・デジタル・データ・プロセッサと繋がる通信状態
にあり、１つまたは複数のグラフィックス・プロセッシング・ユニットと関連メモリとを
含む、サーバ・デジタル・データ・プロセッサと、
　前記サーバ・デジタル・データ・プロセッサ上で実行され、複数の視覚方向を使用して
３－Ｄデジタル胸部トモシンセシス体積イメージの複数の生成２－Ｄ投影イメージを計算
し、前記複数の生成２－Ｄ投影イメージを前記関連メモリにキャッシュする、プログラム
と、
　ブリッキングを使用して１つまたは複数の生成２－Ｄ投影イメージを解析し、前記複数
の生成２－Ｄ投影イメージを表す複数のボクセル・マトリックスの強度密度の変化を識別
して、閉塞を識別する３つ以上の生成２－Ｄ投影イメージを選択することと、
　動的比較として、前記１つまたは複数のクライアント・デジタル・データ・プロセッサ
上に、前記３つ以上の生成２－Ｄ投影イメージを表示することと
を含むシステム。
【請求項２１】
　ａ）第１のメモリを有するホスト・コンピュータを準備することであって、前記第１の
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メモリが、複数の医療診断レポートを格納することと、
　ｂ）前記ホスト・コンピュータが、リモート・コンピュータから患者ＩＤを受信し、前
記患者ＩＤが、１つまたは複数の施設で患者を識別し、前記リモート・コンピュータが、
グラフィックス・プロセッシング・ユニットと第２のメモリとを含むことと、
　ｃ）前記ホスト・コンピュータが、患者ＩＤに基づいて前記第１のメモリに医療診断レ
ポートを配置し、前記医療診断レポートが、イメージと、保護されるべき健康情報を含む
メタデータの１つまたは複数のｐｈｉとを含むことと、
　ｄ）前記ホスト・コンピュータが、施設認識ＩＤをメタデータの前記１つまたは複数の
ｐｈｉに追加して、１つまたは複数の組み合わされた値を生成することと、
　ｅ）前記ホスト・コンピュータが、前記１つまたは複数の組み合わされた値を分離文字
に連結して、１つまたは複数の連結値を生成することと
　ｆ）前記ホスト・コンピュータが、前記１つまたは複数の連結値から１つまたは複数の
安全値を計算し、前記１つまたは複数の安全値が、メタデータの前記１つまたは複数のｐ
ｈｉに代入され、それによって、匿名化された医療診断レポートが生産されることと、
　ｇ）前記匿名化された医療診断レポートを前記リモート・コンピュータに送信すること
であって、前記リモート・コンピュータが、前記匿名化された医療診断レポートを前記第
２のメモリに格納することと、前記第２のメモリに格納されたイメージの表示が、前記匿
名化された医療診断レポートを表示することと
を含む方法。
【請求項２２】
　前記１つまたは複数の安全値は、安全ハッシュ関数を使用して、前記１つまたは複数の
連結値から計算される、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記安全ハッシュ関数は、ＭＤ４、ＭＤ５、ＳＨＡ－１、ＳＨＡ－２、Ｓｋｅｉｎ、お
よびＢＬＡＫＥからなる群から選択される、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　メタデータの第１のｐｈｉがメタデータの第２のｐｈｉと同じである際に、第１の診断
医療レポート中のメタデータの前記第１のｐｈｉに相当して表示される第１の安全値は、
第２の診断医療レポート中に表示されるメタデータの前記第２のｐｈｉに相当する第２の
安全値と同じである、請求項２１から２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記メタデータの１つまたは複数のｐｈｉおよび前記１つまたは複数の安全値のうち一
方または両方は、前記リモート・コンピュータ上の揮発性メモリの場所に送信される、請
求項２１から２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記分離文字は、バックスラッシュである、請求項２１から２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記施設認識ＩＤは、ＤＩＣＯＭタグ（００ｚｚ，００ｘｘ）であり、ｚｚおよびｘｘ
は、１と９９との間の整数である、請求項２１から２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記施設認識ＩＤが選択されて、前記１つまたは複数の施設から施設を明瞭に識別する
、請求項２７の方法。
【請求項２９】
　複数の医療診断レポートを含む第１のメモリを有するホスト・コンピュータを準備する
ことをさらに含む方法であって、前記ホスト・コンピュータは、
　ａ）グラフィックス・プロセッシング・ユニットと第２のメモリとを含むリモート・コ
ンピュータから、患者ＩＤを受信し、
　ｂ）イメージと、保護されるべき健康情報を含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉ
とを含む医療レポートを、患者ＩＤに基づいて読み出し、
　ｃ）メタデータの前記１つまたは複数のｐｈｉに施設認識ＩＤを追加して、１つまたは
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複数の組み合わされた値を生成し、
　ｄ）前記１つまたは複数の組み合わされた値を分離文字に連結して、１つまたは複数の
連結値を生成し、
　ｅ）前記１つまたは複数の連結値から、１つまたは複数の安全値を計算し、
　ｆ）第１の補正された医療レポートを生成し、そこでは、メタデータの前記１つまたは
複数のｐｈｉのうち１つまたは複数が、前記１つまたは複数の安全値に置き換えられてお
り、
　ｇ）前記第１の補正された医療レポートを前記リモート・コンピュータに送信し、そこ
では、前記グラフィックス・プロセッシング・ユニットによる前記リモート・コンピュー
タ上の前記イメージの表示が、前記第１の補正された医療レポートを表示する、
方法。
【請求項３０】
　前記１つまたは複数の安全値は、安全ハッシュ関数を使用して、前記１つまたは複数の
連結値から計算される、請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記安全ハッシュ関数は、ＭＤ４、ＭＤ５、ＳＨＡ－１、ＳＨＡ－２、Ｓｋｅｉｎ、お
よびＢＬＡＫＥからなる群から選択される、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　メタデータの第１のｐｈｉがメタデータの第２のｐｈｉと同じである際に、第１の医療
レポート中のメタデータの前記第１のｐｈｉに相当して表示される第１の安全値は、第２
の医療レポート中に表示されるメタデータの前記第２のｐｈｉに相当する第２の安全値と
同じである、請求項２９から３１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記分離文字は、バックスラッシュである、請求項２９から３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記施設認識ＩＤは、ＤＩＣＯＭタグ（００ｚｚ，００ｘｘ）であり、ｚｚおよびｘｘ
は、１と９９との間の整数である、請求項２９から３２に記載の方法。
【請求項３５】
　前記１つまたは複数の安全値を使用して、メタデータの前記１つまたは複数のｐｈｉを
生成することができない、請求項ｓ２９から３４に記載の方法。
【請求項３６】
　第２の補正された医療レポートを生成することであって、前記第２の補正された医療レ
ポートにおいて、メタデータの前記１つまたは複数のｐｈｉの全てが、前記１つまたは複
数の安全値で上書きされて、前記第２の補正された医療レポートを生成することと、
　前記グラフィックス・プロセッシング・ユニットによる前記リモート・コンピュータ上
の前記イメージの表示が、前記第２の補正された医療レポートを表示することと
をさらに含む、請求項２９から３５に記載の方法。
【請求項３７】
　コンピュータ読み取り可能な命令のセットを格納して含む、コンピュータ読み取り可能
な非一時的な物理的記憶媒体であって、前記コンピュータ読み取り可能な命令のセットは
、プロセッシング・システムによって実行されると、１つまたは複数の医療診断レポート
中に保護されるべき健康情報を含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉが前記プロセッ
シング・システムによって読み出されるようにし、前記コンピュータ読み取り可能な命令
のセットは、前記プロセッシング・システムによって実行されると、さらに、
ａ）施設認識ＩＤをメタデータの前記１つまたは複数のｐｈｉに追加して、１つまたは複
数の組み合わされた値を生成すること、
ｂ）前記１つまたは複数の組み合わされた値を分離文字と連結して、１つまたは複数の連
結値を生成すること、
ｃ）前記１つまたは複数の連結値から、１つまたは複数の安全値を計算すること、
ｄ）１つまたは複数の補正された医療診断レポートを生成することであって、ここで、前
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記１つまたは複数の医療診断レポート中のメタデータの前記１つまたは複数のｐｈｉは、
１つまたは複数の安全値で上書きされていること、および
ｅ）前記１つまたは複数の補正された医療診断レポートを表示すること
が、前記プロセッシング・システムによって実施されるようにする、物理的記憶媒体。
【請求項３８】
　前記１つまたは複数の安全値は、安全ハッシュ関数を使用して、前記１つまたは複数の
連結値から計算される、請求項３７に記載のコンピュータ読み取り可能な非一時的な物理
的記憶媒体。
【請求項３９】
　前記安全ハッシュ関数は、ＭＤ４、ＭＤ５、ＳＨＡ－１、ＳＨＡ－２、Ｓｋｅｉｎ、お
よびＢＬＡＫＥからなる群から選択される、請求項３８に記載のコンピュータ読み取り可
能な非一時的な物理的記憶媒体。
【請求項４０】
　メタデータの第１のｐｈｉがメタデータの第２のｐｈｉと同じである際に、第１の医療
レポート中のメタデータの前記第１のｐｈｉに相当して１つまたは複数の補正された医療
診断レポート中に表示される第１の安全値は、第２の医療レポート中に表示されるメタデ
ータの前記第２のｐｈｉに相当する第２の安全値と同じである、請求項３７から３９に記
載のコンピュータ読み取り可能な非一時的な物理的記憶媒体。
【請求項４１】
　ａ）ホスト・コンピュータを提供することと、
　ｂ）前記ホスト・コンピュータが、リモート・コンピュータからユーザＩＤおよび患者
ＩＤを受信し、前記患者ＩＤが、１つまたは複数の施設で患者を識別することと、
　ｃ）前記ホスト・コンピュータが、前記ユーザＩＤおよび前記患者ＩＤのうち一方また
は両方に基づいて医療診断レポートを受信し、前記医療診断レポートが、イメージと、保
護されるべき健康情報を含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉとを含むことと、
　ｄ）前記ホスト・コンピュータが、施設認識ＩＤをメタデータの前記１つまたは複数の
ｐｈｉに追加して、１つまたは複数の組み合わされた値を生成することと、
　ｅ）前記ホスト・コンピュータが、前記１つまたは複数の組み合わされた値を分離文字
と連結して、１つまたは複数の連結値を生成することと、
　ｆ）前記ホスト・コンピュータが、前記１つまたは複数の連結値から１つまたは複数の
安全値を計算し、前記１つまたは複数の安全値が、メタデータの前記１つまたは複数のｐ
ｈｉに代入され、それによって、匿名化された医療診断レポートが生産されることと、
　ｇ）前記匿名化された医療診断レポートを前記リモート・コンピュータに送信すること
と
を含む方法。
【請求項４２】
　ａ）複数の医療診断レポートを含む第１のメモリを有するホスト・コンピュータを準備
すること、
　ｂ）前記ホスト・コンピュータが、グラフィックス・プロセッシング・ユニットと第２
のメモリとを含むリモート・コンピュータから、ユーザＩＤおよび患者ＩＤを受信するこ
とと、
　ｃ）前記ホスト・コンピュータが、イメージと、保護されるべき健康情報を含むメタデ
ータの１つまたは複数のｐｈｉとを含む医療レポートを、前記ユーザＩＤおよび前記患者
ＩＤのうち一方または両方に基づいて読み出すことと、
　ｄ）前記ホスト・コンピュータが、施設認識ＩＤをメタデータの前記１つまたは複数の
ｐｈｉに追加して１つまたは複数の組み合わされた値を生成すること、
　ｅ）前記ホスト・コンピュータが、前記１つまたは複数の組み合わされた値を分離文字
に連結して、１つまたは複数の連結値を生成することと、
　ｆ）前記ホスト・コンピュータが、前記１つまたは複数の連結値から１つまたは複数の
安全値を計算することと、
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　ｇ）１つまたは複数の第１の補正された医療診断レポートを生成することであって、こ
こで、メタデータの前記１つまたは複数のｐｈｉは、１つまたは複数の安全値に置き換え
られていることと、
　ｈ）前記１つまたは複数の第１の補正された医療診断レポートをリモート・コンピュー
タ上に表示することと
を含む方法。
【請求項４３】
　グラフィックス・プロセッシング・ユニットと第１のメモリとを含むサーバ・コンピュ
ータを準備することを含む方法であって、前記第１のメモリが、複数の医療診断レポート
を格納し、前記サーバ・コンピュータが、
　ａ）リモート・コンピュータから患者ＩＤを受信するものであり、ここで、前記患者Ｉ
Ｄは、１つまたは複数の施設で患者を識別し、前記リモート・コンピュータは、グラフィ
ックス・プロセッシング・ユニットと第２のメモリとを含み、
　ｂ）患者ＩＤに基づいて前記第１のメモリに医療診断レポートを配置するものであり、
ここで、前記医療診断レポートは、複数の測定２－Ｄ投影イメージから再構築された３－
Ｄ体積イメージと、保護されるべき健康情報を含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉ
とを含み、
　ｃ）施設認識ＩＤをメタデータの前記１つまたは複数のｐｈｉに追加して、１つまたは
複数の組み合わされた値を生成するものであり、
　ｄ）前記１つまたは複数の組み合わされた値を分離文字に連結して、１つまたは複数の
連結値を生成するものであり、
　ｅ）前記１つまたは複数の連結値から１つまたは複数の安全値を計算するものであり、
ここで、前記１つまたは複数の安全値は、メタデータの前記１つまたは複数のｐｈｉに代
入され、それによって、匿名化された医療診断レポートが生産され、
　ｆ）３つ以上のビュー方向（θ）に基づき３つ以上の生成２－Ｄ投影イメージを計算す
るものであり、ここで、第１の位置とオブジェクトとの間に描かれた第１の直線によって
生成された第１のビュー方向を使用して、第１の生成２－Ｄ投影イメージを計算し、前記
第１の直線と前記第１のビュー方向との間の角度は、θ０によって与えられ、θ０はゼロ
に等しく、第２の位置と前記オブジェクトとの間に描かれた第２の直線によって生成され
た第２のビュー方向を使用して、第２の生成２－Ｄ投影イメージを計算し、前記第２の直
線と前記第１のビュー方向との間の角度は、θ１によって与えられ、第３の位置と前記オ
ブジェクトとの間に描かれた第３の直線によって生成された第３のビュー方向を少なくと
も使用して、第３の生成２－Ｄ投影イメージを計算し、前記第３の直線と前記第１の直線
との間の角度は、θ２であり、
　ｇ）前記３つ以上の生成２－Ｄ投影イメージおよびビュー命令を含む前記匿名化された
医療診断レポートを、グラフィックス表示ユニットおよび第２のメモリを含むリモート・
デバイスに送信するものであり、ここで、前記リモート・コンピュータは、前記匿名化さ
れた医療診断レポートを前記第２のメモリに格納し、前記イメージの表示は、前記第２の
メモリに格納され、前記ビュー命令は、θの増加に相当する時間遅延内に、前記３つ以上
の生成２－Ｄ投影イメージを前記グラフィックス表示ユニット上に表示することを決定す
る、
方法。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
優先権の主張
　本願は、（１）２０１５年７月２８日出願の米国仮特許出願第６２／１９７，９５６号
、（２）２０１５年７月３１日出願の米国仮特許出願第６２／１９９，６３０号、（３）
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２０１６年７月２５日出願の米国実用特許出願第１５／２１８，９７２号、（４）２０１
６年７月２５日出願の米国実用特許出願第１５／２１８，９９３号の優先権を主張するも
のであり、それら（１）から（４）までのそれぞれの明細書および図面は、参照により本
明細書にその全体を明示的に組み込まれる。
【０００２】
発明の技術分野
　本発明は、体積イメージを視る、および保護されるべき健康情報を含む医療診断のレポ
ートを匿名化する、新規の手法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　現代の医療では、医療診断のレポートは多くの場合、デジタル化され、患者に関する情
報を含んでいる。医療診断のレポートには、臨床ソフトウェア・システムからのレポート
が含まれるが、例えば放射線医学の分野などにあるように、イメージがますます取得され
てはデジタル的に加工されている。画像保管および通信システム（ＰＡＣＳ）、放射線学
情報システム（ＲＩＳ）、および類似のコンピュータ・システムを使用して、イメージ・
データ、ならびにそのイメージに関連する患者情報が加工され格納されている。関連情報
には、患者の人口統計、取得の場所および時間、ならびに他の取得パラメータが含まれる
。この非ピクセル情報は、メタデータと呼ばれる。メタデータは、データの管理のために
、例えば、ある特定の検査に関連するある特定のデータ・セットを探索および識別するた
めに重要であり、その検査に関する重要な情報を与える。そのような情報は、診断上の解
釈のために適切である。メタデータ（患者識別情報（ＰＩＩ）および保護されるべき健康
情報（ＰＨＩ））の一部は、上記のある特定の患者に関するものであり、その患者の識別
を可能にする。
【０００４】
　さらに、ＰＡＣＳシステムを使用して、体積イメージを表示することができる。この体
積イメージは、部位特異的な化学療法や放射線医学などのがん治療を含む医療診断におい
て、ますます重要な役割を果たすようになりつつある。体積イメージは、数多くの各種デ
バイスによって生成されており、そのようなデバイスとしては、磁気共鳴イメージング（
ＭＲＩ）スキャナ、コンピュータ断層撮影（ＣＴ）スキャナ、またはある種のＣ－Ａｒｍ
デバイスが挙げられる。
【０００５】
　これらのモダリティのうちある種のクラス、例えばＣＴスキャナなどは、異なる角度か
ら得られる一連の２Ｄ投影から、体積イメージを計算する。本技術分野の最近の進歩は、
マンモグラフィの体積イメージを生成するデジタル胸部トモシンセシス（ＤＢＴ）スキャ
ナの発達である。ＣＴまたはＣ－Ａｒｍデバイスと同様に、ＤＢＴデバイスは、異なる角
度から、２Ｄ　Ｘ線イメージまたは２Ｄ投影をいくつか取得する。これらの投影から、体
積イメージを計算することができる。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明の一実施形態では、医療診断レポートに存在する保護されるべき健康情報を匿名
化するための方法が概説される。本発明の一実施形態では、自身のユーザＩＤに基づく適
切な許可を得ているユーザは、ある探索基準により識別された現時点でロードされている
調査もしくは複数の調査、または１つもしくは複数の調査を匿名化しエクスポートするた
めに、システムの内部の機能を起動させることができる。識別された調査から得られるデ
ータは、次いで、システム上で匿名化される。本発明の一実施形態では、選択された調査
から得られるデータは、サーバ上で匿名化され、次いで、別のネットワークデバイスに伝
送されるか、またはハードディスクもしくは他の媒体に格納されるのみである。
【０００７】
　本発明の代替的な一実施形態では、体積イメージを表示するための方法は、視覚方向を
使用して投影イメージを計算することと、投影イメージを表示することと、次いで、視覚
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方向を変えることとによって投影イメージを変えることを含む。本発明の別の実施形態で
は、視覚方向を、周期的連続数学関数に基づき変えることができる。本発明のさらに別の
一実施形態では、グラフィックス・プロセッシング・ユニット（ＧＰＵ）を使用して、投
影イメージを計算することができ、また、ブリッキングを使用して、投影イメージの計算
を加速させることができる。本発明の別の代替の実施形態では、１周期をカバーする一連
の投影をレンダリングし、キャッシュし、次いで１回または複数回再生することができる
。その際、レンダリングは、サーバ上で行われ、キャッシュおよび再生は、クライアント
・コンピュータ上で行われる。本発明の代替的な一実施形態では、ユーザ入力に基づき、
視覚方向を変えることができる。本発明の異なる一実施形態では、システムは、各体積イ
メージについて同じ視覚方向ｖを使用して体積イメージのそれぞれの投影イメージを計算
し、各投影イメージを表示し、視覚方向を変えることにより投影イメージを変えることに
よって、２つ以上の体積イメージを表示する。その際に、変えられた視覚方向は、各投影
について同じように変わる。本発明の一実施形態では、ＤＢＴデバイスにより生成された
各種の角度から得られるいくつかの２Ｄ　Ｘ線イメージまたは２Ｄ投影から、体積イメー
ジを計算する。本発明の一実施形態では、マンモグラフィの体積イメージを表示する。本
発明の代替的な一実施形態では、血管造影により生成されたいくつかの２Ｄ　Ｘ線イメー
ジから、体積イメージを計算する。本発明の一実施形態では、ヒトの脳の脳血管造影の体
積イメージを表示する。本発明の別の代替の実施形態では、抗体染色を使用して、共焦点
顕微鏡から、体積イメージを計算する。本発明の一実施形態では、共焦点顕微鏡により生
成された、体積のある細胞組織を表示する。本発明の一実施形態では、体積イメージを表
示するための方法は、視覚方向を使用して投影イメージを計算することと、視覚方向を変
えることによって投影イメージを変えることと、次いで、匿名化データおよび投影イメー
ジを表示することとを含む。
【０００８】
　本発明は、その特定の実施形態に関して記載されている。追加の特徴は、以下の図から
認識することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１Ａ】ある角度域にわたる２つの位置からＸ線源を使用して検体がイメージングされ
ることを示す図である。
【図１Ｂ】多数の位置からＸ線源およびＸ線検出器を使用して検体がイメージングされる
ことを示す図である。これらの位置は、機械および患者の位置物理的な制約によって規定
されるある角度域にわたっている。
【図２】本発明の一実施形態による、体積イメージＩからの投影Ｐの算定を説明する図で
ある。この投影は、投影平面を規定するビュー方向ｖによって規定される。
【図３】図３Ａは、本発明の一実施形態による、密度の増加した２つの範囲を伴う検体を
示す図である。図３Ｂは、本発明の一実施形態により、図３Ａの２つの範囲が投影イメー
ジ内の同じ斑点に投影されることを示す図であり、図３Ｃは、本発明の一実施形態により
、図３Ａの２つの範囲が投影イメージ内の異なる斑点に投影されることを示す図である。
【図４】本発明の一実施形態により、取得体積の一部のみが検体によってカバーされ、一
方で、他の範囲（線影）がバックグラウンド・ピクセルを含むのみであることを示す図で
ある。
【図５】本発明の一実施形態により、体積がさらに小体積に分割されることを示す図であ
る。
【図６】本発明の一実施形態による、式２に従うビュー方向ｖの動的変動を説明する図で
ある。
【図７Ａ】本発明の一実施形態による、特定の角度から再現されたいくつかのイメージか
ら計算されたヒト胸部のイメージの想像図である。ここでは、微小な石灰化が、より稠密
な胸部組織によって遮られている。
【図７Ｂ】本発明の一実施形態による、図７Ａに示された角度とは異なる角度から撮影さ
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れたヒト胸部のイメージの想像図である。ここでは、微小な石灰化は、視認可能であり、
より稠密な胸部組織によって遮られていない。
【図８】図８Ａは、本発明の一実施形態による、およそ２（２）秒の時点でのビデオ・イ
メージのスクリーン・ダンプの想像図である。このビデオは、ビュー方向が変わるのに伴
って再現されたいくつかのイメージから計算された、ヒト胸部の動的比較を示す。ここで
は、微小な石灰化がより稠密な胸部組織によって遮られていることを示すことができる。
図８Ｂは、本発明の一実施形態による、およそ５（５）秒の時点でのビデオ・イメージの
スクリーン・ダンプの想像図である。このビデオは、ビュー方向が変わるのに伴って再現
されたいくつかのイメージから計算された、ヒト胸部の動的比較を示す。ここでは、微小
な石灰化がより稠密な胸部組織によって遮られていることを示すことができる。図８Ｃは
、本発明の一実施形態による、およそ９（９）秒の時点でのビデオ・イメージのスクリー
ン・ダンプの想像図である。このビデオは、ビュー方向が変わるのに伴って再現されたい
くつかのイメージから計算された、ヒト胸部の動的比較を示す。ここでは、微小な石灰化
がより稠密な胸部組織によって遮られていることを示すことができる。図８Ｄは、本発明
の一実施形態による、およそ１２（１２）秒の時点でのビデオ・イメージのスクリーン・
ダンプの想像図である。このビデオは、ビュー方向が変わるのに伴って再現されたいくつ
かのイメージから計算された、ヒト胸部の動的比較を示す。ここでは、微小な石灰化がよ
り稠密な胸部組織によって遮られていることを示すことができる。
【図９Ａ】本発明の一実施形態による、図８Ｂに示されたおよそ５（５）秒の時点でのビ
デオ・イメージのスクリーン・ダンプの想像図である。
【図９Ａ】本発明の一実施形態による、図８Ｂに示されたおよそ５（５）秒の時点でのビ
デオ・イメージのスクリーン・ダンプの想像図である。
【図９Ｂ】本発明の一実施形態による、図８Ｃに示されたおよそ９（９）秒の時点でのビ
デオ・イメージのスクリーン・ダンプの想像図である。
【図１０Ａ】本発明の一実施形態による、図７Ａに表されたヒト胸部のイメージを示す図
である。
【図１０Ｂ】本発明の一実施形態による、図１０Ａに示された角度とは異なる角度から撮
影され、図７Ｂに表された、ヒト胸部のイメージを示す図である。
【図１１】図１１Ａは、本発明の一実施形態による、およそ２（２）秒の時点でｍｐ３ビ
デオから得られ、図８Ａに表された、スクリーン・ダンプを示す図である。図１１Ｂは、
本発明の一実施形態による、およそ５（５）秒の時点でｍｐ３ビデオから得られ、図８Ｂ
に表された、スクリーン・ダンプを示す図である。図１１Ｃは、本発明の一実施形態によ
る、およそ９（９）秒の時点でｍｐ３ビデオから得られ、図８Ｃに表された、スクリーン
・ダンプを示す図である。図１１Ｄは、本発明の一実施形態による、およそ１２（１２）
秒の時点でｍｐ３ビデオから得られ、図８Ｄに表された、スクリーン・ダンプを示す図で
ある。
【図１２Ａ】本発明の一実施形態による、およそ５（５）秒の時点でｍｐ３ビデオから得
られ、図９Ａに表された、スクリーン・ダンプを示す図である。
【図１２Ｂ】本発明の一実施形態による、およそ９（９）秒の時点でｍｐ３ビデオから得
られ、図９Ｂに表された、スクリーン・ダンプを示す図である。
【図１３】本発明の一実施形態による、偽性患者識別情報（偽性－ＰＩＩ）を用いた医療
レポートの想像図である。
【図１４】本発明の一実施形態による、教示モードで匿名化された後に図１３に示された
医療レポートの想像図である。
【図１５Ａ】本発明の一実施形態による、非識別化のオプションで検査をエクスポートす
るためのダイアログの想像図である。
【図１５Ｂ】本発明の一実施形態による、非識別化の詳細を構成するためのダイアログの
想像図である。
【図１６】本発明の一実施形態による、図１５Ｂに示された匿名化の設定を使用してエク
スポートされた後に図１３に示された医療レポートの想像図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１０】
定義
　移行語「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」は、「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」、「含
む（ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ）」または「という特徴がある（ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚｅｄ
　ｂｙ）」と同義であり、包括的またはオープンエンドであり、記載されていない追加の
構成要素または方法のステップを除外しない。
【００１１】
　移行句「からなる（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｏｆ）は、請求項に特定されていない任意
の構成要素、ステップ、または成分を除外するが、組成物に大抵は付随する不純物など、
本発明に関連のない追加の構成成分またはステップを除外しない。
【００１２】
　移行句「から実質的になる（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｅｓｓｅｎｔｉａｌｌｙ　ｏｆ）
は、特定の材料またはステップ、および請求項に記載の発明の基本的な新規の特質（複数
可）に実質的に影響を与えないものに、請求項の範囲を限定する。
【００１３】
　用語「帯域幅」および「送信帯域幅」とは、様々なビット速度の量を指し、秒当たりの
ビットまたはその倍数で表現される、利用可能なまたは消費されるデータ通信資源を表す
。
【００１４】
　用語「適応帯域幅の管理」とは、ネットワークの混雑および移送遅延を回避するかまた
は低減するために、時間当たりにネットワーク内に送信されるデータの量を持続的に調整
する方法を意味する。
【００１５】
　用語「計算すること」とは、中央プロセッシング・ユニット（ＣＰＵ）またはグラフィ
ックス・プロセッシング・ユニット（ＧＰＵ）を使用して算定を実施することを意味する
。
【００１６】
　用語「ブリック」または「ブリッキング」とは、３Ｄイメージまたは３Ｄイメージの一
部を仕切ることを意味する。ブリッキングとは、２Ｄイメージのピクセルの強度を決定す
ることを含む反復プロセスであり、その決定は、ブリックを通過する線に沿って標本点の
強度を評価するために必要な３Ｄイメージ・データ中の全ての点が、そのブリック内に位
置するというルールに基づく。それは、ＣＰＵとＧＰＵとを有するイメージング装置の中
にあり、ＧＰＵでは、プログラム可能な複数の頂点シェーダがプログラム可能な複数のピ
クセル・シェーダに繋がれている。ＣＰＵは、頂点シェーダおよびピクセル・シェーダに
基づいて３Ｄイメージを複数の「ブリック」に仕切る。ここで、ピクセル・シェーダは、
３Ｄイメージ中の１つまたは複数のブリックの標本点の強度の反復関数として、２Ｄイメ
ージ中の１つまたは複数のピクセルの強度を決定する。これらのピクセルに付随するビュ
ー線は、上記の３Ｄイメージを通過するものである。ブリックを通過する線に沿って標本
点の強度を評価するために必要な３Ｄイメージ・データ中の全ての点が、そのブリック内
に位置するように、隣接する任意の２つのブリックは、好ましくは充分な重複部分を有す
る。
【００１７】
　用語「ビュー（ｖｉｅｗ）」または「ビューの（ｖｉｅｗｉｎｇ）」とは、３Ｄまたは
２Ｄのイメージを表示することを意味する。語句「ビュー位置」または「ビュー線」とは
、ビュー位置から、すなわちビュー線によって規定される線に沿って観察された通りに、
３Ｄまたは２Ｄのイメージを表示することを指す。
【００１８】
　用語「微小石灰化」とは、胸部マンモグラムに典型的にみられるカルシウムの小さな沈
着を指し、形状、数、パターン、および／または相対的な位置に応じて、胸部がんの早期
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および／または主徴候として使用することができる。用語「閉塞」とは、陰影欠損または
他の管の異常、例えば管拡張、線維嚢胞性の変化や、ガラクトグラフィおよびダクトガラ
クトグラフィを含む胸部のダクトグラフィで観察することのできる管の凹凸などを意味す
る。用語「識別する」とは、表示されるおよび／または他のビューと比較されるビューに
相当する３Ｄまたは２Ｄのイメージに向けられる。他のビューとは、ヒトの眼による観察
、細分化アルゴリズムによる識別、ブリッキング・アルゴリズム識別からなる群から選択
される１つまたは複数のプロセスを通じて、微小石灰化または閉塞を明らかにするかまた
は明瞭に評価するものである。
【００１９】
　用語「クライアント－サーバ」とは、その資源を選択的に共有するコンピュータ・シス
テムを指す。そして、「クライアント」とは、資源を使用するために「サーバ」との交信
を開始する、コンピュータまたはコンピュータ・プログラムである。このコンピュータ資
源の共有によって、多数の人々または多数のクライアント・コンピュータがコンピュータ
・サーバを同時にまたは順次に使用することが可能になる。１つのコンピュータは、いつ
何時でも限られた量の作業を行うことから、タイムシェアリング・システムは、迅速にそ
のタスクを優先順位付けしてクライアントに対応せねばならず、特に、応答時間が肝心で
ある対話型アプリケーションについてはそのようにせねばならない。クライアントとサー
バは、要求－応答メッセージ・パターンでメッセージを交換する。クライアントは、要求
を送信し、同期的にまたは非同期的に、サーバは、１つまたは複数の応答を返信する。
【００２０】
　用語「ビデオ」とは、３つ（３）以上の２－Ｄ投影イメージの表示を意味し、ここで、
第１の２－Ｄ投影イメージと第２の２－Ｄ投影イメージとの間の時間遅延、および第２の
２－Ｄ投影イメージと第３の２－Ｄ投影イメージとの間の時間遅延がある。ビデオは、い
くつかのフォーマットを使用して表示してもよく、そのようなフォーマットとしては、ａ
ｖｉ、ｆｌｖ、Ｈ．２６２、Ｈ．２６３、Ｈ．２６４、ｍ４ｖ、ｍｏｖ、ＭＰＥＧ－１、
ＭＰＥＧ－１　Ｐａｒｔ２、ＭＰＥＧ－２、ＭＰＥＧ－４　Ｐａｒｔ２、ｎｓｖ、ｏｇｖ
、ｒｏｑ、ｖｐ６、ｖｐ８、ｖｐ９、ｗｅｂｍ、およびｗｍｖが挙げられる。
【００２１】
　語句「ホスト・コンピュータ」とは、関連メモリを有するサーバまたは他のプロセッサ
を意味する。本発明の一実施形態では、ホスト・コンピュータは、測定２－Ｄ投影イメー
ジをクライアントに提供することができる。
【００２２】
　用語「キャッシュすること」とは、メモリに格納することを意味する。体積イメージか
ら生成された投影イメージは、クライアント関連メモリおよびサーバ関連メモリのうち一
方または両方にキャッシュすることができ、そこでは、それぞれクライアント・プロセッ
サまたはサーバ・プロセッサによって、メモリに速やかにアクセスすることができる。
【００２３】
　語句「測定２－Ｄ投影イメージ」は、医療イメージング設備の前方投影または後方投影
によって生じた、生体組織の二次元（２－Ｄ）スキャンを意味する。
【００２４】
　語句「体積イメージ」とは、組織、器官、または実体の一連の測定２－Ｄ投影イメージ
または他の２－Ｄ表現から生じるデータから再構築される、三次元の（３－Ｄ）表現を指
す。
【００２５】
　用語「再構築」とは、複数の測定２－Ｄ投影イメージに基づき３－Ｄ体積イメージを生
成することを意味する。語句「体積イメージの再構築」とは、複数の測定２－Ｄ投影イメ
ージに基づき３－Ｄ体積イメージを算定することを意味する。
【００２６】
　用語「生成された」とは、３－Ｄ体積イメージから１つまたは複数の生成２－Ｄ投影イ
メージを構築することを意味する。語句「イメージを生成すること」または「複数のイメ
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ージを生成すること」とは、３－Ｄ体積イメージから１つまたは複数の生成２－Ｄ投影イ
メージを構築することを意味する。本発明の一実施形態では、１つまたは複数の生成２－
Ｄ投影イメージを、異なるビュー方向で生成することができる。
【００２７】
　語句「ビュー方向」とは、ビュー位置をオブジェクトまでを通って構築される線を意味
する。指定位置が変わるのにつれて、ビュー方向は変わる。図１Ａに示されるように、第
１のビュー方向１１１は、位置１１０とオブジェクト１０５との間の線によって生成され
る。第２のビュー方向１１６は、位置１１５とオブジェクト１０５との間の線によって生
成される。第１のビュー方向１１１と第２のビュー方向１１２との間の角度（θ）は、０
からθまで増加する。最小のビュー方向は、角度＝０の場合である。最大のビュー方向は
、角度＝θの場合である。
【００２８】
　語句「等価のビュー方向」とは、組織に生理学的変化が存在しない場合での同じビュー
方向、または生理学的変化が起こっているかもしくは類似の組織を利用する場合での等価
のビュー方向を意味する。ここで、等価のビュー方向は、時間に伴う身体の組織の変化を
補うことができ、および／または、身体の異なる組織の対称性および非対称性を補うこと
ができる。等価のビュー方向は、時間に伴う組織の生理学的変化が存在するかまたは存在
しないかを、または類似の組織の精査に基づき生理学的変化がいつ起こっているのかを、
突き止めるために使用することができる。等価のビュー方向は、時間に伴う身体の組織の
変化を補うことができ、および／または身体の異なる組織のビュー投影イメージの対称性
および非対称性を補うことができる。
【００２９】
　語句「識別の可視明瞭性を改善する」とは、１つまたは複数の投影イメージを比較する
かまたは変化させて、微小な石灰化を含む閉塞を１つまたは複数の投影イメージ中で識別
することを可能にする、プロセスまたは手法を意味する。
【００３０】
　用語「クライアント－サーバ」とは、その資源を選択的に「クライアント」と共有する
コンピュータ・システムを指す。「クライアント」とは、サーバの資源を使用するために
「クライアント－サーバ」または「サーバ」との交信を開始する、コンピュータまたはコ
ンピュータ・プログラムである。クライアント－サーバは、ボリューム・レンダリング・
タスクを負うのに特に有用であることがある。そのようなサーバは、１つまたは複数のグ
ラフィックス・プロセッシング・ユニットを有することがある。さらに、サーバのコンピ
ュータ資源を共有することによって、多数のクライアントがサーバ資源に同時にアクセス
して使用することができる。１つのコンピュータは、いつ何時でも限られた量の作業を行
うことから、タイムシェアリング・システムは、迅速にそのタスクを優先順位付けしてク
ライアントに対応せねばならない。クライアントとサーバは、要求－応答メッセージ・パ
ターンでメッセージを交換する。そして、クライアントは、要求を送信し、同期的にまた
は非同期的に、サーバは１つまたは複数の応答を返信する。用語「サーバ側キャッシュ」
とは、クライアント・プロセッサが直接的にアクセスできないサーバ・プロセッサに付随
するキャッシュを指す。
【００３１】
　語句「メタデータ・エントリ」とは、医療診断のレポート中の特定のパラメータに付随
するデータを意味する。メタデータは、構造メタデータと記述メタデータの両方を含む。
構造メタデータは、データに関する情報である。記述メタデータは、データの情報量であ
る。
【００３２】
　語句「メタデータのｐｈｉ」は、医療診断レポート中のＰＨＩまたはＰＩＩを指す。メ
タデータのｐｈｉは、ＰＨＩまたはＰＩＩに関連するメタデータ・エントリの記述メタデ
ータを作り上げる情報である。
【００３３】
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　語句「施設認識ＩＤ」は、ある特定のユーザＩＤが一員となっている施設を識別するた
めに使用することのできるコードである。施設認識ＩＤは、メタデータのｐｈｉに添加さ
れて、２つの別々の施設から匿名化データを区別することができる。
【００３４】
　語句「医療診断」は、どの疾患または状態が人の症状または徴候を説明するのかを決定
するプロセスである。診断に必要な情報は、典型的には医療ケアを求めている人の診療歴
および身体検査から収集される。
【００３５】
　語句「医療診断レポート」とは、医療診断に付随するレポートを意味し、その際、医療
診断レポートは、患者の名前、年齢、および／もしくは性別、患者の診療歴、身体検査お
よび／もしくは医療診断に関する、保護されるべき健康情報を含むデータを含む。ここで
、データのうち少なくともいくつかは、コンピュータ読み取り可能である。
【００３６】
　用語「読み出し」とは、それによって、プロセッサが医療診断レポートからメタデータ
の１つまたは複数のｐｈｉを読むプロセスを意味する。用語「アクセスする」とは、それ
によって、プロセッサが医療診断レポートからメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読
み、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉを１つまたは複数の揮発性コンピュータ・メモ
リの場所に格納するプロセスを意味する。
【００３７】
　語句「保護されるべき健康情報」、「ＰＨＩ」、「患者識別情報」または「ΡΙΙ」は
、それらの用語が、１９９６年の米国医療保険の相互運用性と説明責任に関する法令に使
用されているように、そして、それらの用語が、２０００年１２月１８日の欧州連合基本
権憲章、２０１０年１１月４日に欧州連合により採択されたデータ保護条例および２０１
２年１月２５日に９４／４６／ＥＣ指令により設置された委員会によって提案された全面
改正、および／または個人医療情報に関連する他の独立主権政府規制と関係するように、
定義される。「ＰＨＩ」または「ΡΙΙ」とは、それ自体にまたは他の情報と共に使用し
て、患者、健康状況、ヘルスケアの条項、またはヘルスケアのための支払いを、どのよう
に取得されるか、および施設によってまたは施設に代わって収集されるか否かに関わらず
、識別、接触、配置または識別することのできる、任意の情報である。
【００３８】
　用語「表示」は、本明細書に開示の態様および実施形態のコンテキストにおいて意味が
あり、通例の慣例的な意味でデータの物理的な表現、例えば、印刷されたページまたは可
視表示モニタ上の電子表現、陰極線オシロスコープ、液晶表示、ニキシー管、発光ダイオ
ード表示、プラズマ表示などを指す。
【００３９】
　語句「組み合わされた値」とは、メタデータの２つ以上のｐｈｉを組み合わせることを
意味する。用語「連結すること」とは、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉの部分では
ない分離文字をメタデータの１つまたは複数のｐｈｉに追加することを意味する。語句「
メタデータの１つまたは複数のｐｈｉを変えること」とは、コンピュータ読み取り可能な
データをメタデータの１つまたは複数のｐｈｉに追加すること、またはメタデータの１つ
または複数のｐｈｉからコンピュータ読み取り可能なデータを削除することを意味する。
語句「分離文字」とは、分離文字をメタデータの１つまたは複数のｐｈｉに追加すること
によって、コンピュータ読み取り可能なデータのメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを
変えるのに使用される、指定されたコンピュータ読み取り可能な文字を意味する。ここで
、分離文字は、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉに使用されないその他のものである
。
【００４０】
　語句「揮発性コンピュータ・メモリ場所」とは、格納された情報を維持するための動力
を必要とするデータ構造におけるメモリ場所、例えば揮発性ランダム・アクセス・メモリ
などを意味する。揮発性コンピュータ・メモリ場所は、コンピュータが動力に接続されて
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いる間にのみ、その内容を保持する。動力が遮断されると、格納されたデータは、直ちに
失われる。情報を追加または除去することによって揮発性コンピュータ・メモリ場所が変
えられると、メモリ場所は上書きされる。語「上書きされる」とは、データ構造における
データの置き換えであって、それによって、以前のデータが除去され、与えられたデータ
に置き換わることを意味する。
【００４１】
　語句「安全値」とは、保護されるべき健康情報を突き止めることができないようにメタ
データの１つまたは複数のｐｈｉが変えられている、１つまたは複数の保護されるべき健
康情報の値に相当するメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを意味する。
【００４２】
　用語「匿名化」とは、保護されるべき健康情報の値が医療診断レポートから突き止めら
れる可能性を除くことを意味する。
【００４３】
　語句「非識別化された患者データ」とは、ＰＨＩおよび／またはＰＨＩを突き止めるこ
とができないように、ＰＩＩおよび／またはＰＨＩ値が全て変えられている、医療診断レ
ポートを意味する。
【００４４】
　用語「調査」は、検査によって生じるイメージのセットを指すために使用される。本発
明の一実施形態では、調査は、１つまたは複数のイメージからなる。本発明の代替的な一
実施形態では、調査は、２つ以上のイメージからなる。イメージは、１つまたは複数のイ
メージのシリーズにグループ分けされることがある。各イメージ、各シリーズ、および調
査全体には、異なるパラメータが添付されていることがある。医療イメージについては、
これらは、医療におけるデジタル・イメージングおよび通信（ＤＩＣＯＭ）の規格によっ
て規定されていることがある。
【００４５】
　用語「貼り付けプロトコール」は、どのようにＸ線フィルムをライトボックスに整列さ
せる（貼り付ける）のかについて、特定の決まり事を指すために使用される。
【００４６】
　用語「表示プロトコール」は、コンピュータ・システムにイメージを表示する方法を、
具体的には、表示するイメージの選択、イメージのレイアウト、ならびにレンダリングの
パラメータおよびスタイルを指すために使用される。
【００４７】
　用語「ビュー」は、所与の一連のレンダリング・パラメータおよびレンダリング・モー
ドを用いてレンダリングされたイメージのセットのデジタル・イメージに相当するデータ
を指すために使用される。
【００４８】
　用語「ビューポート」は、ある特定のビューを表示するクライアント・コンピュータ上
のスクリーンの論理部分を指すために使用される。例えば、クライアント・コンピュータ
上のユーザ・インターフェースは、４つの長方形のビューポート１１６０を含むことがあ
り、そのうち３つは、ある特定のデータの正面、左、および下のビューをそれぞれ示し、
一方、４つめのビューアは、同じまたは異なるデータ・セットを通じて２Ｄ断面を示すこ
とがある。
【００４９】
　語句「イメージのセット」または「イメージ・セット」は、ルールに基づき選択される
１つまたは複数のイメージを指すのに使用される。
【００５０】
　語句「調査選択ルール」は、表示させる調査を選択してアクセスするのに使用される、
ＰＨＩおよびＰＩＩの匿名化を含むルールを指すために使用される。
【００５１】
　語句「プロトコール選択ルール」とは、表示させるイメージのレイアウトを選択するの
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に使用されるルールを指すために使用される。
【００５２】
　語句「イメージ・セット・ルール」とは、選択ルール、ソート・ルール、およびブレー
ク・ルールを適用することによって、１つまたは複数の調査のイメージからイメージ・セ
ット１１６５を形成するのに使用される、ルールを指すために使用される。
【００５３】
　語句「スタイル・ルール」とは、ある特定のビューアで、ある特定のイメージ・セット
１１６５について、どのレンダリングのタイプ、レンダリングのスタイル、およびレンダ
リングのパラメータを使用するかを決定するルールを指すために使用される。
【００５４】
　語句「患者ＩＤ」とは、個々の患者を識別するために使用されるコードを指す。
【００５５】
　語句「ユーザＩＤ」とは、個々のユーザに付随するアクセス許可を指す。
【００５６】
　語句「リストを表示する」または「リストにする」とは、コードまたは医療診断レポー
トの他の省略表現を、選択できるように表示することを意味する。その際に、リストの表
示は、医療診断レポートに含まれる情報の表示やその他のアクセスをしない。ビューやそ
の他のアクセスをするために、リストの表示を使用して、医療診断レポートを選択するこ
とがある。
【００５７】
　語句「医療診断レポートを表示する」とは、医療情報であるものの必ずしもＰＩＩでは
ない情報を表示するように、医療診断レポートを表示することを意味する。
【００５８】
　語句「偽性患者識別情報」または「偽性ΡΙＩ」とは、ＰＩＩまたはＰＨＩをシミュレ
ーションするのに使用される情報を意味する。偽性－ＰＩＩは、ＰＩＩまたはＰＨＩのよ
うに機能せず、機能できない。偽性－ＰＩＩは、ＰＩＩまたはＰＨＩと同じフォーマット
でみられるが、シミュレーションであるゆえに、それ自体に、または他の情報と共に使用
して、患者、健康状況、ヘルスケアの条項、またはヘルスケアのための支払いを、識別、
接触、配置または識別することができない。本願では、ＥＵデータ保護条例に従い、ＰＩ
ＩまたはＰＨＩというよりもむしろ偽性－ＰＩＩを表示してＰＩＩまたはＰＨＩを例証す
ることから、本発明は、ＰＩＩまたはＰＨＩというよりもむしろこの偽性－ＰＩＩに適用
される。偽性ＰＩＩは、ＰＩＩまたはＰＨＩに類似したフォーマットで表されるため、偽
性－ＰＩＩを使用して、本発明を使用したＰＩＩまたはＰＨＩの匿名化を例証することが
できる。
【００５９】
　語句「ボリューム・レンダリング」は、ボリューム・レンダリング手法を指すために使
用され、そのような手法としては、シェイデッド・ボリューム・レンダリング手法、最大
強度投影（ＭＩＰ）、斜め切断または多断面再構成（ＭＰＲ）、軸方向／矢状方向および
冠状方向の切断表示、および厚切（スラブとも呼ばれる）が挙げられる。医療イメージン
グでは、例えば、ボリューム・レンダリングを使用して、３Ｄイメージ・データ・セット
から３Ｄイメージを表示する。この場合、典型的な３Ｄイメージ・データ・セットとは、
ＣＴまたはＭＲＩスキャナによって取得され、データ構造に格納された数多くの２Ｄ切断
イメージである。
【００６０】
体積イメージの受信
　コンピュータ断層撮影（ＣＴ）スキャンは、スキャンされたオブジェクトの周囲の異な
る角度から撮影された多数の２－Ｄイメージを生成して、スキャンされたオブジェクトの
断面（トモグラフィー）イメージ（「仮想切片」）を生じることができる。あるいは、陽
電子放射断層撮影（ＰＥＴ）、単一光子放射コンピュータ断層撮影（ＳＰＥＣＴ）、コン
ピュータ連動断層撮影（ＣＡＴ）スキャナ、またはトモシンセシス・システムが、「測定
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された投影イメージ」を生じることがある。これらの測定２－Ｄ投影イメージを使用して
、「体積イメージ」を再構築することができるが、その際に、仮想切片は、スキャンされ
たオブジェクトの体積イメージまたは３－Ｄイメージを形成する。語句「体積イメージ」
とは、前方投影型または後方投影型の医療イメージング設備によって生じるデータから再
構築される、３－Ｄ表現を指す。測定された投影イメージは、医療技術者によって測定す
ることができ、体積イメージを再構築するのに使用することができ、次いで、この体積イ
メージは、患者を診断するために医師が受信することができる。
【００６１】
　本発明の一実施形態では、再構築された３－Ｄイメージを使用して、生成２－Ｄ投影イ
メージを形成することが可能である。すなわち、別個の焦点で点源を識別し、それによっ
て、その体積を通り過ぎてそれぞれの生成２－Ｄ投影イメージを形成することのできる平
面に至る「投影方向」を識別することによって、体積イメージから表現を生成することが
できる。
【００６２】
複数の投影イメージの計算
　１つまたは複数の生成２－Ｄ投影イメージは、体積イメージからから生成することがで
きる。第１のビュー方向と第２のビュー方向との間の複数のビュー方向を用いた体積イメ
ージの複数の生成２－Ｄ投影イメージの計算を使用して、医師に必要とされる生成２－Ｄ
投影イメージを生じることができるが、そうしなければ測定２－Ｄ投影イメージでは明ら
かにすることができない。あるいは、複数の生成２－Ｄ投影イメージを生成することによ
って、単回のもしくは静止状態での測定２－Ｄ投影イメージまたは単回のもしくは静止状
態での生成２－Ｄ投影イメージよりも良好な診断を可能にする、体積イメージの動的ビュ
ーを生成することができる。予想外にも、多数ビューおよび／または動的ビューの生成を
用いて、より大きな近接のオブジェクトのためにビュー中に隠された軽微なオブジェクト
を識別することができることが観察された。観察された有利な効果は、多数ビューおよび
／または動的ビューの生成を用いて、より大きな近接のオブジェクトのためにビュー中に
隠された軽微なオブジェクトを識別することができたことであった。
【００６３】
第１の投影イメージと第２の投影イメージとの比較
　語句「時間的比較」とは、特定のビュー方向で得られた投影イメージを、同じ組織の等
価のビュー方向で得られた時間的にもっと早い組織の投影イメージと比較することを意味
する。本発明の一実施形態では、時間的比較によって、右胸部の１つまたは複数の投影イ
メージを、もっと早い時点で測定された同じ右胸部の１つまたは複数の投影イメージと比
較する。この場合、投影イメージは、等価のビュー方向で生成される。本発明の一実施形
態では、時間的比較によって、右胸部の１つまたは複数の測定２－Ｄ投影イメージを、も
っと早い時点からの複数の測定２－Ｄ投影イメージから再構築された体積イメージから生
成された同じ右胸部の１つまたは複数の生成２－Ｄ投影イメージと比較する。この場合、
投影イメージは、等価のビュー方向で生成される。本発明の代替的な一実施形態では、時
間的比較によって、右胸部の１つまたは複数の生成２－Ｄ投影イメージを、もっと早い時
点で測定された同じ右胸部の１つまたは複数の測定２－Ｄ投影イメージと比較する。この
場合、投影イメージは、等価のビュー方向で生成される。
【００６４】
　語句「構造比較」とは、特定のビュー方向で得られた投影イメージを、異なるものの類
似の組織の等価のビュー方向で得られた組織の投影イメージと比較することを意味する。
本発明の一実施形態では、構造比較によって、右胸部の１つまたは複数の投影イメージを
、左胸部の１つまたは複数の投影イメージと比較する。この場合、どちらとも等価のビュ
ー方向で視られたものである。本発明の一実施形態では、構造比較によって、右胸部の１
つまたは複数の生成２－Ｄ投影イメージを、左胸部の１つまたは複数の生成２－Ｄ投影イ
メージと比較する。この場合、各生成２－Ｄ投影イメージは、等価のビュー方向で視られ
たものである。本発明の代替的な一実施形態では、構造比較によって、右胸部の１つまた
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は複数の測定２－Ｄ投影イメージを左胸部の１つまたは複数の生成２－Ｄ投影イメージと
比較する。この場合、測定２－Ｄ投影イメージおよび生成２－Ｄ投影イメージは、等価の
ビュー方向で視られたものである。本発明の別の実施形態では、構造比較によって、右胸
部の１つまたは複数の生成２－Ｄ投影イメージを左胸部の１つまたは複数の測定２－Ｄ投
影イメージと比較する。。この場合、各測定２－Ｄ投影イメージおよび生成２－Ｄ投影イ
メージは、等価のビュー方向で視られたものである
【００６５】
　語句「動的比較」とは、種々のビュー方向から得られた一連の投影イメージを比較する
ことを意味する。本発明の一実施形態では、動的比較によって、ビュー方向がビデオとし
てスキャンされるにつれて時間変化する右胸部の１つまたは複数のＤＢＴ投影イメージを
比較する。本発明の一実施形態では、ビュー方向の変化は、スキャンされている組織のタ
イプに合わせて調整することができる。
【００６６】
　語句「可視的比較」とは、１つまたは複数の投影イメージを裸眼で時間的に比較するこ
と、構造的に比較すること、および／または動的に比較することを意味する。
【００６７】
　語句「直接的な比較」とは、コンピュータを使用して、１つまたは複数の投影イメージ
を時間的に比較すること、構造的に比較すること、および動的に比較することのうち１つ
または複数を行い、投影イメージによって表されるボクセル・マトリックスの強度密度の
変化を解析すること意味する。本発明の一実施形態では、時間的に比較すること、構造的
に比較すること、および動的に比較することのうち１つまたは複数を用いて、１つまたは
複数の生成２－Ｄ投影イメージを、１つまたは複数の測定２－Ｄ投影イメージと比較する
。その際に、コンピュータを使用して、１つまたは複数の生成２－Ｄ投影イメージおよび
１つまたは複数の測定２－Ｄ投影イメージによって表されるボクセル・マトリックスの強
度密度の変化を解析する。
【００６８】
　第１のビュー方向１１１は、位置１１０とオブジェクト１０５との間の線に相当する。
第２のビュー方向１１６は、位置１１５とオブジェクト１０５との間の線に相当する（図
１Ａを参照）。増分１１２は、第１のビュー方向１１１と第２のビュー方向１１２との間
の角度である（図１Ａを参照）。第１のビュー方向を選択することによって、第１の生成
２－Ｄ投影イメージを形成することができる。同様に、第２のビュー方向を選択すること
によって、第２のビュー方向での第２の生成２－Ｄ投影イメージを形成させることが可能
になる。本発明の一実施形態では、第１の生成２－Ｄ投影イメージを、１つまたは複数の
第２の生成２－Ｄ投影イメージと動的に比較することができる。本発明の代替的な一実施
形態では、測定２－Ｄ投影イメージを、１つまたは複数の生成２－Ｄ投影イメージと動的
に比較することができる。本発明の代替的な一実施形態では、第１の投影イメージを、も
っと早い時間に測定された第２の投影イメージと時間的に比較することができる。本発明
の別の実施形態では、生成２－Ｄ投影イメージを、もっと早い時間に測定された測定２－
Ｄ投影イメージと時間的に比較することができる。本発明の別の実施形態では、第１の投
影イメージを、対照組織の第２の投影イメージと構造的に比較することができる。本発明
の別の実施形態では、生成２－Ｄ投影イメージを、対照組織の測定２－Ｄ投影イメージと
構造的に比較することができる。本発明の一実施形態では、第１の投影イメージの密度マ
ップを、第２の投影イメージの密度マップと可視的に比較する。本発明の一実施形態では
、生成２－Ｄ投影イメージの密度マップを、測定２－Ｄ投影イメージの密度マップと可視
的に比較する。本発明の代替的な一実施形態では、コンピュータ・プログラムを使用して
、第１の投影イメージの密度マップを第２の投影イメージの密度マップと直接的に比較す
る。本発明の別の代替の実施形態では、コンピュータ・プログラムを使用して、生成２－
Ｄ投影イメージの密度マップを測定２－Ｄ投影イメージの密度マップと直接的に比較する
。
【００６９】
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ボリューム・レンダリング 
　ボリューム・レンダリング、または体積の再構築には、種々の標準的な可視化方法が含
まれ、そのような方法としては、ボリューム・レンダリング手法（ＶＲＴ）、シェイデッ
ド・ボリューム・レンダリング手法（ｓＶＲＴ）、最大強度投影（ＭＩＰ）、斜め切断ま
たは多断面再構成（ＭＰＲ）、軸方向／矢状方向および冠状方向の切断表示、および厚切
（スラブとも呼ばれる）が挙げられる。本発明の範囲内では、他の前方投影および後方投
影の方法および装置は、一連の測定２－Ｄ投影イメージを生成し、そのイメージを用いて
３－Ｄ体積イメージの表現を再構築するために使用されることがある。
【００７０】
　本発明の一実施形態では、コンピュータ・チップ、チップ・セット、コンピュータ・ボ
ードおよび／またはコンピュータ・プロセッサは、「グラフィックス・プロセッシング・
ユニット」（ＧＰＵ）を構成して、ボリューム・レンダリングを実施するか、または体積
イメージから１つまたは複数の再構築された２－Ｄ投影ビューを生成することができる。
本発明の一実施形態では、ボリューム・レンダリングには、ボクセル・マトリックス中の
体積密度分布を任意の値に初期化することと、繰り返し推算して測定された投影と比較す
ること、および次いで、その比較に基づき各ピクセルを修正することとが含まれる。
【００７１】
強度の値
　イメージの細分化は、デジタル・イメージにおいてオブジェクトと他の特徴とを区別す
る自動化手法である。この手法を使用して、例えば、デジタル化イメージを、コンピュー
タ（例えば、イメージ解析ソフトウェア）および／またはそのユーザがさらに解読し易く
なるように単純にすることができる。１つのイメージは、区分されていない広域の強度値
を含むピクセルで構成することができ、それらは、ヒトの眼では骨格および消化管として
認識できる可能性があるもののコンピュータでは大部分が解読できない。本発明の一実施
形態では、第２の投影イメージ中の強度値の増加の範囲が明示または識別されるように第
１の投影イメージと第２の投影イメージとを比較することによって、第２の投影イメージ
を生成する第２のビュー方向により妨げのない投影イメージが明示または識別されること
を示すことができる。本発明の代替的な一実施形態では、生成２－Ｄ投影イメージと測定
２－Ｄ投影イメージとを比較して、測定２－Ｄ投影イメージ中の区分された強度値の増加
の範囲を明示することによって、生成２－Ｄ投影イメージを生成したビュー方向が妨げの
ないビュー方向を明示することを示すことができる。本発明の代替的な一実施形態では、
第１の投影イメージと第２の投影イメージとを比較して、第２の投影イメージ中の区分さ
れた強度値の増加の範囲を明示することによって、第２の投影イメージを生成した第２の
ビュー方向が投影イメージの明瞭性の増加を明示することを示すことができる。本発明の
代替的な一実施形態では、生成２－Ｄ投影イメージと測定２－Ｄ投影イメージとを比較し
て、測定２－Ｄ投影イメージ中で区分された強度値の増加の範囲を明示することによって
、生成２－Ｄ投影イメージを形成したビュー方向が有利なビュー方向を明示することを示
すことができる。
【００７２】
一次調査対二次調査 
　一次調査は、特定の時点で行われる調査である。二次調査は、それに続く時点で行われ
る調査である。本発明の一実施形態では、コンピュータ・チップ、チップ・セット、コン
ピュータ・ボード、および／またはコンピュータ・プロセッサは、「デジタル・データ・
プロセッサ」として構成され、ボリューム・レンダリングを実施して、体積から１つまた
は複数の投影ビューを生成するか、およびまたは２つ以上の投影ビューを比較することが
できる。デジタル・データは、前方－投影または後方－投影の医療イメージング設備によ
って生成され、そのような設備は、測定投影イメージまたは他の２－Ｄ表現を生成するた
めに使用される。本発明の一実施形態では、二次調査から得られる生成２－Ｄ投影イメー
ジと一次調査から得られる生成２－Ｄ投影イメージとを比較することで、区分された強度
値の増加の範囲を明示することを使用して、時間とともに起こっている発達または変化を
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評価することができる。本発明の一実施形態では、二次調査から得られる生成２－Ｄ投影
イメージと一次調査から得られる測定２－Ｄ投影イメージとを比較することで、測定２－
Ｄ投影イメージ中の区分された強度値の増加の範囲を明示することを使用して、生成２－
Ｄ投影イメージを形成するビュー方向が妨げのないビュー方向を明示することを示すこと
ができる。以下の記載では、本発明の様々な態様が記載される。
【００７３】
　しかし、本発明の態様のほんのいくつかまたは全てを用いて実践される場合があること
が当業者には明らかになろう。本発明を徹底的に理解できるようにするために、説明の目
的で、特定の数、材料、および構成が表記されている。しかし、特定の詳述なく本発明が
実践される場合があることが当業者には明らかになろう。他の例としては、本発明を不明
瞭にしないように、周知の特徴は、省略されるかまたは単純化される。
【００７４】
　記載の一部は、データ、選択、読み出し、生成などのデータ・プロセッシング用語で示
され、その他、一般に当業者が自身の仕事の趣旨を他の当業者に伝えるために採用する方
式に整合するものとなろう。当業者が理解することになるように、これらの量（データ、
選択、読み出す、生成）は、電子的、磁気的、または光学的なシグナルの形状をとり、こ
れらのシグナルは、プロセッサおよびそのサブシステムの電気的、光学的、および／また
は生物学的な構成成分を通じて、格納、移送、組合せ、その他操作することができる。
【００７５】
　様々な動作が、本発明の理解に最も役立つ様式で、複数のばらばらのステップとして順
番に記載されよう。しかし、これらの動作が必ず順番に依ることを含意するものとして、
記載の順番が解釈されるべきではない。
【００７６】
　様々な実施形態が、オブジェクト指向プログラミング・パラダイムにおける例示的なク
ラスおよび／またはオブジェクトについて説明されよう。説明を目的として本明細書に含
まれているもののみならず、任意の数の種々のクラス／オブジェクトを使用して本発明を
実践できることが、当業者には明らかになろう。さらに、本発明は、いかなるある特定の
ソフトウェア・プログラミング言語またはプログラミング・パラダイムにも限定されない
ことも明らかになろう。
【００７７】
　取得セットアップの物理的な制約があることから、可能な取得角度域は、多くの場合は
限定される。典型的には、角度域１１２は、デジタル胸部トモシンセシス（ＤＢＴ）では
１８０°より小さい（図１Ａを参照）。数学的な理由から、この結果として、非等方性の
解像度の体積イメージが生じる。さらに正確に言えば、投影の平均方向に垂直な平面での
解像度が、Ｘ線ビームの平均方向で再構築された解像度よりもはるかに高くなる。
【００７８】
　この態様は、そのようなイメージのためのビュー方法を設計する際に考慮しなければな
らない。再構築された体積イメージを考えると、以下では、最も低い解像度の方向を、ｚ
方向またはｚと呼ぶ。検出器の平均方位、すなわち最も高い解像度を有する平面を規定す
るベクトルを、ｘおよびｙと称する。ｘ方向、ｙ方向、およびｚ方向は、互いと相互に垂
直である。
【００７９】
　二次元である標準コンピュータ・スクリーン上に体積イメージを表示するために、体積
イメージの２－Ｄ表現を計算するべく、変形を適用しなければならない。
【００８０】
　ＤＢＴビューについては、切断変形が使用されることがあり、その際、ｚ方向に垂直な
単一切片がスクリーン上に示される。典型的には、スライダやテキスト入力フィールドな
どのユーザ・インターフェースによって、どの切片を示すことができるかをユーザが選択
することが可能になる。以下では、これを「ｘｙ切断」または「切断」と呼ぶ。ｘｙ切断
は、重要なビュー・ツールであると共に、制約がいくつかある。具体的には、それは、体
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積のデータ・セット中に存在する僅かな情報のサブセットしか考慮に入れない。
【００８１】
　本発明は、投影方法を用いて体積情報の全体を組み込むことによって、僅かな情報のサ
ブセットしか使用しないという制約を克服する。本発明の一実施形態では、時間を第３の
次元として使用して、わかりやすく直観的な方法で曖昧さを解決する。
【００８２】
　体積イメージから、投影を計算することができる。
【００８３】
　Ｉ：Ｒ３→Ｒを体積イメージとする。
【００８４】
　ｖｅＲ３を、第１のビュー方向を規定する三次元のベクトルとする。
【００８５】
　ｉｘおよびｉｙを、ｖに垂直な投影平面にわたり、かつ互いに垂直な２つのベクターと
する。
【００８６】
　次いで、投影Ｐ（ｖ，．）を以下のように規定することができる。
【００８７】
　Ｐ（ｖ，．）：Ｒ２→Ｒ
【００８８】
　Ｐ（ｖ，ｐ）＝ｍａｘ（Ｉ（ｒ））｜ｒｅＲ３であり、ここで、ｖの点ｉｘ＝ｐ１であ
り、ｖの点ｉｙ＝ｐ２であり、Ｐ（ｖ，．）は、標準的な方法を使用してコンピュータ・
スクリーン上に表示できる２Ｄイメージである。
【００８９】
　上に定義されたようにＰ（ｖ，．）を表示することによって、データ・セット全体を考
慮して、ユーザに追加の診断情報が提供される。例えば、検査された検体に傷があり、ｘ
ｙ切断を用いて体積イメージを視るならば、その傷は、傷のｚ位置のまたはその周囲の切
片のサブセットでのみ視認可能である。間違ったｚ位置が選ばれれば、その傷を見逃す可
能性がある。それゆえ、ユーザは、各切片を検査して、傷が存在しないことを確かめなけ
ればならず、そうしなければ傷を見落とすリスクがある。動的比較をビデオの形で視るこ
とによって、情報を迅速にかつ効率よく比較することが可能になる。
【００９０】
　図１Ａは、ビュー方向１１１、１１６をそれぞれ生成する角度域１１２にわたる２つの
位置１１０、１１５から、検体１０５がイメージングされることを示す。図１Ｂは、ＤＢ
Ｔの原理を示す。図ＩＢでは、多数の位置からＸ線源およびＸ線検出器を使用して、検体
１０５（例えばヒトの胸部）をイメージングすることができる。上記多数の位置は、位置
１１０で始まり位置１１５で終わる円弧上にあり、検出位置１２０および１２５でそれぞ
れ検出される。平均取得方向は、点線１３０で示される。上記位置は、機器および患者位
置の物理的な制約によって規定されるある角度にわたる。ｚベクトル（ｚ）１３０は、こ
の角度域の中間の投影方向を意味する。図２は、体積イメージＩ　２３５からの投影Ｐの
算定を図説する。この投影は、投影平面２４０を規定するビュー方向ｖ２４５によって規
定される。概して、ｖ２４５は、必ずしも平均取得方向ｚ２５０に一致しない。２つのベ
クトルｉｘ２５２およびｉｙ２５４は、それぞれ投影イメージＰのｘ方向およびｙ方向で
ある。ベクトルｉｘ２５２およびｉｙ２５４は、ビュー方向ｖ２４５に垂直である。ベク
トルｉｘ２５２は、ベクトルｉｙ２５４に垂直であり、ユーザのビュー選好に従って選ば
れてもよいし、自動化ルールに従って自動的に特定されてもよい。ルールに基づく決定を
行うための医療におけるデジタル・イメージングおよび通信（ＤＩＣＯＭ）のパラメータ
としては、測定投影イメージの生成の時間、測定される組織のタイプ、およびその組織が
対照として使用することのできる等価の対照を有するか、が挙げられる。例えば、内外の
取得方向については、ｙ軸は、典型的には、患者の頭－足の軸の投影と一直線となるよう
に選ばれることになる。
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【００９１】
　代わりに、投影イメージＰ（ｖ，．）を見ると、傷または石灰化などの増加した密度の
範囲が、より明るい斑点としてそのｚ位置に関係なく現れて、多くの場合に検出すること
が可能になる。図７Ａは、特定の角度から撮影されＤＢＴデバイスによって生じたいくつ
かの２ＤＸ線イメージから計算されたヒト胸部のイメージの想像図を示す。ここでは、微
小な石灰化が、より稠密な胸部組織によって遮られている。図７Ａでは、領域７７４が識
別される。図７Ｂは、図７Ａに示される角度とは異なる角度から撮影されたヒト胸部のイ
メージの想像図が示されていることを示す。図７Ａと図７Ｂとの比較は、図７Ｂにおいて
、組織がより稠密な胸部組織によって遮られていない際には、微小な石灰化が視認可能で
あることを示す。予想外のことに、図７Ｂでは、図７Ａで識別された領域７７４は、微小
な石灰化が視認可能であり、より稠密な胸部組織によって遮られていないことを示す。
【００９２】
　図８Ａ～８Ｄは、本発明の一実施形態による、ビュー方向が変わる間に右胸部のＤＢＴ
の動的比較のｍｐ３ビデオにおける時点を作り上げる、４つの（４）イメージの想像図を
示す。図ｓ８Ａ～８Ｄを生成するのに使用されるｍｐ３ビデオは、およそ１３秒の時間を
有した。予想外のことに、ｍｐ３ビデオは、ＤＢＴを精査して微小な石灰化を識別する優
れた手段である。図８Ａは、およそ２（２）秒の時点でｍｐ３ビデオから得られるスクリ
ーン・ダンプの想像図を示す。図８Ｂは、およそ５（５）秒の時点でｍｐ３ビデオから得
られるスクリーン・ダンプの想像図を示す。図８Ｃは、およそ９（９）秒の時点でｍｐ３
ビデオから得られるスクリーン・ダンプの想像図を示す。図８Ｄは、およそ１２（１２）
秒の時点でｍｐ３ビデオから得られるスクリーン・ダンプの想像図を示す。動的比較は、
ボクセル・マトリックスの強度の差異を図説し、この差異から、投影イメージを算定する
。予想外にも、ビデオを視ると、斑点が次第に明らかになり、これは、図８Ｂおよび図８
Ｃには示されているが、図８Ａまたは図８Ｄには存在しない。図９Ａは、図８Ｂ、すなわ
ち５（５）秒の時点でｍｐ３ビデオから得られるスクリーン・ダンプの想像図の拡大バー
ジョンを示し、ここでは、領域７７４が識別されている。図９Ｂは、図８Ｃ、すなわち９
（９）秒の時点でｍｐ３ビデオから得られるスクリーン・ダンプの想像図の拡大バージョ
ンを示し、ここでは、領域７７４が識別されている。図８Ｂ（図９Ａ）および図８Ｃ（図
９Ｂ）に見られる斑点は、図８Ｂ（図９Ａ）での観察と図８Ｃ（図９Ｂ）での観察との間
で強度が低減している。予想外にも、ビデオを見た際に、同じ位置に比較的明るい斑点が
出現し減少することから、イメージング・システムのアーチファクトではなく微小石灰化
であることを確定することもできる。そのため、ｍｐ３ビデオに基づき、微小石灰化７７
４は、微小石灰化が存在しない図８Ａと微小石灰化である７７４が存在する図８Ｂ（図９
Ａ）との差異に示されるように、動的比較の持つ性質によってビューアの注目を引き付け
る。ｍｐ３ビデオを見ることによって、微小な石灰化の識別について可視明瞭性が改善さ
れる。
【００９３】
　図１０Ａは、ＤＢＴデバイスによって生じたいくつかの２ＤＸ線イメージから再構築さ
れた体積イメージから生成された、ヒト胸部のイメージを示す。ここでは、生成２－Ｄ投
影イメージは、特定の角度で形成されたものであり、図７Ａに表されるように、微小な石
灰化は、より稠密な胸部組織によって遮られている。図１０Ｂは、図１０Ａに示される角
度とは異なる角度から形成されたヒト胸部の生成２－Ｄ投影イメージを示す。ここで、図
７Ｂに表されるように、微小な石灰化は、視認可能であり、より稠密な胸部組織によって
遮られていない。図１１Ａ～１１Ｄは、右胸部のＤＢＴの動的比較のｍｐ３ビデオにおけ
る時点を作り上げる、４つの（４）イメージを示す。図１１Ａは、図８Ａに表されるよう
な、２（２）秒の時点でｍｐ３ビデオから得られるスクリーン・ダンプを示す。図１１Ｂ
は、図８Ｂに表されるような、５（５）秒の時点でｍｐ３ビデオから得られるスクリーン
・ダンプを示す。図１１Ｃは、図８Ｃに表されるような、９（９）秒の時点でｍｐ３ビデ
オから得られるスクリーン・ダンプを示す。図１１Ｄは、図８Ｄに表されるような、１２
（１２）秒の時点でｍｐ３ビデオから得られるスクリーン・ダンプを示す。図１２Ａは、
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図１１Ｂ、すなわち５（５）秒の時点でｍｐ３ビデオから得られるスクリーン・ダンプの
拡大バージョンを示し、ここでは、図９Ａに表されるように、領域７７４は識別されてい
る。図１２Ｂは、図１１Ｃ、すなわち９（９）秒の時点でｍｐ３ビデオから得られるスク
リーン・ダンプの拡大バージョンを示し、ここでは、図９Ｂに表されるように、領域７７
４は識別されている。
【００９４】
　どの投影方法でも欠点は、遮断またはオーバーレイ効果があり得ることである。上に定
義されたような最大強度の投影の場合では、増加した密度の２つの（２）別々の範囲が、
ほぼ同じビュー線ｖ上の異なるｚ位置にある場合を考える。図３Ａは、増加した密度の２
つの別々の範囲３５３および３５５を有する検体３５６を示す。この投影では、それらは
１つとして、おそらくはより大きな斑点として現れよう。すなわち、１つのビュー方向（
ｖ１）３５８について、２つの別々の範囲３５３および３５５が、図３Ｂに示された投影
イメージ（投影１）中の同じ斑点に投影される可能性がある。
【００９５】
　本発明の一実施形態では、この曖昧さは、投影を動的にするによって解決することがで
きる。固定されたビュー方向ｖを選ぶ代わりに、動的ビュー方向を使用してもよい。代替
のビュー方向（ｖ２）３６０を使用して、２つの別々の範囲３５３および３５５は、異な
る斑点を投影イメージに投影し、２つの目的の範囲があることを明らかにする。図３Ｃは
、第２のビュー方向（ｖ２）３６０について、２つの別々の範囲３５３および３５５が、
生成２－Ｄ投影イメージ（投影２）中の異なる斑点に投影されることがあることを示す。
【００９６】
　本発明の代替的な一実施形態では、異なる動的関数を使用して、動的投影ビュー方向を
生成することができる。上述の入力データの非等方性を考えれば、最も役立つ動的関数は
、ｚ方向を取り巻く連続周期関数である。２つの非限定的な動的関数の例としては、以下
が挙げられる。
【００９７】
　ｖ（ｔ）＝正規化（ｚ＋Ａ　ｓｉｎ（ωｔ）ｘ）・・・式１
【００９８】
　ｖ（ｔ）＝正規化（ｚ＋Ａ　ｓｉｎ（ωｔ）ｘ＋Ａ　ｃｏｓ（ωｔ）ｙ）・・・式２
【００９９】
　ここで、正規化（ｖ）＝ｖ／｜ｖ｜、ｔ：時間、ω＝２πｆ、ｆ：動的挙動の振動数、
およびＡ：動的挙動の振幅、例えばＡ＝０．０５である。
【０１００】
　本発明の他の実施形態では、異なる代替の動的関数を使用して、動的投影ビュー方向を
生成してもよい。本発明の一実施形態では、角度を線形的に変えることができる線形関数
を使用してもよい。本発明の代替的な一実施形態では、ｚ方向を選んでもよく、ｘ方向と
ｙ方向のどちらかを増やしてもよい。図６は、式２に従って、ビュー方向ｖの動的変動を
図説する。時間ｔ１およびｔ２における２つの異なる点Ｖｔ１６６６およびＶｔ２６６８
でのビュー方向、ならびに相当する投影平面である投影平面（ｔ１）６７０および投影平
面（ｔ２）６７２を示す。時間と共に、主な取得方向ｚｌ３０を取り巻いて、ビュー方向
ｖを変えることができる。
【０１０１】
　本発明の別の実施形態では、ビュー方向は、ユーザによって決定されてもよい。本発明
の別の代替の実施形態では、ビュー方向は、マウスなどの適切な入力デバイスを用いてユ
ーザによって決定されてもよい。本発明の一実施形態では、開始時間ｔ１での（ｍｘ１，
ｍｙ１）をマウス（または適切な入力デバイス）の位置とする。次いで、開始時間が、マ
ウスのクリック（または適切な入力デバイス）によって規定されてもよい。本発明の代替
的な一実施形態では、開始時間は、マウス（もしくは適切な入力デバイス）を用いてある
ウィンドウに入っているユーザによって、または他のグラフィカルなもしくはグラフィカ
ルでない基準によって、引き起こされてもよい。
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【０１０２】
　ユーザがマウスを動かしている場合は、（ｍｘ２，ｍｙ２）を時間ｔ２でのマウス（ま
たは適切な入力デバイス）の位置とする。ｓ幅およびｓ高さをスクリーンの幅および高さ
とする。
【０１０３】
　次いで、ｖ（ｔ２）＝正規化（ｚ＋２Ａｘ（ｍｘ２－ｍｘ１）／ｓ幅＋２Ａｙ（ｍｙ２

－ｍｙ１）／Ｓ高さ）を、時間ｔ２で双方向に制御されたビュー方向とすることができる
。当業者は、方向を見るためのマウスの座標から得られる代替のマッピングを使用しても
よいことを理解されよう。本発明の様々な実施形態では、代替の入力の方法またはデバイ
スを使用してもよく、そのようなものとして、スライダ、トラックボール、ヘッド・トラ
ッキング・デバイスやアイ・トラッキング・デバイスが挙げられる。
【０１０４】
　上記の投影は、最大強度の投影である。本発明の様々な他の実施形態では、他の投影関
数を使用してもよく、そのようなものとして、発光吸収モデルや最小強度の投影が挙げら
れる。上記の投影は、正投影に等価であり、その際に、３－Ｄオブジェクトは、平行投影
を通じて二次元で表され、投影線は全て、投影平面と直交する。当業者は、透視投影を含
む代替の投影を使用してもよいことを理解されよう。
【０１０５】
　本発明の一実施形態では、複数のビュー方向で結果として得られる投影イメージを比較
することによって、最適なビュー方向を選択してもよい。本発明の一実施形態では、最適
なビュー方向を決定するために使用される基準を、観察されていない閉塞を識別するビュ
ー方向としてもよい。本発明の代替的な一実施形態では、最適なビュー方向を決定するた
めに使用される基準を、最初の投影イメージの可視明瞭性を改善するビュー方向としても
よい。本発明の別の代替の実施形態では、最適なビュー方向を決定するために使用される
基準を、最初の投影されたイメージと比べて、改善された投影イメージの可視明瞭性を改
善するビュー方向としてもよい。本発明の異なる一実施形態では、最適なビュー方向を決
定するために使用される基準を、閉塞の識別の可視明瞭性を改善するビュー方向としても
よい。本発明の別の異なる実施形態では、最適なビュー方向を決定するために使用される
基準を、直接的な比較を使用して閉塞を識別するビュー方向としてもよい。本発明の別の
実施形態では、最適なビュー方向を決定するために使用される基準を、最初の投影イメー
ジの直接的な比較明瞭性を改善するビュー方向としてもよい。本発明の一実施形態では、
最適なビュー方向を決定するために使用される基準は、最初の投影されたイメージと比べ
て、改善された投影イメージの直接的な比較明瞭性を改善するビュー方向としてもよい。
本発明の別の実施形態では、最適なビュー方向を決定するために使用される基準を、閉塞
の識別の直接的な比較明瞭性を改善するビュー方向としてもよい。
【０１０６】
　ＤＢＴにおける体積イメージは、ｘｙ解像度が例えば標準的なＣＴスキャンよりも１桁
大きいように、極めて大きなデータ・セットである。そのような大きなイメージを双方向
のスピードでレンダリングするために、１つまたは複数のグラフィックス・プロセッシン
グ・ユニット（ＧＰＵ）を利用してもよい。典型的なＤＢＴイメージでは、体積イメージ
のボクセルのサブセットのみが組織を含み、一方、他のボクセルは、診断に関係のないバ
ックグラウンド・ピクセルである。本発明の一実施形態では、閾値分割を使用することに
よって、これらのバックグラウンド・ピクセルを識別してもよい。図４は、どのようにし
て取得体積のサブセットのみが検体４６２によってカバーされ、一方で、他の範囲（線影
）４６４がバックグラウンド・ピクセルのみを含むかを示す。これらのバックグラウンド
・ピクセルを、閾値分割を使用して識別してもよい。図５は、体積をさらに小体積に分割
してもよいことを示す。本発明の一実施形態では、八分木の分解スキームを、この細分割
に使用してもよい。本発明の別の実施形態では、バイナリ空間分割（ＢＳＰ）スキームを
、細分割に使用してもよい。当業者は、他の細分割スキームを使用してもよいことを認識
することになろう。バックグラウンドボクセル（図４および図５に線影として示されてい
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る）４６４のみを含む小体積を、レンダリング・プロセスの間スキップしてもよい。バッ
クグラウンドボクセルと組織ボクセルとの両方を含む小体積４６３は、検体４６２または
バックグラウンド４６４を含む構成された最小のサイズに到達できるまで、さらに細分割
することができる。本発明の一実施形態では、ブリッキングを使用して、バックグラウン
ドのみではないそれらの小体積のみを表示することができる。
【０１０７】
　本発明の一実施形態では、動的投影イメージの効果的な使用のため、ユーザにとって自
然に見える滑らかなレンダリングを可能にするために、十分に高いフレーム・レートが必
要である。これは、ＧＰＵハードウェアをブリッキング手法と組み合わせて使用すること
によって、多くの場合に達成することができる。
【０１０８】
　本発明の代替的な一実施形態では、周期的な動的ビュー方向関数を使用してもよく、１
周期全体（１／ｆ）をカバーする一連の投影を予めレンダリングし、次いで、ループで再
生させてもよい。クライアント・サーバ可視化システムの場合、予めレンダリングされた
イメージを、サーバ側で計算して、クライアント側でキャッシュしてもよく、それによっ
て、帯域幅の最適な使用が可能となり、遅いネットワーク上でも滑らかに再生することが
可能になる。
【０１０９】
　放射線医学的な診断では、以前のイメージとの比較は、変化、例えば腫瘍成長を検出す
るのに適切である。本発明の一実施形態では、現時点のイメージの投影およびその相当す
る以前のイメージは、並べて表示され使用されて、腫瘍の特質の変化を決定してもよい。
比較には、裸眼によるユーザの可視的な比較が含まれていてもよい。また、比較は、直接
的な比較プログラムによって実行することができる。本発明の様々な実施形態では、ユー
ザは、現時点および以前の両方のイメージについて同じ動的ビュー方向関数を選ぶことが
でき、それによって直接的な比較が可能になる。
【０１１０】
　本発明の別の態様は、体積イメージの投影表示を従来の２Ｄマンモグラムまたは他のＸ
線もしくは放射線医学のイメージと組み合わせることであり、それは、利用可能なコンピ
ュータ・スクリーンを仮想ビューポートに分割し、１つまたは複数の投影イメージを表示
するための１つまたは複数の仮想ビューポート、および他の放射線医学的イメージを表示
するための１つまたは複数の仮想ビューポートを使用することによって行われる。
【０１１１】
　体積イメージから生成された１つまたは複数の最適な投影イメージを表示するための方
法であって、体積イメージを受信すること；複数のビュー方向を使用して体積イメージの
複数の投影イメージを計算することであって、ここで、複数の投影イメージのうち少なく
とも最初の投影イメージは、第１のビュー方向を使用して計算され、複数のビュー方向の
うち第２のビュー方向は、第１のビュー方向とは等しくないこと；複数の投影イメージを
時間的に比較すること、構造的に比較すること、および動的に比較することのうち１つま
たは複数を行って、１つまたは複数の最適な投影イメージ決定すること；および最適な投
影イメージを表示することを含む方法。
【０１１２】
　体積イメージから生成された１つまたは複数の最適な投影イメージを識別するための方
法であって、体積イメージを受信すること；複数のビュー方向を使用して体積イメージの
複数の投影イメージを計算することであって、ここで、複数の投影イメージのうち少なく
とも最初の投影イメージは、第１のビュー方向を使用して計算され、複数のビュー方向の
うち第２のビュー方向は、第１のビュー方向とは等しくないこと；および複数の投影イメ
ージを時間的に比較すること、構造的に比較すること、および動的に比較することのうち
１つまたは複数を行って、１つまたは複数の最適な投影イメージを決定することを含む方
法。
【０１１３】
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　体積イメージから生成された１つまたは複数の最適な投影イメージを識別するための方
法であって、体積イメージを受信すること；複数のビュー方向を使用して体積イメージの
複数の投影イメージを計算することであって、ここで、複数の投影イメージのうち少なく
とも最初の投影イメージは、第１のビュー方向を使用して計算され、複数のビュー方向の
うち第２のビュー方向は、第１のビュー方向とは等しくないこと；および複数の投影イメ
ージを時間的に比較すること、構造的に比較すること、および動的に比較することのうち
１つまたは複数を行って、１つまたは複数の最適な投影イメージを決定することであって
、最適なビュー方向が、観察されていない閉塞を識別するビュー方向、第１の投影イメー
ジの可視明瞭性を改善するビュー方向、第２の投影イメージの可視明瞭性を改善するビュ
ー方向、閉塞の識別の可視明瞭性を改善するビュー方向、直接的な比較を使用して閉塞を
識別するビュー方向、第１の投影イメージの区分された強度値を増加させるビュー方向、
第２の投影イメージの区分された強度値を増加させるビュー方向、第１の投影イメージの
直接的な比較明瞭性を改善するビュー方向、第２の投影イメージの直接的な比較明瞭性を
改善するビュー方向、および閉塞の識別の直接的な比較明瞭性を改善するビュー方向から
なる群から選択されることを含む方法。
【０１１４】
　体積イメージから１つまたは複数の最適な投影イメージを決定するための方法であって
、体積イメージを受信すること；複数のビュー方向を使用して、体積イメージに基づき複
数の投影イメージを計算すること；複数の投影イメージを時間的に比較すること、構造的
に比較すること、および動的に比較することのうち１つまたは複数を行って、１つまたは
複数の最適なビュー方向を決定すること；および最適なビュー方向を複数の投影イメージ
のうち１つまたは複数の投影イメージと関連付けて、１つまたは複数の最適な投影イメー
ジを決定することを含む方法。
【０１１５】
　体積イメージから１つまたは複数の最適な投影イメージを決定するための方法であって
、体積イメージを受信すること；複数のビュー方向を使用して、体積イメージに基づき複
数の投影イメージを計算すること；複数の投影イメージを時間的に比較すること、構造的
に比較すること、および動的に比較することのうち１つまたは複数を行って、１つまたは
複数の最適なビュー方向を決定すること；および最適なビュー方向を複数の投影イメージ
のうち１つまたは複数の投影イメージと関連付けて、１つまたは複数の最適な投影イメー
ジを決定することであって、最適なビュー方向が、観察されていない閉塞を識別するビュ
ー方向、第１の投影イメージの可視明瞭性を改善するビュー方向、第２の投影イメージの
可視明瞭性を改善するビュー方向、閉塞の識別の可視明瞭性を改善するビュー方向、直接
的な比較を使用して閉塞を識別するビュー方向、第１の投影イメージの直接的な比較明瞭
性を改善するビュー方向、第２の投影イメージの直接的な比較明瞭性を改善するビュー方
向、および閉塞の識別の直接的な比較明瞭性を改善するビュー方向からなる群から選択さ
れることを含む方法。
【０１１６】
　体積イメージから１つまたは複数の最適な投影イメージを決定するための方法であって
、体積イメージを受信すること；複数のビュー方向を使用して、体積イメージに基づき複
数の投影イメージを計算すること；複数の投影イメージを時間的に比較すること、構造的
に比較すること、および動的に比較することのうち１つまたは複数を行って、１つまたは
複数の最適なビュー方向を決定すること；および最適なビュー方向を複数の投影イメージ
のうち１つまたは複数の投影イメージと関連付けて、１つまたは複数の最適な投影イメー
ジを決定することであって、複数の投影イメージが、３Ｄイメージであることを含む方法
。
【０１１７】
　体積イメージから１つまたは複数の最適な投影イメージを決定するための方法であって
、体積イメージを受信すること；複数のビュー方向を使用して、体積イメージに基づき複
数の投影イメージを計算すること；複数の投影イメージを時間的に比較すること、構造的
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に比較すること、および動的に比較することのうち１つまたは複数を行って、１つまたは
複数の最適なビュー方向を決定すること；および最適なビュー方向を複数の投影イメージ
のうち１つまたは複数の投影イメージと関連付けて、１つまたは複数の最適な投影イメー
ジを決定することであって、複数の投影イメージが、２Ｄイメージであることを含む方法
。
【０１１８】
　体積イメージから１つまたは複数の最適な投影イメージを決定するための方法であって
、体積イメージを受信すること；複数のビュー方向を使用して、体積イメージに基づき複
数の投影イメージを計算すること；複数の投影イメージを時間的に比較すること、構造的
に比較すること、および動的に比較することのうち１つまたは複数を行って、１つまたは
複数の最適なビュー方向を決定すること；および最適なビュー方向を複数の投影イメージ
のうち１つまたは複数の投影イメージと関連付けて、１つまたは複数の最適な投影イメー
ジを決定することであって、複数のビュー方向のうち少なくとも１つが、周期的連続数学
関数を使用して決定されることを含む方法。
【０１１９】
　体積イメージから１つまたは複数の最適な投影イメージを決定するための方法であって
、体積イメージを受信すること；複数のビュー方向を使用して、体積イメージに基づき複
数の投影イメージを計算すること；複数の投影イメージを時間的に比較すること、構造的
に比較すること、および動的に比較することのうち１つまたは複数を行って、１つまたは
複数の最適なビュー方向を決定すること；および最適なビュー方向を複数の投影イメージ
のうち１つまたは複数の投影イメージと関連付けて、１つまたは複数の最適な投影イメー
ジを決定することであって、複数のビュー方向のうち少なくとも１つが、周期的連続数学
関数を使用して決定され、複数の投影イメージが、周期的連続数学関数の１周期にわたる
一連の投影イメージであることを含む方法。
【０１２０】
　体積イメージから１つまたは複数の最適な投影イメージを決定するための方法であって
、体積イメージを受信すること；複数のビュー方向を使用して、体積イメージに基づき複
数の投影イメージを計算すること；複数の投影イメージを時間的に比較すること、構造的
に比較すること、および動的に比較することのうち１つまたは複数を行って、１つまたは
複数の最適なビュー方向を決定すること；および最適なビュー方向を複数の投影イメージ
のうち１つまたは複数の投影イメージと関連付けて、１つまたは複数の最適な投影イメー
ジを決定することであって、複数のビュー方向のうち少なくとも１つが、周期的連続数学
関数を使用して決定され、複数の投影イメージが、周期的連続数学関数の１周期にわたる
一連の投影イメージであることを含み、一連の投影イメージをレンダリングすることおよ
びキャッシュすることをさらに含む方法。
【０１２１】
　体積イメージから１つまたは複数の最適な投影イメージを決定するための方法であって
、体積イメージを受信すること；複数のビュー方向を使用して、体積イメージに基づき複
数の投影イメージを計算すること；複数の投影イメージを時間的に比較すること、構造的
に比較すること、および動的に比較することのうち１つまたは複数を行って、１つまたは
複数の最適なビュー方向を決定すること；および最適なビュー方向を複数の投影イメージ
のうち１つまたは複数の投影イメージと関連付けて、１つまたは複数の最適な投影イメー
ジを決定することであって、複数のビュー方向のうち少なくとも１つが、周期的連続数学
関数を使用して決定され、複数の投影イメージが、周期的連続数学関数の１周期にわたる
一連の投影イメージであることを含み、一連の投影イメージをレンダリングすることおよ
びキャッシュすることをさらに含み、レンダリングおよびキャッシュされた一連の投影が
、１回または複数回再生される、方法。
【０１２２】
　体積イメージから１つまたは複数の最適な投影イメージを決定するための方法であって
、体積イメージを受信すること；複数のビュー方向を使用して、体積イメージに基づき複
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数の投影イメージを計算すること；複数の投影イメージを時間的に比較すること、構造的
に比較すること、および動的に比較することのうち１つまたは複数を行って、１つまたは
複数の最適なビュー方向を決定すること；および最適なビュー方向を複数の投影イメージ
のうち１つまたは複数の投影イメージと関連付けて、１つまたは複数の最適な投影イメー
ジを決定することであって、複数のビュー方向のうち少なくとも１つが、周期的連続数学
関数を使用して決定され、複数の投影イメージが、周期的連続数学関数の１周期にわたる
一連の投影イメージであることを含み、一連の投影イメージをレンダリングすることおよ
びキャッシュすることをさらに含み、レンダリングが、サーバ上で行われ、キャッシュお
よび再生の一方または両方が、クライアント・コンピュータ上で行われる、方法。
【０１２３】
　体積イメージから１つまたは複数の最適な投影イメージを決定するための方法であって
、体積イメージを受信すること；複数のビュー方向を使用して、体積イメージに基づき複
数の投影イメージを計算すること；複数の投影イメージを時間的に比較すること、構造的
に比較すること、および動的に比較することのうち１つまたは複数を行って、１つまたは
複数の最適なビュー方向を決定すること；および最適なビュー方向を複数の投影イメージ
のうち１つまたは複数の投影イメージと関連付けて、１つまたは複数の最適な投影イメー
ジを決定することであって、グラフィックス・プロセッシング・ユニットを使用して、複
数の投影イメージのうち１つまたは複数が計算される、方法。
【０１２４】
　体積イメージから１つまたは複数の最適な投影イメージを決定するための方法であって
、体積イメージを受信すること；複数のビュー方向を使用して、体積イメージに基づき複
数の投影イメージを計算すること；複数の投影イメージを時間的に比較すること、構造的
に比較すること、および動的に比較することのうち１つまたは複数を行って、１つまたは
複数の最適なビュー方向を決定すること；および最適なビュー方向を複数の投影イメージ
のうち１つまたは複数の投影イメージと関連付けて、１つまたは複数の最適な投影イメー
ジを決定することであって、グラフィックス・プロセッシング・ユニットを使用して、複
数の投影イメージのうち１つまたは複数が計算され、ブリッキングを使用して、複数の投
影イメージのうち１つまたは複数の計算が加速されることを含む方法。
【０１２５】
　体積イメージから１つまたは複数の最適な投影イメージを決定するための方法であって
、体積イメージを受信すること；複数のビュー方向を使用して、体積イメージに基づき複
数の投影イメージを計算すること；複数の投影イメージを時間的に比較すること、構造的
に比較すること、および動的に比較することのうち１つまたは複数を行って、１つまたは
複数の最適なビュー方向を決定すること；および最適なビュー方向を複数の投影イメージ
のうち１つまたは複数の投影イメージと関連付けて、１つまたは複数の最適な投影イメー
ジを決定することであって、複数のビュー方向のうち１つまたは複数が、ユーザ入力に基
づくことを含む方法。
【０１２６】
　体積イメージから１つまたは複数の最適な投影イメージを決定するための方法であって
、体積イメージを受信すること；複数のビュー方向を使用して、体積イメージに基づき複
数の投影イメージを計算すること；複数の投影イメージを時間的に比較すること、構造的
に比較すること、および動的に比較することのうち１つまたは複数を行って、１つまたは
複数の最適なビュー方向を決定すること；および最適なビュー方向を複数の投影イメージ
のうち１つまたは複数の投影イメージと関連付けて、１つまたは複数の最適な投影イメー
ジを決定することを含み、複数の投影イメージを可視的に比較することをさらに含む方法
。
【０１２７】
　体積イメージの第１の投影イメージおよび第２の投影イメージを表示するシステムであ
って、第１のビュー方向を使用して体積イメージの第１の投影イメージを計算すること；
第２のビュー方向を使用して体積イメージの第２の投影イメージを計算することであって
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、第１のビュー方向が、第２のビュー方向とは等しくないこと；および第１の投影イメー
ジおよび第２の投影イメージを表示することを含むシステム。
【０１２８】
　体積イメージの第１の投影イメージおよび第２の投影イメージを表示するシステムであ
って、第１のビュー方向を使用して体積イメージの第１の投影イメージを計算すること；
第２のビュー方向を使用して体積イメージの第２の投影イメージを計算することであって
、第１のビュー方向が、第２のビュー方向とは等しくないこと；および第１の投影イメー
ジおよび第２の投影イメージを表示することを含み、第３のビュー方向を使用して第３の
投影イメージを計算すること；第１の投影イメージおよび第２の投影イメージの一方また
は両方を第３の投影イメージと共に表示することをさらに含むシステム。
【０１２９】
　体積イメージの第１の投影イメージおよび第２の投影イメージを表示するシステムであ
って、第１のビュー方向を使用して体積イメージの第１の投影イメージを計算すること；
第２のビュー方向を使用して体積イメージの第２の投影イメージを計算することであって
、第１のビュー方向が、第２のビュー方向とは等しくないこと；および第１の投影イメー
ジおよび第２の投影イメージを表示することを含み、第３のビュー方向を使用して第３の
投影イメージを計算すること；第１の投影イメージおよび第２の投影イメージの一方また
は両方を第３の投影イメージと共に表示することであって、周期的連続数学関数を使用し
て第２のビュー方向および第３のビュー方向の一方または両方が決定されることをさらに
含むシステム。
【０１３０】
　体積イメージの第１の投影イメージおよび第２の投影イメージを比較するシステムであ
って、第１のビュー方向を使用して、体積イメージの第１の投影イメージを計算すること
；第２のビュー方向を使用して体積イメージの第２の投影イメージを計算すること；およ
び第１の投影イメージと第２の投影イメージとを時間的に比較すること、構造的に比較す
ること、および動的に比較することのうち１つまたは複数を含むシステム。
【０１３１】
　体積イメージの第１の投影イメージおよび第２の投影イメージを比較するシステムであ
って、第１のビュー方向を使用して、体積イメージの第１の投影イメージを計算すること
；第２のビュー方向を使用して体積イメージの第２の投影イメージを計算すること；およ
び第１の投影イメージと第２の投影イメージとを時間的に比較すること、構造的に比較す
ること、および動的に比較することのうち１つまたは複数を含み、第３のビュー方向を使
用して第３の投影イメージを計算すること；および第１の投影イメージおよび第２の投影
イメージの一方または両方を第３の投影イメージと比較することをさらに含む方法。
【０１３２】
　体積イメージの第１の投影イメージおよび第２の投影イメージを比較するシステムであ
って、第１のビュー方向を使用して、体積イメージの第１の投影イメージを計算すること
；第２のビュー方向を使用して体積イメージの第２の投影イメージを計算すること；およ
び第１の投影イメージと第２の投影イメージとを時間的に比較すること、構造的に比較す
ること、および動的に比較することのうち１つまたは複数を含み、第３のビュー方向を使
用して第３の投影イメージを計算すること；および第１の投影イメージおよび第２の投影
イメージの一方または両方を第３の投影イメージと比較することであって、第２のビュー
方向および第３のビュー方向の一方または両方が、周期的連続数学関数を使用して決定さ
れることをさらに含む方法。
【０１３３】
　投影イメージ中のオブジェクトを識別するための方法であって、組織の三次元体積イメ
ージを受信すること；複数のビュー方向を使用して、組織の三次元体積イメージの複数の
投影イメージを計算すること；複数の投影イメージを時間的に比較すること、構造的に比
較すること、および動的に比較することのうち１つまたは複数；および複数の投影イメー
ジから選択される１つまたは複数の投影イメージのうち１つまたは複数には存在しない複
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数の投影イメージから選択される投影イメージに存在する、オブジェクトを識別すること
を含む方法。
【０１３４】
　投影イメージ中のオブジェクトを識別するための方法であって、組織の三次元体積イメ
ージを受信すること；複数のビュー方向を使用して、組織の三次元体積イメージの複数の
投影イメージを計算すること；複数の投影イメージを時間的に比較すること、構造的に比
較すること、および動的に比較することのうち１つまたは複数；および複数の投影イメー
ジから選択される１つまたは複数の投影イメージのうち１つまたは複数には存在しない複
数の投影イメージから選択される投影イメージに存在する、オブジェクトを識別すること
であって、複数のビュー方向のうち少なくとも１つが、周期的連続数学関数を使用して決
定されることを含む方法。
【０１３５】
　投影イメージ中のオブジェクトを識別するための方法であって、組織の三次元体積イメ
ージを受信すること；複数のビュー方向を使用して、組織の三次元体積イメージの複数の
投影イメージを計算すること；複数の投影イメージを時間的に比較すること、構造的に比
較すること、および動的に比較することのうち１つまたは複数；および複数の投影イメー
ジから選択される１つまたは複数の投影イメージのうち１つまたは複数には存在しない複
数の投影イメージから選択される投影イメージに存在する、オブジェクトを識別すること
であって、複数のビュー方向のうち少なくとも１つが、周期的連続数学関数を使用して決
定され、複数の投影イメージが、周期的連続数学関数の１周期たる一連の投影イメージで
あることを含む方法。
【０１３６】
　投影イメージ中のオブジェクトを識別するための方法であって、組織の三次元体積イメ
ージを受信すること；複数のビュー方向を使用して、組織の三次元体積イメージの複数の
投影イメージを計算すること；複数の投影イメージを時間的に比較すること、構造的に比
較すること、および動的に比較することのうち１つまたは複数；および複数の投影イメー
ジから選択される１つまたは複数の投影イメージのうち１つまたは複数には存在しない複
数の投影イメージから選択される投影イメージに存在する、オブジェクトを識別すること
であって、複数のビュー方向のうち少なくとも１つが、周期的連続数学関数を使用して決
定され、複数の投影イメージが、周期的連続数学関数の１周期たる一連の投影イメージで
あることを含み、一連の投影イメージをレンダリングすることおよびキャッシュすること
をさらに含む方法。
【０１３７】
　投影イメージ中のオブジェクトを識別するための方法であって、組織の三次元体積イメ
ージを受信すること；複数のビュー方向を使用して、組織の三次元体積イメージの複数の
投影イメージを計算すること；複数の投影イメージを時間的に比較すること、構造的に比
較すること、および動的に比較することのうち１つまたは複数；および複数の投影イメー
ジから選択される１つまたは複数の投影イメージのうち１つまたは複数には存在しない複
数の投影イメージから選択される投影イメージに存在する、オブジェクトを識別すること
であって、複数のビュー方向のうち少なくとも１つが、周期的連続数学関数を使用して決
定され、複数の投影イメージが、周期的連続数学関数の１周期たる一連の投影イメージで
あることを含み、一連の投影イメージをレンダリングすることおよびキャッシュすること
であって、レンダリングおよびキャッシュされた投影イメージが、１回または複数回再生
されることをさらに含む方法。
【０１３８】
　投影イメージ中のオブジェクトを識別するための方法であって、組織の三次元体積イメ
ージを受信すること；複数のビュー方向を使用して、組織の三次元体積イメージの複数の
投影イメージを計算すること；複数の投影イメージを時間的に比較すること、構造的に比
較すること、および動的に比較することのうち１つまたは複数；および複数の投影イメー
ジから選択される１つまたは複数の投影イメージのうち１つまたは複数には存在しない複
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数の投影イメージから選択される投影イメージに存在する、オブジェクトを識別すること
であって、複数のビュー方向のうち少なくとも１つが、周期的連続数学関数を使用して決
定され、複数の投影イメージが、周期的連続数学関数の１周期たる一連の投影イメージで
あることを含み、一連の投影イメージをレンダリングすることおよびキャッシュすること
であって、レンダリングがサーバ上で行われることをさらに含む方法。
【０１３９】
　投影イメージ中のオブジェクトを識別するための方法であって、組織の三次元体積イメ
ージを受信すること；複数のビュー方向を使用して、組織の三次元体積イメージの複数の
投影イメージを計算すること；複数の投影イメージを時間的に比較すること、構造的に比
較すること、および動的に比較することのうち１つまたは複数；および複数の投影イメー
ジから選択される１つまたは複数の投影イメージのうち１つまたは複数には存在しない複
数の投影イメージから選択される投影イメージに存在する、オブジェクトを識別すること
であって、複数のビュー方向のうち少なくとも１つが、周期的連続数学関数を使用して決
定され、複数の投影イメージが、周期的連続数学関数の１周期たる一連の投影イメージで
あることを含み、一連の投影イメージをレンダリングすることおよびキャッシュすること
であって、キャッシュは、クライアント・コンピュータ上で行われることをさらに含む方
法。
【０１４０】
　投影イメージ中のオブジェクトを識別するための方法であって、組織の三次元体積イメ
ージを受信すること；複数のビュー方向を使用して、組織の三次元体積イメージの複数の
投影イメージを計算すること；複数の投影イメージを時間的に比較すること、構造的に比
較すること、および動的に比較することのうち１つまたは複数；および複数の投影イメー
ジから選択される１つまたは複数の投影イメージのうち１つまたは複数には存在しない複
数の投影イメージから選択される投影イメージに存在する、オブジェクトを識別すること
であって、複数のビュー方向のうち少なくとも１つが、周期的連続数学関数を使用して決
定され、複数の投影イメージが、周期的連続数学関数の１周期たる一連の投影イメージで
あることを更に含み、一連の投影イメージをレンダリングすることおよびキャッシュする
ことであって、レンダリングが、サーバ上で行われ、再生が、クライアント・コンピュー
タ上で行われることをさらに含む方法。
【０１４１】
　投影イメージ中のオブジェクトを識別するための方法であって、組織の三次元体積イメ
ージを受信すること；複数のビュー方向を使用して、組織の三次元体積イメージの複数の
投影イメージを計算すること；複数の投影イメージを時間的に比較すること、構造的に比
較すること、および動的に比較することのうち１つまたは複数；および複数の投影イメー
ジから選択される１つまたは複数の投影イメージのうち１つまたは複数には存在しない複
数の投影イメージから選択される投影イメージに存在する、オブジェクトを識別すること
であって、複数のビュー方向のうち少なくとも１つが、周期的連続数学関数を使用して決
定され、グラフィックス・プロセッシング・ユニットを使用して、複数の投影イメージの
うち１つまたは複数が計算されることを含む方法。
【０１４２】
　投影イメージ中のオブジェクトを識別するための方法であって、組織の三次元体積イメ
ージを受信すること；複数のビュー方向を使用して、組織の三次元体積イメージの複数の
投影イメージを計算すること；複数の投影イメージを時間的に比較すること、構造的に比
較すること、および動的に比較することのうち１つまたは複数；および複数の投影イメー
ジから選択される１つまたは複数の投影イメージのうち１つまたは複数には存在しない複
数の投影イメージから選択される投影イメージに存在する、オブジェクトを識別すること
であって、複数のビュー方向のうち少なくとも１つが、周期的連続数学関数を使用して決
定され、グラフィックス・プロセッシング・ユニットを使用して、複数の投影イメージの
うち１つまたは複数が計算され、ブリッキングを使用して、複数の投影イメージのうち１
つまたは複数の計算が加速されることを含む方法。
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【０１４３】
　最適な投影イメージを識別するための方法であって、体積イメージを受信すること；複
数のビュー方向を使用して、体積イメージに基づき複数の投影イメージ計算すること；お
よび複数の投影イメージを比較して、最適な投影イメージに相当する最適なビュー方向を
決定することを含む方法。.
【０１４４】
　最適な投影イメージを識別するための方法であって、体積イメージを受信すること；複
数のビュー方向を使用して、体積イメージに基づき複数の投影イメージ計算すること；お
よび複数の投影イメージを比較して、最適な投影イメージに相当する最適なビュー方向を
決定することであって、最適なビュー方向が、観察されていない閉塞を識別するビュー方
向、第１の投影イメージの可視明瞭性を改善するビュー方向、第２の投影イメージの可視
明瞭性を改善するビュー方向、閉塞の識別の可視明瞭性を改善するビュー方向、直接的な
比較を使用して閉塞を識別するビュー方向、第１の投影イメージの直接的な比較明瞭性を
改善するビュー方向、第２の投影イメージの直接的な比較明瞭性を改善するビュー方向、
および閉塞の識別の直接的な比較明瞭性を改善するビュー方向からなる群から選択される
ことを含む方法。
【０１４５】
　複数の投影イメージを表示するための方法であって、体積イメージを受信すること；複
数のビュー方向を使用して、体積イメージに基づき複数の投影イメージを計算すること；
および複数の投影イメージを表示することを含む方法。
【０１４６】
　第１の投影イメージと第２の投影イメージとを比較する方法であって、体積イメージを
受信すること；第１のビュー方向を使用して、体積イメージに基づき第１の投影イメージ
を計算すること；第２のビュー方向を使用して、体積イメージに基づき第２の投影イメー
ジ計算することであって、第１のビュー方向が、第２のビュー方向に等しくないこと；お
よび第１の投影イメージと第２の投影イメージとを時間的に比較すること、構造的に比較
すること、および動的に比較することのうち１つまたは複数を含む方法。
【０１４７】
　第１の投影イメージと第２の投影イメージとを比較する方法であって、体積イメージを
受信すること；第１のビュー方向を使用して、体積イメージに基づき第１の投影イメージ
を計算すること；第２のビュー方向を使用して、体積イメージに基づき第２の投影イメー
ジ計算することであって、第１のビュー方向が、第２のビュー方向に等しくないこと；お
よび第１の投影イメージと第２の投影イメージとを時間的に比較すること、構造的に比較
すること、および動的に比較することのうち１つまたは複数を含み、閉塞を可視的に識別
すること；第１の投影イメージの可視明瞭性を改善すること；第２の投影イメージの可視
明瞭性を改善すること；閉塞の識別の可視明瞭性を改善すること；直接的な比較を使用し
て閉塞を識別すること；第１の投影イメージの直接的な比較明瞭性を改善すること；第２
の投影イメージの直接的な比較明瞭性を改善すること；および閉塞の識別の直接的な比較
明瞭性を改善することからなる群から選択される１つまたは複数をさらに含む方法。
【０１４８】
　１つまたは複数の妨げのない投影イメージを表示するための方法であって、体積イメー
ジを受信すること；複数のビュー方向を使用して、体積イメージに基づき複数の投影イメ
ージを計算することであって、複数の投影イメージのうち少なくとも第１の投影イメージ
は、第１のビュー方向を使用して計算され、複数の投影イメージのうち少なくとも第２の
投影イメージは、第２のビュー方向を使用して計算され、第１のビュー方向が、第２のビ
ュー方向に等しくないこと；第１の投影イメージと第２の投影イメージとを時間的に比較
すること、構造的に比較すること、および動的に比較することのうち１つまたは複数を行
って、第１の投影イメージおよび第２の投影イメージのうち一方または両方が妨げのない
ものであるか否かを決定すること；および第１の投影イメージおよび第２の投影イメージ
の一方または両方を比較に基づき表示することを含む方法。
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【０１４９】
　胸部の妨げのない１つの投影イメージを表示するための方法であって、胸部の体積イメ
ージを受信すること；第１のビュー方向を使用し、体積イメージに基づき胸部の第１の投
影イメージを、第２のビュー方向を使用し、体積イメージに基づき胸部の第２の投影イメ
ージを計算することであって、第１のビュー方向が、第２のビュー方向に等しくないこと
；胸部の第２の投影イメージを胸部の第１の投影イメージと時間的に比較すること、構造
的に比較すること、動的に比較することのうち１つまたは複数を行って、胸部の第１の投
影イメージおよび胸部の第２の投影イメージの一方または両方が妨げのないものであるか
否かを決定すること；比較に基づいて、胸部の第１の投影イメージおよび胸部の第２の投
影イメージの一方または両方を表示することを含む方法。
【０１５０】
　妨げのない胸部の複数の投影イメージを表示するためのシステムであって、胸部の複数
の体積イメージを受信することであり、複数の投影イメージのうち第１の体積イメージが
、第１の時間に測定され、複数の投影イメージのうち第２の体積イメージが、第２の時間
に測定され、第１の時間が、ある時間間隔で第２の時間とは異なること；第１のビュー方
向を使用して、第１の時間で測定された第１の体積イメージから第１の投影イメージを計
算すること；１つまたは複数のビュー方向を使用して、第１の時間で測定された第１の体
積イメージから１つまたは複数の投影イメージを計算すること；第１の投影イメージと１
つまたは複数の投影イメージとを時間的に比較すること、構造的に比較すること、動的に
比較することのうち１つまたは複数を行って、妨げのないビュー方向を決定することであ
って、第２の投影イメージが、妨げのないビュー方向での１つまたは複数の投影イメージ
に相当すること；妨げのないビュー方向を使用して、第２の時間で測定された第２の体積
イメージから第３の投影イメージを計算すること；および第２の投影イメージおよび第３
の投影イメージを表示することを含む方法。
【０１５１】
　妨げのない胸部の複数の投影イメージを表示するためのシステムであって、胸部の複数
の体積イメージを受信することであり、複数の投影イメージのうち第１の体積イメージが
、第１の時間に測定され、複数の投影イメージのうち第２の体積イメージが、第２の時間
に測定され、第１の時間が、ある時間間隔で第２の時間とは異なること；第１のビュー方
向を使用して、第１の時間で測定された第１の体積イメージから第１の投影イメージを計
算すること；１つまたは複数のビュー方向を使用して、第１の時間で測定された第１の体
積イメージから１つまたは複数の投影イメージを計算すること；第１の投影イメージと１
つまたは複数の投影イメージとを時間的に比較すること、構造的に比較すること、動的に
比較することのうち１つまたは複数を行って、妨げのないビュー方向を決定することであ
って、第２の投影イメージが、妨げのないビュー方向での１つまたは複数の投影イメージ
に相当すること；妨げのないビュー方向を使用して、第２の時間で測定された第２の体積
イメージから第３の投影イメージを計算すること；および第２の投影イメージおよび第３
の投影イメージを表示することを含み、第１のビュー方向を使用して、第２の時間で測定
された第２の体積イメージから第４の投影イメージを計算することをさらに含む方法。
【０１５２】
　組織中の付加的な傷を識別するための方法であって、複数のビュー方向を使用して組織
の複数の投影イメージを計算することであり、第１の投影イメージは、第１のビュー方向
を使用して計算され、第２の投影イメージは、第２のビュー方向を使用して計算されるこ
と；第１の投影イメージおよび第２の投影イメージ表示すること；第１の投影イメージと
第２の投影イメージとを時間的に比較すること、構造的に比較すること、および動的に比
較することのうち１つまたは複数；第２の投影イメージ中で第１の投影イメージとは区別
される強度の高い斑点を可視的に識別することを含む方法。
【０１５３】
　体積イメージの第１の投影イメージおよび第２の投影イメージを表示するシステムであ
って、コマンドに応答して体積イメージを選択するプロセッサと、第１のビュー方向を使



(35) JP 2018-525192 A 2018.9.6

10

20

30

40

50

用して体積イメージの第１の投影イメージを計算することおよび第２のビュー方向を使用
して体積イメージの第２の投影イメージを計算することを含む工程を行うことが可能な１
つまたは複数のデジタル・データ・プロセッサと、第１の投影イメージおよび第２の投影
イメージを表示するグラフィックス資源とを含むシステム。
【０１５４】
　体積イメージの第１の投影イメージと第２の投影イメージとを比較するシステムであっ
て、コマンドに応答して体積イメージを選択するプロセッサと、第１のビュー方向を使用
して体積イメージの第１の投影イメージを計算することおよび第２のビュー方向を使用し
て体積イメージの第２の投影イメージを計算することを含む工程を行うことが可能な１つ
または複数のデジタル・データ・プロセッサと、第１の投影イメージと第２の投影イメー
ジとを比較するグラフィックス資源とを含むシステム。
【０１５５】
　１つまたは複数の妨げのない投影イメージを表示するための方法であって、体積イメー
ジを受信すること；複数のビュー方向を使用して、体積イメージに基づき複数の投影イメ
ージを計算することであって、複数の投影イメージのうち少なくとも第１の投影イメージ
は、第１のビュー方向を使用して計算され、複数の投影イメージのうち少なくとも第２の
投影イメージは、第２のビュー方向を使用して計算され、第１のビュー方向が、第２のビ
ュー方向に等しくないこと；第１の投影イメージと第２の投影イメージとを時間的に比較
すること、構造的に比較すること、および動的に比較することのうち１つまたは複数を行
って、第１の投影イメージおよび第２の投影イメージのうち一方または両方が妨げのない
ものであるか否かを決定すること；および第１の投影イメージおよび第２の投影イメージ
の一方または両方を比較に基づき表示することを含む方法。
【０１５６】
　体積イメージの動的比較を可視化する方法であって、体積イメージを受信すること；最
小のビュー方向と最大のビュー方向との間の複数のビュー方向を使用して、体積イメージ
の複数の投影イメージを計算すること；および複数の投影イメージを示すビデオを表示す
ることであって、ビュー方向が、時間と共に変わることを含む方法。
【０１５７】
　臨床ワークフローには欠かせない一方で、ＰＩＩが必要でなく、ＰＩＩの存在が問題で
さえあるいくつかのシナリオがある。健康データおよびプライバシー全般の法律があるた
めに、ＰＩＩを操作することおよびＰＩＩを他の団体に渡すことは、多くの場合不可能で
あるか、重大な法的なおよび契約上の負担となり、ビジネスリスクとなる可能性がある。
ビジネスリスクは、ＰＩＩを含む医療診断のレポートが「オフショアで」輸送される際に
強まるが、それは、何が妥当なビジネス慣行を構成するかについての解釈が、追加の法域
に委ねられるようになりかねないためである。
【０１５８】
　そのようなシナリオの例としては、科学研究、教育でのプレゼンテーション；ＰＡＣＳ
、イメージング・ワークフロー・ソリューション、ＲＩＳや、類似のコンピュータ・シス
テムなどにおける問題の技術的支援およびトラブルシューティング；ソフトウェア・テス
トのためのテスト・データの生成が挙げられる。
【０１５９】
　ＰＩＩを含まない医療診断のレポートの要件に対処するための１つのアプローチは、イ
メージをデータ匿名化用のシステムに送信することである。このデータ匿名化は、イメー
ジのコピーを作製し、イメージに含まれるメタデータを取り除くか、またはそれらをデフ
ォルト値で置き換える。そのようなデフォルト値は、患者ＩＤ「０００００」またはＡＮ
ＯＮ００１、ＡＮＯＮ００２、・・・などのインクリメント値となろう。このアプローチ
にはいくつかの問題があり、本発明が取り組むものである。第１に、イメージを別のシス
テムに送信して匿名化し、次いでデータをエクスポートすることのワークフローが煩雑で
あることである。
【０１６０】
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　第２に、イメージを個別に匿名化すること、および個別に患者識別子を削除すること、
またはそれらをデフォルト値もしくはランダム値で置き換えることの結果として、同じ患
者に属する多数の調査の間で、任意の関連情報が失われる。多くの場合、例えばデータの
科学的使用の場合に、このことは望ましくない。これは、真性患者の識別子を匿名化され
たものにマッピングした表を格納することによって、対処することが可能になる。このプ
ロセスは、多くの場合、「仮名化」と呼ばれる。仮名化によって、匿名化データを再度識
別することが可能になる。しかし、ＰＩＩの共有が望ましくない場合があることと同じ理
由から、仮名化を通じて匿名化データを再度識別する能力は望ましくない場合がある。本
発明は、ＰＩＩを再度識別する能力を持たずに医療診断のレポートを共有するための代替
の方法を提供する。
【０１６１】
　患者ＩＤを単純なデフォルト値にマッピングする代わりに、本発明は、新規のアプロー
チを使用する。ＳＨＡ－１などの安全ハッシュ・アルゴリズム（ＳＨＡ）を、選択された
メタデータ・フィールドのセットを連結するのに適用する。典型的なメタデータ・フィー
ルドのセットは、
　患者ＩＤ；
　患者名、患者誕生日付、および患者の性別；または
　患者ＩＤ、患者名、患者誕生日付、および患者の性別。
【０１６２】
　語句「安全ハッシュ関数」とは、そのハッシュ値のみからでは入力データを反転できな
い、すなわち再現できない、ハッシュ関数を意味する。安全ハッシュ関数の例としては、
ＭＤ４、ＭＤ５、ＳＨＡ－１、ＳＨＡ－２、Ｓｋｅｉｎ、およびＢＬＡＫＥが挙げられる
。
【０１６３】
　安全ハッシュ関数は、３つの主要な特性を有する。第１に、任意の所与のメッセージに
ついてハッシュ値を計算するのが容易である。第２に、そのハッシュからメッセージの生
成を実行することができない。第３に、ハッシュを変えないとメッセージの改変を実行す
ることができない。
【０１６４】
　１つの安全ハッシュ関数であるハッシュ・キャッシュは、送信することのできるメッセ
ージとして、部分的なハッシュの反転を使用して作業が行われたことを証明する。ＭＤ４
、ＭＤ５、ＳＨＡ－１、ＳＨＡ－２、およびＳＨＡ－３のファイナリスト、Ｓｋｅｉｎ、
ならびにＢＬＡＫＥを含む多くの安全ハッシュ関数が、ブロック暗号から築かれる。ある
いは、安全ハッシュ関数Ｋｅｃｃａｋが、暗号スポンジ上に築かれる。さらに、ＡＥＳな
どの標準ブロック暗号を使用して、安全ハッシュ関数を築くことができる。
【０１６５】
　本発明の一実施形態では、所与のフィールドのセットに対し安全ハッシュ関数を計算す
るために、ｐｈｉに使用されていない、またはフィールド値の一部ではない分離文字、例
えばバックスラッシュ「＼」などを使用して、フィールド値を連結する。本発明の一実施
形態では、Ｃを、選択されたフィールドの連結値とする。次いで、Ｍ＝ＳＨＡ１（Ｃ）を
、匿名化データに使用されるマップＩＤとし、その際、ＳＨＡ１をＳＨＡ－１安全ハッシ
ュ関数、または別のタイプの安全ハッシュ関数とする。本発明の代替的な一実施形態では
、ＭＤ４、ＭＤ５、ＳＨＡ－２、Ｓｋｅｉｎ、ＢＬＡＫＥ、およびＡＥＳからなる群から
選択される代替の安全ハッシュ関数が使用される。
【０１６６】
　図１３は、ＰＡＣＳビューアに表示されたヒト胸郭のＸ線イメージの想像図を示す。図
１３では、Ｘ線イメージの暗さを、グレー・スケール・シェーディング・システムを用い
て標示する。ここでは、１３０５は白、黒は黒であり、値１３１０、１３１５、１３２０
、１３２５、１３３０、１３３５、および１３４０は、最も明るいものから最も暗いもの
までのグレーの陰影を標示する。関連情報は、患者の人口統計を含めて、テキストのオー
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バーレイとして示されている。図１３は、非匿名化データ・セットの表示を表す。図１３
では、示されているＰＩＩ（名前および日付を含む）が、本発明を説明するための偽性－
ＰＩＩであって、真性患者のＰＩＩではないことに留意されたい。イメージング・デバイ
ス名は、表示されたＸ線イメージを測定するのに使用されたデバイスに相当するが、本発
明は、他の製造業者のＸ線イメージデバイスに、他のＰＡＣＳデバイスに、他の診断レポ
ートに、他の医療レポートに、および他の非医療レポートに使用することができる。
【０１６７】
　図１３は、ＰＩＩを左上、右上、および左下に含む医療レポートの想像図を示す。図１
３の左上には、「患者名」がＳＭＩＴＨ　ＭＡＲＹ　Ｆ、「患者ＩＤ」が１２３４５　１
９３２－Ｍａｙ－０９．７６Ｙ、「検査ＩＤ」がＥＸＭ５６７８、「調査（検査）明細」
がＴＨＯＲＡＸ　ＡＰ、および「調査日付」が２００８－Ｏｃｔ－２６と示されている。
また、図１３では、右上に、「病院名」がＳＰＲＩＮＧＦＩＥＬＤ　ＧＥＮＥＲＡＬ　Ｈ
ＯＡＳＰＩＴＡＬ、「イメージング・デバイス名」がＫＯＤＡＫ　Ｅｌｉｔｅ　ＣＲ、お
よび「医師の名前」がＤｒ　ＰＥＴＥＲ　ＪＡＣＫＳＯＮと示されている。さらに、図１
３では、左下に、「イメージング方位」がＡＰ、「取得時間」が１６：４２：４２、「シ
リーズ／イメージ番号」が１　ＩＭＡ２と示されている。
【０１６８】
　図１４は、「教示モード」の際に表示される同じ調査の想像図を示す。図１４では、イ
メージの暗さを、グレー・スケール・シェーディング・システムを用いて標示する。ここ
では、１３０５は白、黒は黒であり、値１３１０、１３１５、１３２０、１３２５、１３
３０、１３３５、および１３４０は、最も明るいものから最も暗いものまでのグレーの陰
影を標示する。本発明の様々な実施形態では、教示モードで見る際には、医療レポート中
に特定の情報は表示されず、匿名化された「＊＊＊＊＊」によって置き換えられる。左上
では、図１４では「患者名」が＊＊＊＊＊、「患者ＩＤ」が「ＡｎｏｎＩＤ」、すなわち
ｆ５９ｃ４ａ５ｃ＊＊＊＊＊．７６Ｙで置き換えられ、「検査ＩＤ」が＊＊＊＊＊、「調
査（検査）明細」はＴＨＯＲＡＸ　ＡＰのままであり、「調査日付」が＊＊＊＊＊である
。右上では、図１４では「病院名」が示されないが、「イメージング・デバイス名」がそ
のままＫＯＤＡＫ　Ｅｌｉｔｅ　ＣＲと示され、「医師の名前」が＊＊＊＊＊である。さ
らに、図１４では、左下に「イメージング方位」がＡＰ、「取得時間」が＊＊＊＊＊、「
シリーズ／イメージ番号」が１　ＥＶＩＡ２で示されている。患者誕生日は除かれている
が、患者の年齢（年で）は７６Ｙと示されている。
【０１６９】
　本発明の様々な実施形態では、フィールドは、ユーザが構成可能である。本発明の代替
の実施形態では、フィールドは、ユーザｌＤに基づきユーザが構成可能である。マッピン
グされたｉｄ（本明細書に記載されたように計算される）がプレフィクスＡｎｏｎＩＤで
示されている代わりに、患者ＩＤ（ＰＡＴ１２３４５）が示されていない。そのため、図
１４に示されるように、図１３に示される医療診断レポートに関連するＰＩＩは、本発明
の一実施形態によって除くことができる。
【０１７０】
　図１５Ａは、検査をエクスポートするためのダイアログの想像図を示す。ダイアログは
、非識別化のオプションを提供する。詳細ボタンをクリックすることによって、非識別化
を構成することが可能になる。図１５Ｂは、非識別化の詳細を構成するためのダイアログ
の想像図を示す。システム構成に応じて、デフォルト値を記入する。本発明の様々な実施
形態では、匿名化の影響を受けるフィールドは、正確なユースケース、法域に基づき、シ
ステムによって異なることがあり、例えば、欧州連合により採択されたデータ保護条例で
変わり、規制を生じる他の法律または他のパラメータで変わることに留意されたい。した
がって、本発明の様々な実施形態では、リストが構成可能であることがある。本発明の一
実施形態では、図１５Ｂに示されるようなリストを構成するための能力は、パスワードで
保護される。本発明の一実施形態では、図１５Ｂに示されるようなリストを構成するため
の能力は、セキュリティ・クリアランスに基づきパスワードで保護される。本発明の様々
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な実施形態では、ユーザＩＤに基づくセキュリティ・クリアランスが不充分なユーザは、
リストを構成可能なものとして視ることはない。図１４についての教示モードの構成では
、調査データおよび調査時間のフィールドが匿名化されているのに対し、図１５Ｂの基礎
をなす構成では、調査データおよび調査時間のフィールドは、匿名化の影響を受けないこ
とに留意されたい。本発明の様々な実施形態では、これらの値は、元の値（未匿名化値）
と自由にタイプされた値とのどちらかを用いて、セキュリティ・クリアランスが充分なユ
ーザにより、ユーザＩＤに基づき覆されることがある。図１５Ｂに示される例示的な構成
では、患者ＩＤのフィールドは、本明細書に記載されているようなマッピングされた患者
ＩＤを用いて、予め記入される。受入番号および調査は、固有のランダム値を用いて予め
記入される。施設名および調査コメントのフィールドは、空欄のままとしておく。図１６
は、図１５Ｂに示されている匿名化設定を使用してエクスポートされたイメージを表示す
る、ＤＩＣＯＭビューアの想像図を示す。図１６では、ＤＩＣＯＭビューア・イメージの
イメージの暗さを、グレー・スケール・シェーディング・システムを用いて標示する。こ
こでは、１３０５は白、黒は黒であり、値１３１０、１３１５、１３２０、１３２５、１
３３０、１３３５、および１３４０は、最も明るいものから最も暗いものまでのグレーの
陰影を標示する。左上では、図１６では「患者名」が非識別化されたラベルで置き換えら
れ、「患者ＩＤ」が「ＩＤ」、すなわちｆ５９ｃ４ａ５ｃ＊１９３２－Ｊａｎ－０１．７
６Ｙで置き換えられ、「検査ＩＤ」がｌｃ４５７ｅｆｃ、「調査（検査）明細」はＴＨＯ
ＲＡＸ　ＡＰのままであり、「調査日付」が２００８－Ｏｃｔ－２６である。右上では、
図１６では「病院名」が示されないが、「イメージング・デバイス名」がそのままＫＯＤ
ＡＫ　Ｅｌｉｔｅ　ＣＲと示され、「医師の名前」が省略されている。さらに、図１６で
は、左下に「イメージング方位」がＡＰ、「取得時間」が１６：４２：４２、「シリーズ
／イメージ番号」が１　ＥＶＩＡ２で示されている。患者誕生日は除かれているが、患者
の年齢（年で）は７６Ｙと示されている。本発明の一実施形態では、「教示モード」では
ビューアのみが、匿名化されたＰＩＩを含むデータを表示することに留意されたい。本発
明の代替的な一実施形態では、ファイル内の情報は、永続的に匿名化され、ビューアは、
確実にＰＩＩが開示されないように「教示モード」である必要はない。
【０１７１】
　このアプローチには、３つの非常に重要な特質がある。（ｉ）入力が同じ場合には、同
じマッピングされたｉｄが生成される。このことは、同じ患者に属する２つのイメージが
、独立してエクスポートされてもよく、また、マッピングされたＩＤを格納することなく
、両方のイメージが同じマッピングされたＩＤを持つことになることを意味する。（ｉｉ
）安全ハッシュ・アルゴリズムが可逆的ではない。このことは、マッピングされたＩＤを
築くために使用されるアルゴリズムおよびフィールドが既知である場合でさえ、マッピン
グされたＩＤからフィールドの値を取り出すことができないことを意味する。したがって
、再度の識別は可能ではない。（ｉｉｉ）第１の特質（上記（ｉ）を参照）は、マッピン
グされた値を格納することなく達成される。
【０１７２】
　各施設が独立して識別子を割り振るような多施設のシナリオでは、ある組織のある患者
に使用される識別子が、別の組織の別の患者にも使用される可能性がある。両方の組織か
らのデータをプールする場合に、例えば、科学調査について、このことは誤った結論を導
く可能性がある。なぜなら、患者ＩＤが同じ、それゆえマッピングされた患者ＩＤが同じ
となることから、異なる患者達から得られるイメージが、匿名化データ・セットにある同
じ患者に見かけ上関連付いてしまうことがあるためである。例えば、第１の病院が、ある
患者に患者ＩＤ１２３４を使用することがあり、一方で、第２の病院が、別の患者に同じ
ＩＤ１２３４を使用することがある。
【０１７３】
　本発明は、マッピングされた施設認識ｉｄを計算することによって、この課題を克服す
る。本発明の一実施形態では、施設名、または別の施設識別子を安全ハッシュ関数への入
力フィールドのリストに追加する。適した識別子の例は、ＤＩＣＯＭタグ（０００８，０
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０８０）または（００１０，００２１）である。このようにして、マッピングされたＩＤ
は、２つの異なる病院に由来する同じＩＤを持つ２人の患者では異なるものとなる。安全
ハッシュ関数が可逆的ではないことに留意されたい。このことは、マッピングされたＩＤ
からは元の患者ＩＤを決定することができない上に、マッピングされたＩＤから出自の施
設または病院を決定することすらできないことを意味する。
【０１７４】
　ＳＨＡ－１および類似の安全ハッシュ関数は、暗号使用のために設計される。上記に記
載の大部分のユースケースが、その目的がある種の暗号化ではないことから、同じ暗号強
度を必要としない。本発明の一実施形態では、識別子が長くなり過ぎないようにするため
に、ＳＨＡ－１関数のｐｈｉのフルセットの代わりに、ＳＨＡ－１関数のｐｈｉのサブセ
ットを使用してもよい。
【０１７５】
　本発明の一実施形態では、ワークフローを単純にするために、本発明は、データ・プロ
セッシング・システム（例えば、ＲＩＳ、イメージング・ワークフロー・ソリューション
、またはＰＡＣＳ）に匿名化を組み込む。本発明の一実施形態では、自身のユーザＩＤに
基づく付随する許可を得ているユーザは、探索基準により識別された現時点でロードされ
ている調査もしくは複数の調査、または１つもしくは複数の調査を匿名化しエクスポート
するために、システムの内部の機能を起動させることができる。識別された調査から得ら
れるデータは、次いで、システム上で匿名化される。本発明の一実施形態では、識別され
た調査から得られるデータは、次いで、サーバ上で匿名化され、次いで、別のネットワー
クデバイスに伝送されるか、またはハードディスクもしくは他の媒体に格納されるのみで
ある。
【０１７６】
　このことには、まずエクスポートし次いで匿名化することに比較して、重要な利点があ
る。効率が増加するばかりでなく、ＰＩＩは確実に、元のシステムを決して離れることは
ない。これは、医療診断のレポートがオフショアで使用される状況では特に重要である。
【０１７７】
　別のシナリオは、組織内の臨床事例のデモンストレーションである。すなわち何のデー
タのエクスポートもないが、聴衆の誰もがＰＩＩを見る権限を持っていない可能性がる。
例えば、学生のための講義である。この事例で匿名化されたコピーを作製する代わりに、
本発明によって、その場で匿名化することが可能になる。このため、大学病院などの教育
施設では、時間の大幅な節約になる。
【０１７８】
　本発明の一実施形態では、ユーザＩＤに基づくユーザは、専用のプレゼンテーション・
モードで、臨床ソフトウェア・システムのクライアント・アプリケーションを開始しても
よい。本発明の代替的な一実施形態では、ユーザＩＤに基づくユーザは、プレゼンテーシ
ョン・モードをオンにして、以降、スクリーン上に表示されるＰＩＩを含む情報が、マッ
ピングされた値で置き換えられるようにしてもよい。多くの場合、プレゼンテーションは
、関連事例をワークリストに追加することによって作成される。しかし、また、プレゼン
ターが自身の準備草稿で指摘していたとしても、元の識別子をタイプすることによって事
例を開くことはできない。本発明の一実施形態では、「匿名化されたプレゼンテーション
・モード」では、サーチに使用されるいかなるＰＩＩテキスト・フィールドも、中にタイ
プされた実際の文字を表示することはないが、代わりに、点または他の置き換え文字で示
すのみである。このようにして、プレゼンターは、煩雑な予備作業をすることなく、ＰＩ
Ｉを開示することなく、例えばビデオ・プロジェクタを使用して、聴衆の前で関連事例を
開くことができる。プレゼンテーションを視ている学生は、出力の符号を認識できるが、
一方、その出力は、出力を立証するものとして値を有しているにすぎない。言い換えれば
、プレゼンテーション後、学生がプレゼンターに出力に関して質問する場合に、上記の符
号を用いてプレゼンテーションを読み出すことはできない。しかし、プレゼンターが（適
切な入力にタイプすることによって）出力を読み出す場合、表示される際の出力は、同じ
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符号を有するものとなり、それによって、これが質問に関連するプレゼンテーションであ
ったことが裏付けられる。
【０１７９】
　本発明の一実施形態では、医療診断レポートを表示するための方法であって、１つまた
は複数の医療診断レポートを受信すること；１つまたは複数の医療診断レポート中のＰＨ
Ｉおよび／またはＰＩＩを含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；分
離文字を使用して、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉについて１つまたは複数の連結
値を計算すること；安全ハッシュ関数を使用して、１つまたは複数の連結値について１つ
または複数の安全値を計算すること；および１つまたは複数の医療診断レポートを表示す
ることであって、安全値が、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉの各ｐｈｉに代入され
ていることを含む、方法である。
【０１８０】
　本発明の一実施形態では、医療診断レポートをエクスポートするための方法であって、
医療診断レポートを受信すること；各ｊについて、保護されるべき健康情報（ＰＩＩ）ｊ
のｐｈｉを読み出すことであって、ｊが、１とＪとの間の整数であり、Ｊが、ＰＩＩのｐ
ｈｉの数であること；各ｊについて、各ＰＩＩｊにつき連結値（Ｃｊ）を計算することで
あって、ｊが、１とＪとの間の整数であること；Ｍｊを計算することであって、Ｍｊが、
各ｊについてＳＨＡｌ（Ｃｊ）によって与えられ、ＳＨＡ１が、ＳＨＡ－１安全ハッシュ
関数であること；および医療診断レポートをエクスポートすることであって、１つまたは
複数のＭｊが、各ｊについて１つまたは複数のＰＩＩｊに代入されていることを含む、方
法である。
【０１８１】
　本発明の一実施形態では、医療診断レポートを表示するための方法であって、１つまた
は複数の医療診断レポートを受信すること；１つまたは複数の医療診断レポート中のメタ
データの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；分離文字を使用して、メタデータの１
つまたは複数のｐｈｉについて１つまたは複数の連結値を計算すること；安全ハッシュ関
数を使用して、１つまたは複数の連結値について１つまたは複数の安全値を計算すること
；および１つまたは複数の医療診断レポートをエクスポートすることであって、１つまた
は複数の安全値が、１つまたは複数のエクスポートされた医療診断レポート中の１つまた
は複数のｐｈｉメタデータに代入されていることを含む、方法である。
【０１８２】
　本発明の一実施形態では、サーバ・デジタル・データ・プロセッサを含む、医療診断レ
ポートをエクスポートするためのシステムであって、サーバ・デジタル・データ・プロセ
ッサが、１つまたは複数のクライアント・デジタル・データ・プロセッサと繋がる通信状
態にあり、サーバ・デジタル・データ・プロセッサが、サーバ・デジタル・データ・プロ
セッサ上で実行される匿名化プログラムを含む、システムである。ここで、匿名化プログ
ラムは、１つまたは複数の匿名化コマンドを実行することによって、１つまたは複数のク
ライアント・デジタル・データ・プロセッサの第１のクライアント・デジタル・データ・
プロセッサ上で第１のクライアントからの要求に応答し、匿名化コマンドは、第１のクラ
イアントによって指定された１つまたは複数の医療診断レポートを受信すること；１つま
たは複数の医療レポート中に保護されるべき健康情報を含むメタデータの１つまたは複数
のｐｈｉを読み出すこと；分離文字を使用して、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉの
それぞれについて連結値を計算すること；安全ハッシュ関数を使用して、各連結値につい
て安全値を計算すること；および１つまたは複数の医療診断レポートを第１のクライアン
トにエクスポートすることであって、安全値が、１つまたは複数のエクスポートされた医
療診断レポート中のメタデータの１つまたは複数のｐｈｉの各ｐｈｉに代入されているこ
とを含む。
【０１８３】
　本発明の一実施形態では、サーバ・デジタル・データ・プロセッサを含む、医療診断レ
ポートをエクスポートするためのシステムであって、サーバ・デジタル・データ・プロセ
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ッサが、１つまたは複数のクライアント・デジタル・データ・プロセッサと繋がる通信状
態にあり、サーバ・デジタル・データ・プロセッサが、サーバ・デジタル・データ・プロ
セッサ上で実行される匿名化プログラムを含む、システムである。ここで、匿名化プログ
ラムは、１つまたは複数の匿名化コマンドを実行することによって、１つまたは複数のク
ライアント・デジタル・データ・プロセッサの第１のクライアント・デジタル・データ・
プロセッサ上で第１のクライアントからの要求に応答し、匿名化コマンドは、第１のクラ
イアントによって指定された１つまたは複数の医療診断レポートを受信すること；１つま
たは複数の医療レポート中に保護されるべき健康情報を含むメタデータの１つまたは複数
のｐｈｉを読み出すこと；分離文字を使用して、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉの
それぞれについて連結値を計算すること；ＭＤ４、ＭＤ５、ＳＨＡ－１、ＳＨＡ－２、Ｓ
ｋｅｉｎ、ＢＬＡＫＥ、およびＡＥＳからなる群から選択される安全ハッシュ関数を使用
して、各連結値について安全値を計算すること；および１つまたは複数の医療診断レポー
トを第１のクライアントにエクスポートすることであって、安全値が、１つまたは複数の
エクスポートされた医療診断レポート中のメタデータの１つまたは複数のｐｈｉの各ｐｈ
ｉに代入されていることを含む。
【０１８４】
　本発明の一実施形態では、サーバ・デジタル・データ・プロセッサを含む、医療診断レ
ポートをエクスポートするためのシステムであって、サーバ・デジタル・データ・プロセ
ッサが、１つまたは複数のクライアント・デジタル・データ・プロセッサと繋がる通信状
態にあり、サーバ・デジタル・データ・プロセッサが、サーバ・デジタル・データ・プロ
セッサ上で実行される匿名化プログラムを含む、システムである。ここで、匿名化プログ
ラムは、１つまたは複数の匿名化コマンドを実行することによって、１つまたは複数のク
ライアント・デジタル・データ・プロセッサの第１のクライアント・デジタル・データ・
プロセッサ上で第１のクライアントからの要求に応答し、匿名化コマンドは、第１のクラ
イアントによって指定された１つまたは複数の医療診断レポートを受信すること；１つま
たは複数の医療レポート中に保護されるべき健康情報を含むメタデータの１つまたは複数
のｐｈｉを読み出すこと；分離文字を使用して、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉの
それぞれについて連結値を計算すること；ＭＤ４、ＭＤ５、ＳＨＡ－１、ＳＨＡ－２、Ｓ
ｋｅｉｎ、ＢＬＡＫＥ、およびＡＥＳからなる群から選択される安全ハッシュ関数を使用
して、各連結値について安全値を計算することであって、表示される安全ハッシュ関数が
、相当するメタデータのｐｈｉを生成するように逆転することができないこと；および１
つまたは複数の医療診断レポートを第１のクライアントにエクスポートすることであって
、安全値が、１つまたは複数のエクスポートされた医療診断レポート中のメタデータの１
つまたは複数のｐｈｉの各ｐｈｉに代入されていることを含む。
【０１８５】
　本発明の一実施形態では、サーバ・デジタル・データ・プロセッサを含む、医療診断レ
ポートをエクスポートするためのシステムであって、サーバ・デジタル・データ・プロセ
ッサが、１つまたは複数のクライアント・デジタル・データ・プロセッサと繋がる通信状
態にあり、サーバ・デジタル・データ・プロセッサが、サーバ・デジタル・データ・プロ
セッサ上で実行される匿名化プログラムを含む、システムである。ここで、匿名化プログ
ラムは、１つまたは複数の匿名化コマンドを実行することによって、１つまたは複数のク
ライアント・デジタル・データ・プロセッサの第１のクライアント・デジタル・データ・
プロセッサ上で第１のクライアントからの要求に応答し、匿名化コマンドは、第１のクラ
イアントによって指定された１つまたは複数の医療診断レポートを受信すること；１つま
たは複数の医療レポート中に保護されるべき健康情報を含むメタデータの１つまたは複数
のｐｈｉを読み出すこと；分離文字を使用して、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉの
それぞれについて連結値を計算すること；ＭＤ４、ＭＤ５、ＳＨＡ－１、ＳＨＡ－２、Ｓ
ｋｅｉｎ、ＢＬＡＫＥ、およびＡＥＳからなる群から選択される安全ハッシュ関数を使用
して、各連結値について安全値を計算することであって、表示される安全ハッシュ関数が
、相当するメタデータのｐｈｉを生成するように逆転することができず、第１の医療レポ
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ート中に表示される第１の安全ハッシュ関数は、第１の医療レポート中の相当するメタデ
ータのｐｈｉが第２の医療レポート中のメタデータの相当するｐｈｉと同じである際に、
第２の医療レポート中に表示される安全ハッシュ関数と同じであること；および１つまた
は複数の医療診断レポートを第１のクライアントにエクスポートすることであって、安全
値が、１つまたは複数のエクスポートされた医療診断レポート中のメタデータの１つまた
は複数のｐｈｉの各ｐｈｉに代入されていることを含む。
【０１８６】
　本発明の一実施形態では、医療診断レポートを表示するための方法であって、１つまた
は複数の医療レポートを受信すること；１つまたは複数の医療レポート中に保護されるべ
き健康情報を含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；分離文字を使用
して、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉのそれぞれについて連結値を計算すること；
安全ハッシュ関数を使用して、各連結値について安全値を計算すること；および１つまた
は複数の医療レポートを表示することであって、安全値が、メタデータの１つまたは複数
のｐｈｉの各ｐｈｉに代入されていることを含む、方法である。
【０１８７】
　本発明の一実施形態では、医療診断レポートを表示するための方法であって、１つまた
は複数の医療レポートを受信すること；１つまたは複数の医療レポート中に保護されるべ
き健康情報を含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；分離文字を使用
して、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉのそれぞれについて連結値を計算すること；
ＭＤ４、ＭＤ５、ＳＨＡ－１、ＳＨＡ－２、Ｓｋｅｉｎ、ＢＬＡＫＥ、およびＡＥＳから
なる群から選択される安全ハッシュ関数を使用して、各連結値について安全値を計算する
こと；および１つまたは複数の医療レポートを表示することであって、安全値が、メタデ
ータの１つまたは複数のｐｈｉの各ｐｈｉに代入されていることを含む、方法である。
【０１８８】
　本発明の一実施形態では、ａ医療診断レポートを表示するための方法であって、１つま
たは複数の医療レポートを受信すること；１つまたは複数の医療レポート中に保護される
べき健康情報を含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；分離文字を使
用して、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉのそれぞれについて連結値を計算すること
；安全ハッシュ関数を使用して、各連結値について安全値を計算すること；および１つま
たは複数の医療レポートをエクスポートすることであって、安全値が、１つまたは複数の
エクスポートされた医療レポート中のメタデータの１つまたは複数のｐｈｉの各ｐｈｉに
代入されていることを含む、方法である。
【０１８９】
　本発明の一実施形態では、ａ医療診断レポートを表示するための方法であって、１つま
たは複数の医療レポートを受信すること；１つまたは複数の医療レポート中に保護される
べき健康情報を含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；分離文字を使
用して、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉのそれぞれについて連結値を計算すること
；ＭＤ４、ＭＤ５、ＳＨＡ－１、ＳＨＡ－２、Ｓｋｅｉｎ、ＢＬＡＫＥ、およびＡＥＳか
らなる群から選択される安全ハッシュ関数を使用して、各連結値について安全値を計算す
ること；および１つまたは複数の医療レポートをエクスポートすることであって、安全値
が、１つまたは複数のエクスポートされた医療レポート中のメタデータの１つまたは複数
のｐｈｉの各ｐｈｉに代入されていることを含む、方法である。
【０１９０】
　本発明の一実施形態では、医療レポートを表示するための方法であって、１つまたは複
数の医療レポートを受信すること；１つまたは複数の医療レポート中のメタデータの１つ
または複数のｐｈｉを読み出すこと；分離文字を使用して、メタデータの１つまたは複数
のｐｈｉについて１つまたは複数の連結値を計算すること；安全ハッシュ関数を使用して
、１つまたは複数の連結値について１つまたは複数の安全値を計算すること；および１つ
または複数の医療レポートを表示することであって、１つまたは複数の安全値が、メタデ
ータの１つまたは複数のｐｈｉに代入されていることを含む、方法である。
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【０１９１】
　本発明の一実施形態では、医療レポートを表示するための方法であって、１つまたは複
数の医療レポートを受信すること；１つまたは複数の医療レポート中のメタデータの１つ
または複数のｐｈｉを読み出すこと；分離文字を使用して、メタデータの１つまたは複数
のｐｈｉについて１つまたは複数の連結値を計算すること；ＭＤ４、ＭＤ５、ＳＨＡ－１
、ＳＨＡ－２、Ｓｋｅｉｎ、およびＢＬＡＫＥからなる群から選択される安全ハッシュ関
数を使用して、１つまたは複数の連結値について１つまたは複数の安全値を計算すること
；および１つまたは複数の医療レポートを表示することであって、１つまたは複数の安全
値が、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉに代入されていることを含む、方法である。
【０１９２】
　［０１００］本発明の一実施形態では、医療レポートを表示するための方法であって、
１つまたは複数の医療レポートを受信すること；１つまたは複数の医療レポート中のメタ
データの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；分離文字を使用して、メタデータの１
つまたは複数のｐｈｉについて１つまたは複数の連結値を計算すること；安全ハッシュ関
数を使用して、１つまたは複数の連結値について１つまたは複数の安全値を計算すること
；および１つまたは複数の医療レポートを表示することであって、１つまたは複数の安全
値が、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉに代入され、第１の医療レポート中のメタデ
ータの第１のｐｈｉに相当して表示される第１の安全値は、メタデータの第１のｐｈｉが
メタデータ第２のｐｈｉと同じである際に、第２の医療レポート中に表示されるメタデー
タの第２のｐｈｉに相当する第２の安全値と同じであることを含む、方法である。
【０１９３】
　本発明の一実施形態では、医療レポートを表示するための方法であって、１つまたは複
数の医療レポートを受信すること；１つまたは複数の医療レポート中のメタデータの１つ
または複数のｐｈｉを読み出すこと；分離文字を使用して、メタデータの１つまたは複数
のｐｈｉについて１つまたは複数の連結値を計算すること；安全ハッシュ関数を使用して
、１つまたは複数の連結値について１つまたは複数の安全値を計算すること；および１つ
または複数の医療レポートを表示することであって、１つまたは複数の安全値が、メタデ
ータの１つまたは複数のｐｈｉに代入され第１の医療レポート中のメタデータの第１のｐ
ｈｉに相当して表示される第１の安全値は、メタデータの第１のｐｈｉがメタデータ第２
のｐｈｉと同じである際に、第２の医療レポート中に表示されるメタデータの第２のｐｈ
ｉに相当する第２の安全値と同じであり、表示される第１の安全値がどの際に第２の安全
値と同じであるのかは、第１の安全値および第２の安全値の一方または両方を格納するこ
とに依存しないことを含む、方法である。
【０１９４】
　本発明の一実施形態では、匿名化された医療レポートを表示する方法であって、医療レ
ポートを受信すること；１つまたは複数のｐｈｉｏｆ保護されるべき健康情報（ＰＩＩｊ
）を読み出すことであって、ｊが、１とＪとの間の整数であり、Ｊが、医療レポート中の
ＰＩＩのｐｈｉの数であること；各ＰＩＩｊについて１つまたは複数の連結値（Ｃｊ）を
計算することであって、ｊが、１とＪとの間の整数であること；１つまたは複数のＭｊを
計算することであって、Ｍｊが、ＳＨＡｌ（Ｃｊ）によって与えられ、ｊが、１とＪとの
間の整数であり、ＳＨＡ１が、ＳＨＡ－１安全ハッシュ関数であること；および医療レポ
ートを表示することであって、１つまたは複数のＭｊが、１つまたは複数のＰＩＩｊに代
入されており、ｊが、１とＪとの間の整数であることを含む、方法である。
【０１９５】
　本発明の一実施形態では、匿名化された医療レポートを表示する方法であって、医療レ
ポートを受信すること；保護されるべき健康情報（ＰＩＩｊ）の１つまたは複数のｐｈｉ
を読み出すことであって、ｊが、１とＪとの間の整数であり、Ｊが、医療レポート中のＰ
ＩＩのｐｈｉの数であること；各ＰＩＩｊについて１つまたは複数の連結値（Ｃｊ）を計
算することであって、ｊが、１とＪとの間の整数であること；１つまたは複数のＭｊを計
算することであって、Ｍｊが、ＳＨＡｌ（Ｃｊ）によって与えられ、ｊが、１とＪとの間
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の整数であり、ＳＨＡ１が、ＳＨＡ－１安全ハッシュ関数であること；および医療レポー
トを表示することであって、１つまたは複数のＭｊが、１つまたは複数のＰＩＩｊに代入
されており、ｊが、１とＪとの間の整数であり、表示される医療レポート中では、１つま
たは複数のＭｊを使用して１つまたは複数のＰＩＩｊを生成することができないことを含
む、方法である。
【０１９６】
　本発明の一実施形態では、匿名化された医療レポートを表示する方法であって、医療レ
ポートを受信すること；保護されるべき健康情報（ＰＩＩｊ）の１つまたは複数のｐｈｉ
を読み出すことであって、ｊが、１とＪとの間の整数であり、Ｊが、医療レポート中のＰ
ＩＩのｐｈｉの数であること；各ＰＩＩｊについて１つまたは複数の連結値（Ｃｊ）を計
算することであって、ｊが、１とＪとの間の整数であること；１つまたは複数のＭｊを計
算することであって、Ｍｊが、ＳＨＡｌ（Ｃｊ）によって与えられ、ｊが、１とＪとの間
の整数であり、ＳＨＡ１が、ＳＨＡ－１安全ハッシュ関数であること；および医療レポー
トを表示することであって、１つまたは複数のＭｊが、１つまたは複数のＰＩＩｊに代入
されており、ｊが、１とＪとの間の整数であり、第１の医療レポート中に表示される第１
のＭｊ（ｊ＝ｌ）は、第１の医療レポート中のＰＩＩ１が第２の医療レポート中のＰＩＩ

２に等しい際に、第２の医療レポート中に表示される第２のＭｊ（ｊ＝２）と同じである
ことを含む、方法である。
【０１９７】
　本発明の一実施形態では、匿名化された医療レポートを表示する方法であって、医療レ
ポートを受信すること；保護されるべき健康情報（ＰＩＩｊ）の１つまたは複数のｐｈｉ
を読み出すことであって、ｊが、１とＪとの間の整数であり、Ｊが、医療レポート中のＰ
ＩＩのｐｈｉの数であること；各ＰＩＩｊについて１つまたは複数の連結値（Ｃｊ）を計
算することであって、ｊが、１とＪとの間の整数であること；１つまたは複数のＭｊを計
算することであって、Ｍｊは、ＳＨＡｌ（Ｃｊ）によって与えられ、ｊが、１とＪとの間
の整数であり、ＳＨＡｌがＳＨＡ－１安全ハッシュ関数であること；および医療レポート
を表示することであって、１つまたは複数のＭｊが、１つまたは複数のＰＩＩｊに代入さ
れており、ｊが、１とＪとの間の整数であり、第１の医療レポート中に表示される第１の
Ｍｊ（ｊ＝ｌ）は、第１の医療レポート中のＰＩＩ１が、第２の医療レポート中のＰＩＩ

２に等しい際に、第２の医療レポート中に表示される第２のＭｊ（ｊ＝２）と同じであり
、第１の医療レポート中のＭ１が第２の医療レポート中のＭ２に等しいような２つの医療
レポートがどの際に表示されるのかは、Ｍ１およびＭ２の一方または両方を格納すること
に依存しないことを含む、方法である。
【０１９８】
　本発明の一実施形態では、匿名化された医療レポートを表示する方法であって、医療レ
ポートを受信すること；保護されるべき健康情報（ＰＩＩｊ）の１つまたは複数のｐｈｉ
を読み出すことであって、ｊが、１とＪとの間の整数であり、Ｊが、医療レポート中のＰ
ＩＩのｐｈｉの数であること；各ＰＩＩｊについて１つまたは複数の連結値ｓ（Ｃｊ）を
計算することであって、ｊが、１とＪとの間の整数であること；１つまたは複数のＭｊを
計算することであって、Ｍｊが、ＳＨＡｌ（Ｃｊ）によって与えられ、ｊが、１とＪとの
間の整数であり、ＳＨＡ１が、ＳＨＡ－１安全ハッシュ関数であること；および医療レポ
ートを表示することであって、１つまたは複数のＭｊが１つまたは複数のＰＩＩｊに代入
されており、ｊが、１とＪとの間の整数であることを含み、各Ｍｊ間の分離文字を使用す
ることであって、分離文字が、１つまたは複数のＰＩＩｊ中に存在する値ではなく、ｊが
１とＪとの整数であることをさらに含む、方法である。
【０１９９】
　本発明の一実施形態では、医療レポートをエクスポートするための方法であって、１つ
または複数の医療レポートを受信すること；１つまたは複数の医療レポート中のメタデー
タの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；分離文字を使用して、メタデータの１つま
たは複数のｐｈｉについて１つまたは複数の連結値を計算すること；安全ハッシュ関数を
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使用して、１つまたは複数の連結値について１つまたは複数の安全値を計算すること；お
よび１つまたは複数の医療レポートをエクスポートすることであって、１つまたは複数の
安全値が、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉに代入されることを含む、方法である。
【０２００】
　本発明の一実施形態では、医療レポートの匿名化のための方法であって、１つまたは複
数の医療レポートを受信すること；１つまたは複数の医療レポート中のメタデータの１つ
または複数のｐｈｉを読み出すこと；メタデータの１つまたは複数のｐｈｉについて１つ
または複数の連結値を計算すること；安全ハッシュ関数を使用して、１つまたは複数の連
結値について１つまたは複数の安全値を計算すること；および１つまたは複数の安全値を
医療レポート中のメタデータの１つまたは複数のｐｈｉに代入することを含む、方法であ
る。
【０２０１】
　本発明の一実施形態では、医療レポートの匿名化のための方法であって、１つまたは複
数の医療レポートを受信すること；１つまたは複数の医療レポート中に保護されるべき健
康情報を含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；安全ハッシュ関数を
使用して、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉについて１つまたは複数の安全値を計算
すること；および１つまたは複数の安全値をメタデータの１つまたは複数のｐｈｉに代入
することを含む、方法である。
【０２０２】
　本発明の一実施形態では、医療レポートの匿名化のための方法であって、１つまたは複
数の医療レポートを受信すること；１つまたは複数の医療レポート中に保護されるべき健
康情報を含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；施設認識ＩＤをメタ
データの１つまたは複数のｐｈｉに追加すること；メタデータの１つまたは複数のｐｈｉ
について１つまたは複数の連結値を計算すること；安全ハッシュ関数を使用して、１つま
たは複数の連結値について１つまたは複数の安全値を計算すること；および１つまたは複
数の医療レポートを匿名化することであって、１つまたは複数の安全ハッシュ関数が、メ
タデータの１つまたは複数のｐｈｉに代入されていることを含む、方法である。
【０２０３】
　本発明の一実施形態では、医療レポートの匿名化のための方法であって、１つまたは複
数の医療レポートを受信すること；１つまたは複数の医療レポート中に保護されるべき健
康情報を含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；施設認識ＩＤをメタ
データの１つまたは複数のｐｈｉに追加すること；メタデータの１つまたは複数のｐｈｉ
について１つまたは複数の連結値を計算すること；ＭＤ４、ＭＤ５、ＳＨＡ－１、ＳＨＡ
－２、Ｓｋｅｉｎ、ＢＬＡＫＥ、およびＡＥＳからなる群から選択される安全ハッシュ関
数を使用して、１つまたは複数の連結値について１つまたは複数の安全値を計算すること
；および１つまたは複数の医療レポートを匿名化することであって、１つまたは複数の安
全ハッシュ関数が、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉに代入されていることを含む、
方法である。
【０２０４】
　本発明の一実施形態では、医療レポートの匿名化のための方法であって、１つまたは複
数の医療レポートを受信すること；１つまたは複数の医療レポート中に保護されるべき健
康情報を含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；施設認識ＩＤをメタ
データの１つまたは複数のｐｈｉに追加することによって、１つまたは複数の組み合わさ
れた値を生成すること；安全ハッシュ関数を使用して、１つまたは複数の組み合わされた
値について１つまたは複数の安全値を計算すること；１つまたは複数の医療レポートを匿
名化することであって、１つまたは複数の安全値が、メタデータの１つまたは複数のｐｈ
ｉに代入されていることを含む、方法である。
【０２０５】
　本発明の一実施形態では、医療レポートの匿名化のための方法であって、１つまたは複
数の医療レポートを受信すること；１つまたは複数の医療レポート中に保護されるべき健



(46) JP 2018-525192 A 2018.9.6

10

20

30

40

50

康情報を含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；施設認識ＩＤをメタ
データの１つまたは複数のｐｈｉに追加することによって、１つまたは複数の組み合わさ
れた値を生成すること；ＭＤ４、ＭＤ５、ＳＨＡ－１、ＳＨＡ－２、Ｓｋｅｉｎ、ＢＬＡ
ＫＥ、およびＡＥＳからなる群から選択される安全ハッシュ関数を使用して、１つまたは
複数の組み合わされた値について１つまたは複数の安全値を計算すること；および１つま
たは複数の医療レポートを匿名化することであって、１つまたは複数の安全値が、メタデ
ータの１つまたは複数のｐｈｉに代入されていることを含む、方法である。
【０２０６】
　本発明の一実施形態では、医療レポートの匿名化のための方法であって、１つまたは複
数の医療レポートを受信すること；１つまたは複数の医療レポート中に保護されるべき健
康情報を含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；施設認識ＩＤをメタ
データの１つまたは複数のｐｈｉに追加することによって、１つまたは複数の組み合わさ
れた値を生成すること；施設認識ＩＤを追加する前にメタデータの１つまたは複数のｐｈ
ｉを連結すること；安全ハッシュ関数を使用して、１つまたは複数の組み合わされた値に
ついて１つまたは複数の安全値を計算すること；および１つまたは複数の医療レポートを
匿名化することであって、１つまたは複数の安全値が、メタデータの１つまたは複数のｐ
ｈｉに代入されていることを含む、方法である。
【０２０７】
　本発明の一実施形態では、匿名化された医療レポートを表示する方法であって、医療レ
ポートを受信すること；保護されるべき健康情報（ＰＩＩ）ｊの１つまたは複数のｐｈｉ
を読み出すことであって、ｊが、１とＪとの間の整数であり、Ｊが、ＰＩＩのｐｈｉの数
であること；各ＰＩＩｊについて連結値（Ｃｊ）を計算することであって、ｊが、１とＪ
との間の整数であること；１つまたは複数のＭｊを計算することであって、Ｍｊが、ＳＦ
（Ｃｊ）によって与えられ、ｊが、１とＪとの間の整数であり、ＳＦは、安全ハッシュ関
数であること；および医療レポートを表示することであって、１つまたは複数のＭｊが、
各ＰＩＩｊに代入されていることを含む、方法である。
【０２０８】
　本発明の一実施形態では、匿名化された医療レポートを表示する方法であって、医療レ
ポートを受信すること；保護されるべき健康情報（ＰＩＩ）ｊの１つまたは複数のｐｈｉ
を読み出すことであって、ｊが、１とＪとの間の整数であり、Ｊが、ＰＩＩのｐｈｉの数
であること；各ＰＩＩｊについて連結値（Ｃｊ）を計算することであって、ｊが、１とＪ
との間の整数であること；１つまたは複数のＭｊを計算することであって、Ｍｊが、ＳＦ
（Ｃｊ）によって与えられ、ｊが、１とＪとの間の整数であり、ＳＦは、ＭＤ４、ＭＤ５
、ＳＨＡ－１、ＳＨＡ－２、Ｓｋｅｉｎ、ＢＬＡＫＥ、およびＡＥＳからなる群から選択
される安全ハッシュ関数であること；および医療レポートを表示することであって、１つ
または複数のＭｊが、各ＰＩＩｊに代入されていることを含む、方法である。
【０２０９】
　本発明の一実施形態では、１つまたは複数の医療診断レポートにアクセスすること；１
つまたは複数の医療診断レポート中に保護されるべき健康情報を含むメタデータの１つま
たは複数のｐｈｉを読み出すこと；メタデータの１つまたは複数のｐｈｉを格納すること
；施設認識ＩＤをメタデータの１つまたは複数のｐｈｉに追加して、１つまたは複数の組
み合わされた値を生成すること；１つまたは複数の組み合わされた値を分離文字に連結し
て、１つまたは複数の連結値を生成すること；１つまたは複数の連結値から１つまたは複
数の安全値を計算すること；メタデータの１つまたは複数のｐｈｉを１つまたは複数の安
全値で上書きすること；および１つまたは複数の医療診断レポートを可視モニタ上に表示
することであって、１つまたは複数の安全値が、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉに
代入されていることを含む、方法である。
【０２１０】
　本発明の一実施形態では、１つまたは複数の医療診断レポートにアクセスすること；１
つまたは複数の医療診断レポート中に保護されるべき健康情報を含むメタデータの１つま
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たは複数のｐｈｉを読み出すこと；メタデータの１つまたは複数のｐｈｉを格納すること
；施設認識ＩＤをメタデータの１つまたは複数のｐｈｉに追加して、１つまたは複数の組
み合わされた値を生成すること；１つまたは複数の組み合わされた値を分離文字に連結し
て、１つまたは複数の連結値を生成すること；安全ハッシュ関数を使用して、１つまたは
複数の連結値から１つまたは複数の安全値を計算すること；メタデータの１つまたは複数
のｐｈｉを１つまたは複数の安全値で上書きすること；および１つまたは複数の医療診断
レポートを可視モニタ上に表示することであって、１つまたは複数の安全値が、メタデー
タの１つまたは複数のｐｈｉに代入されていることを含む、方法である。
【０２１１】
　本発明の一実施形態では、１つまたは複数の医療診断レポートにアクセスすること；１
つまたは複数の医療診断レポート中に保護されるべき健康情報を含むメタデータの１つま
たは複数のｐｈｉを読み出すこと；メタデータの１つまたは複数のｐｈｉを格納すること
；施設認識ＩＤをメタデータの１つまたは複数のｐｈｉに追加して、１つまたは複数の組
み合わされた値を生成すること；１つまたは複数の組み合わされた値を分離文字に連結し
て、１つまたは複数の連結値を生成すること；ＭＤ４、ＭＤ５、ＳＨＡ－１、ＳＨＡ－２
、ＳｋｅｉｎおよびＢＬＡＫＥからなる群から選択される安全ハッシュ関数を使用して、
１つまたは複数の連結値から１つまたは複数の安全値を計算すること；メタデータの１つ
または複数のｐｈｉを１つまたは複数の安全値で上書きすること；および１つまたは複数
の医療診断レポートを可視モニタ上に表示することであって、１つまたは複数の安全値が
、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉに代入されていることを含む、方法である。
【０２１２】
　本発明の一実施形態では、１つまたは複数の医療診断レポートにアクセスすること；１
つまたは複数の医療診断レポート中に保護されるべき健康情報を含むメタデータの１つま
たは複数のｐｈｉを読み出すこと；メタデータの１つまたは複数のｐｈｉを揮発性コンピ
ュータ・メモリ場所に格納すること；施設認識ＩＤをメタデータの１つまたは複数のｐｈ
ｉに追加して、１つまたは複数の組み合わされた値を生成すること；１つまたは複数の組
み合わされた値を分離文字に連結して、１つまたは複数の連結値を生成すること；１つま
たは複数の連結値から１つまたは複数の安全値を計算すること；揮発性コンピュータ・メ
モリ場所中のメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを１つまたは複数の安全値で上書きす
ること；および１つまたは複数の医療診断レポートを可視モニタ上に表示することであっ
て、１つまたは複数の安全値は、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉに代入され、メタ
データの第１のｐｈｉがメタデータの第２のｐｈｉと同じである際に、第１の医療レポー
ト中のメタデータの第１のｐｈｉに相当して表示される第１の安全値は、第２の医療レポ
ート中に表示されるメタデータの第２のｐｈｉに相当する第２の安全値と同じであること
を含む、方法である。
【０２１３】
　本発明の一実施形態では、１つまたは複数の医療診断レポートにアクセスすること；１
つまたは複数の医療診断レポート中に保護されるべき健康情報を含むメタデータの１つま
たは複数のｐｈｉを読み出すこと；メタデータの１つまたは複数のｐｈｉを揮発性コンピ
ュータ・メモリ場所に格納すること；施設認識ＩＤをメタデータの１つまたは複数のｐｈ
ｉに追加して、１つまたは複数の組み合わされた値を生成すること；１つまたは複数の組
み合わされた値を分離文字に連結して、１つまたは複数の連結値を生成すること；１つま
たは複数の連結値から１つまたは複数の安全値を計算すること；揮発性コンピュータ・メ
モリ場所中のメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを１つまたは複数の安全値で上書きす
ること；および１つまたは複数の医療診断レポートを可視モニタ上に表示することであっ
て、１つまたは複数の安全値が、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉに代入されている
ことを含む、方法である。
【０２１４】
　本発明の一実施形態では、１つまたは複数の医療診断レポートにアクセスすること；１
つまたは複数の医療診断レポート中に保護されるべき健康情報を含むメタデータの１つま
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たは複数のｐｈｉを読み出すこと；メタデータの１つまたは複数のｐｈｉを格納すること
；施設認識ＩＤをメタデータの１つまたは複数のｐｈｉに追加して、１つまたは複数の組
み合わされた値を生成すること；１つまたは複数の組み合わされた値をバックスラッシュ
文字に連結して、１つまたは複数の連結値を生成すること；１つまたは複数の連結値から
１つまたは複数の安全値を計算すること；メタデータの１つまたは複数のｐｈｉを１つま
たは複数の安全値で上書きすること；および１つまたは複数の医療診断レポートを可視モ
ニタ上に表示することであって、１つまたは複数の安全値が、メタデータの１つまたは複
数のｐｈｉに代入されていることを含む、方法である。
【０２１５】
　本発明の一実施形態では、１つまたは複数の医療診断レポートにアクセスすること；１
つまたは複数の医療診断レポート中に保護されるべき健康情報を含むメタデータの１つま
たは複数のｐｈｉを読み出すこと；メタデータの１つまたは複数のｐｈｉを格納すること
；施設認識ＩＤをメタデータの１つまたは複数のｐｈｉに追加して、１つまたは複数の組
み合わされた値を生成することであって、施設認識ＩＤが、ＤＩＣＯＭタグ（００ｚｚ，
００ｘｘ）であり、ｚｚおよびｘｘが、１つまたは複数の施設から施設を明瞭に識別する
ために選択される、１と９９との間の整数であること；１つまたは複数の組み合わされた
値を分離文字に連結して、１つまたは複数の連結値を生成すること；１つまたは複数の連
結値から１つまたは複数の安全値を計算すること；メタデータの１つまたは複数のｐｈｉ
を１つまたは複数の安全値で上書きすること；および１つまたは複数の医療診断レポート
を可視モニタ上に表示することであって、１つまたは複数の安全値が、メタデータの１つ
または複数のｐｈｉに代入されていることを含む、方法である。
【０２１６】
　本発明の代替的な一実施形態では、少なくとも第１のクライアント・デジタル・データ
・プロセッサ、匿名化プログラム、およびサーバ・デジタル・データ・プロセッサを含む
システムである。ここでは、サーバ・デジタル・データ・プロセッサは、第１のクライア
ント・デジタル・データ・プロセッサと繋がる通信状態にあり、サーバ・デジタル・デー
タ・プロセッサは、第１のクライアント・デジタル・データ・プロセッサからの要求に応
答して、１つまたは複数のコマンドを実行するようにサーバ・デジタル・データ・プロセ
ッサに指示する匿名化プログラムを実行することによって、１つまたは複数の医療診断レ
ポートをエクスポートし、上記コマンドは、１つまたは複数の医療診断レポート中に保護
されるべき健康情報を含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；施設認
識ＩＤをメタデータの１つまたは複数のｐｈｉに追加して、１つまたは複数の組み合わさ
れた値を生成すること；１つまたは複数の組み合わされた値を分離文字と連結して、１つ
または複数の連結値を生成すること；１つまたは複数の連結値から１つまたは複数の安全
値を計算すること；１つまたは複数の第１の補正された医療診断レポートを生成すること
であって、１つまたは複数の医療診断レポート中では、メタデータの１つまたは複数のｐ
ｈｉのうち１つまたは複数は、１つまたは複数の安全値で上書きされていること；および
１つまたは複数の第１の補正された医療診断レポートを第１のクライアント・デジタル・
データ・プロセッサにエクスポートすることを含む。
【０２１７】
　本発明の一実施形態では、少なくとも第１のクライアント・デジタル・データ・プロセ
ッサ、匿名化プログラム、およびサーバ・デジタル・データ・プロセッサを含むシステム
である。ここでは、サーバ・デジタル・データ・プロセッサは、第１のクライアント・デ
ジタル・データ・プロセッサと繋がる通信状態にあり、サーバ・デジタル・データ・プロ
セッサは、第１のクライアント・デジタル・データ・プロセッサからの要求に応答して、
１つまたは複数のコマンドを実行するようにサーバ・デジタル・データ・プロセッサに指
示する匿名化プログラムを実行することによって、１つまたは複数の医療診断レポートを
エクスポートし、上記コマンドは、１つまたは複数の医療診断レポート中に保護されるべ
き健康情報を含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；施設認識ＩＤを
メタデータの１つまたは複数のｐｈｉに追加して、１つまたは複数の組み合わされた値を
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生成すること；１つまたは複数の組み合わされた値を分離文字と連結して、１つまたは複
数の連結値を生成すること；安全ハッシュ関数を使用して、１つまたは複数の連結値から
１つまたは複数の安全値を計算すること；１つまたは複数の第１の補正された医療診断レ
ポートを生成することであって、１つまたは複数の医療診断レポート中では、メタデータ
の１つまたは複数のｐｈｉのうち１つまたは複数は、１つまたは複数の安全値で上書きさ
れていること；および１つまたは複数の第１の補正された医療診断レポートを第１のクラ
イアント・デジタル・データ・プロセッサにエクスポートすることを含む。
【０２１８】
　本発明の一実施形態では、少なくとも第１のクライアント・デジタル・データ・プロセ
ッサ、匿名化プログラム、およびサーバ・デジタル・データ・プロセッサを含むシステム
である。ここでは、サーバ・デジタル・データ・プロセッサは、第１のクライアント・デ
ジタル・データ・プロセッサと繋がる通信状態にあり、サーバ・デジタル・データ・プロ
セッサは、第１のクライアント・デジタル・データ・プロセッサからの要求に応答して、
１つまたは複数のコマンドを実行するようにサーバ・デジタル・データ・プロセッサに指
示する匿名化プログラムを実行することによって、１つまたは複数の医療診断レポートを
エクスポートし、上記コマンドは、１つまたは複数の医療診断レポート中に保護されるべ
き健康情報を含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；施設認識ＩＤを
メタデータの１つまたは複数のｐｈｉに追加して、１つまたは複数の組み合わされた値を
生成すること；１つまたは複数の組み合わされた値を分離文字と連結して、１つまたは複
数の連結値を生成すること；ＭＤ４、ＭＤ５、ＳＨＡ－１、ＳＨＡ－２、Ｓｋｅｉｎ、お
よびＢＬＡＫＥからなる群から選択される安全ハッシュ関数を使用して、１つまたは複数
の連結値から１つまたは複数の安全値を計算すること；１つまたは複数の第１の補正され
た医療診断レポートを生成することであって、１つまたは複数の医療診断レポート中では
、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉのうち１つまたは複数は、１つまたは複数の安全
値で上書きされていること；および１つまたは複数の第１の補正された医療診断レポート
を第１のクライアント・デジタル・データ・プロセッサにエクスポートすることを含む。
【０２１９】
　本発明の一実施形態では、少なくとも第１のクライアント・デジタル・データ・プロセ
ッサ、匿名化プログラム、およびサーバ・デジタル・データ・プロセッサを含むシステム
である。ここでは、サーバ・デジタル・データ・プロセッサは、第１のクライアント・デ
ジタル・データ・プロセッサと繋がる通信状態にあり、サーバ・デジタル・データ・プロ
セッサは、第１のクライアント・デジタル・データ・プロセッサからの要求に応答して、
１つまたは複数のコマンドを実行するようにサーバ・デジタル・データ・プロセッサに指
示する匿名化プログラムを実行することによって、１つまたは複数の医療診断レポートを
エクスポートし、上記コマンドは、１つまたは複数の医療診断レポート中に保護されるべ
き健康情報を含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；施設認識ＩＤを
メタデータの１つまたは複数のｐｈｉに追加して、１つまたは複数の組み合わされた値を
生成すること；１つまたは複数の組み合わされた値を分離文字と連結して、１つまたは複
数の連結値を生成すること；１つまたは複数の連結値から１つまたは複数の安全値を計算
すること；１つまたは複数の第１の補正された医療診断レポートを生成することであって
、１つまたは複数の医療診断レポート中では、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉのう
ち１つまたは複数は、１つまたは複数の安全値で上書きされていること；および１つまた
は複数の第１の補正された医療診断レポートを第１のクライアント・デジタル・データ・
プロセッサにエクスポートすることであって、メタデータの第１のｐｈｉがメタデータの
第２のｐｈｉと同じである際に、第１の医療レポート中のメタデータの第１のｐｈｉに相
当して表示される第１の安全値は、第２の医療レポート中に表示されるメタデータの第２
のｐｈｉに相当する第２の安全値と同じであることを含む。
【０２２０】
　本発明の一実施形態では、少なくとも第１のクライアント・デジタル・データ・プロセ
ッサ、匿名化プログラム、およびサーバ・デジタル・データ・プロセッサを含むシステム
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である。ここでは、サーバ・デジタル・データ・プロセッサは、第１のクライアント・デ
ジタル・データ・プロセッサと繋がる通信状態にあり、サーバ・デジタル・データ・プロ
セッサは、第１のクライアント・デジタル・データ・プロセッサからの要求に応答して、
１つまたは複数のコマンドを実行するようにサーバ・デジタル・データ・プロセッサに指
示する匿名化プログラムを実行することによって、１つまたは複数の医療診断レポートを
エクスポートし、上記コマンドは、１つまたは複数の医療診断レポート中に保護されるべ
き健康情報を含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；施設認識ＩＤを
メタデータの１つまたは複数のｐｈｉに追加して、１つまたは複数の組み合わされた値を
生成すること；１つまたは複数の組み合わされた値を分離文字と連結して、１つまたは複
数の連結値を生成すること；１つまたは複数の連結値から１つまたは複数の安全値を計算
すること；１つまたは複数の第１の補正された医療診断レポートを生成することであって
、１つまたは複数の医療診断レポート中では、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉのう
ち１つまたは複数は、１つまたは複数の安全値で上書きされていること；および１つまた
は複数の第１の補正された医療診断レポートを第１のクライアント・デジタル・データ・
プロセッサにエクスポートすることであって、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉおよ
び１つまたは複数の安全値のうち一方または両方は、揮発性メモリの場所に格納されるこ
とを含む。
【０２２１】
　本発明の一実施形態では、少なくとも第１のクライアント・デジタル・データ・プロセ
ッサ、匿名化プログラム、およびサーバ・デジタル・データ・プロセッサを含むシステム
である。ここでは、サーバ・デジタル・データ・プロセッサは、第１のクライアント・デ
ジタル・データ・プロセッサと繋がる通信状態にあり、サーバ・デジタル・データ・プロ
セッサは、第１のクライアント・デジタル・データ・プロセッサからの要求に応答して、
１つまたは複数のコマンドを実行するようにサーバ・デジタル・データ・プロセッサに指
示する匿名化プログラムを実行することによって、１つまたは複数の医療診断レポートを
エクスポートし、上記コマンドは、１つまたは複数の医療診断レポート中に保護されるべ
き健康情報を含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；施設認識ＩＤを
メタデータの１つまたは複数のｐｈｉに追加して、１つまたは複数の組み合わされた値を
生成すること；１つまたは複数の組み合わされた値をバックスラッシュ文字と連結して、
１つまたは複数の連結値を生成すること；１つまたは複数の連結値から１つまたは複数の
安全値を計算すること；１つまたは複数の第１の補正された医療診断レポートを生成する
ことであって、１つまたは複数の医療診断レポート中では、メタデータの１つまたは複数
のｐｈｉのうち１つまたは複数は、１つまたは複数の安全値で上書きされていること；お
よび１つまたは複数の第１の補正された医療診断レポートを第１のクライアント・デジタ
ル・データ・プロセッサにエクスポートすることを含む。
【０２２２】
　本発明の一実施形態では、少なくとも第１のクライアント・デジタル・データ・プロセ
ッサ、匿名化プログラム、およびサーバ・デジタル・データ・プロセッサを含むシステム
である。ここでは、サーバ・デジタル・データ・プロセッサは、第１のクライアント・デ
ジタル・データ・プロセッサと繋がる通信状態にあり、サーバ・デジタル・データ・プロ
セッサは、第１のクライアント・デジタル・データ・プロセッサからの要求に応答して、
１つまたは複数のコマンドを実行するようにサーバ・デジタル・データ・プロセッサに指
示する匿名化プログラムを実行することによって、１つまたは複数の医療診断レポートを
エクスポートし、上記コマンドは、１つまたは複数の医療診断レポート中に保護されるべ
き健康情報を含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；施設認識ＩＤを
メタデータの１つまたは複数のｐｈｉに追加して、１つまたは複数の組み合わされた値を
生成すること；１つまたは複数の組み合わされた値を分離文字と連結して、１つまたは複
数の連結値を生成すること；１つまたは複数の連結値から１つまたは複数の安全値を計算
すること；１つまたは複数の第１の補正された医療診断レポートを生成することであって
、１つまたは複数の医療診断レポート中では、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉのう
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ち１つまたは複数は、１つまたは複数の安全値で上書きされていること；および１つまた
は複数の第１の補正された医療診断レポートを第１のクライアント・デジタル・データ・
プロセッサにエクスポートすることであって、施設認識ＩＤは、ＤＩＣＯＭタグ（００ｚ
ｚ，００ｘｘ）であり、ｚｚおよびｘｘは、１つまたは複数の施設から施設を明瞭に識別
するために選択される、１と９９との間の整数であることを含む。
【０２２３】
　本発明の一実施形態では、少なくとも第１のクライアント・デジタル・データ・プロセ
ッサ、匿名化プログラム、およびサーバ・デジタル・データ・プロセッサを含むシステム
である。ここでは、サーバ・デジタル・データ・プロセッサは、第１のクライアント・デ
ジタル・データ・プロセッサと繋がる通信状態にあり、サーバ・デジタル・データ・プロ
セッサは、第１のクライアント・デジタル・データ・プロセッサからの要求に応答して、
１つまたは複数のコマンドを実行するようにサーバ・デジタル・データ・プロセッサに指
示する匿名化プログラムを実行することによって、１つまたは複数の医療診断レポートを
エクスポートし、上記コマンドは、１つまたは複数の医療診断レポート中に保護されるべ
き健康情報を含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；施設認識ＩＤを
メタデータの１つまたは複数のｐｈｉに追加して、１つまたは複数の組み合わされた値を
生成すること；１つまたは複数の組み合わされた値を分離文字に連結して、１つまたは複
数の連結値を生成すること；１つまたは複数の連結値から１つまたは複数の安全値を計算
すること１つまたは複数の第１の補正された医療診断レポートを生成することであって、
１つまたは複数の医療診断レポート中では、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉのうち
１つまたは複数が、１つまたは複数の安全値で上書きされていること；および１つまたは
複数の第１の補正された医療診断レポートを第１のクライアント・デジタル・データ・プ
ロセッサにエクスポートすることであって、１つまたは複数の安全値を使用して、メタデ
ータの前記１つまたは複数のｐｈｉを生成することができないことを含む。
【０２２４】
　本発明の一実施形態では、少なくとも第１のクライアント・デジタル・データ・プロセ
ッサ、匿名化プログラム、およびサーバ・デジタル・データ・プロセッサを含むシステム
である。ここでは、サーバ・デジタル・データ・プロセッサは、第１のクライアント・デ
ジタル・データ・プロセッサと繋がる通信状態にあり、サーバ・デジタル・データ・プロ
セッサは、第１のクライアント・デジタル・データ・プロセッサからの要求に応答して、
１つまたは複数のコマンドを実行するようにサーバ・デジタル・データ・プロセッサに指
示する匿名化プログラムを実行することによって、１つまたは複数の医療診断レポートを
エクスポートし、上記コマンドは、１つまたは複数の医療診断レポート中に保護されるべ
き健康情報を含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；施設認識ＩＤを
メタデータの１つまたは複数のｐｈｉに追加して、１つまたは複数の組み合わされた値を
生成すること；１つまたは複数の組み合わされた値を分離文字と連結して、１つまたは複
数の連結値を生成すること；１つまたは複数の連結値から、１つまたは複数の安全値を計
算すること；１つまたは複数の第１の補正された医療診断レポートを生成することであっ
て、１つまたは複数の医療診断レポート中では、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉの
うち１つまたは複数は、１つまたは複数の安全値で上書きされていること；および１つま
たは複数の第１の補正された医療診断レポートを第１のクライアント・デジタル・データ
・プロセッサにエクスポートすることであって、システムは、第１のクライアント・デジ
タル・データ・プロセッサからの命令を受信するように適合されて、１つまたは複数の第
２の補正された医療診断レポートを生成し、１つまたは複数の医療診断レポート中では、
メタデータの１つまたは複数のｐｈｉの全てが、１つまたは複数の安全値で上書きされる
こと；および１つまたは複数の第２の補正された医療診断レポートを第２のデジタル・デ
ータ・プロセッサにエクスポートすることを含む。
【０２２５】
　本発明の別の実施形態では、プロセッサ上で実行するためのコンピュータ実行可能な命
令を中に含むコンピュータ読み取り可能な物理的記憶媒体を含むデバイスである。ここで
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は、コンピュータ実行可能な命令がプロセッサによって実行されると、以下のステップを
含む方法が行われる：１つまたは複数の医療診断レポート中に保護されるべき健康情報を
含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；施設認識ＩＤをメタデータの
１つまたは複数のｐｈｉに追加して、１つまたは複数の組み合わされた値を生成すること
；１つまたは複数の組み合わされた値を分離文字と連結して、１つまたは複数の連結値を
生成すること；１つまたは複数の連結値から、１つまたは複数の安全値を計算すること；
１つまたは複数の補正された医療診断レポートを生成することであって、ここで、１つま
たは複数の医療診断レポート中のメタデータの１つまたは複数のｐｈｉは、１つまたは複
数の安全値で上書きされていること；および１つまたは複数の補正された医療診断レポー
トを表示すること。
【０２２６】
　本発明の一実施形態では、プロセッサ上で実行するためのコンピュータ実行可能な命令
を中に含むコンピュータ読み取り可能な物理的記憶媒体を含むデバイスである。ここでは
、コンピュータ実行可能な命令がプロセッサによって実行されると、以下のステップを含
む方法が行われる：１つまたは複数の医療診断レポート中に保護されるべき健康情報を含
むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；施設認識ＩＤをメタデータの１
つまたは複数のｐｈｉに追加して、１つまたは複数の組み合わされた値を生成すること；
１つまたは複数の組み合わされた値を分離文字と連結して、１つまたは複数の連結値を生
成すること；安全ハッシュ関数を使用して、１つまたは複数の連結値から、１つまたは複
数の安全値を計算すること；１つまたは複数の補正された医療診断レポートを生成するこ
とであって、ここで、１つまたは複数の医療診断レポート中のメタデータの１つまたは複
数のｐｈｉは、１つまたは複数の安全値で上書きされていること；および１つまたは複数
の補正された医療診断レポートを表示すること。
【０２２７】
　本発明の一実施形態では、プロセッサ上で実行するためのコンピュータ実行可能な命令
を中に含むコンピュータ読み取り可能な物理的記憶媒体を含むデバイスである。ここでは
、コンピュータ実行可能な命令がプロセッサによって実行されると、以下のステップを含
む方法が行われる：１つまたは複数の医療診断レポート中に保護されるべき健康情報を含
むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；施設認識ＩＤをメタデータの１
つまたは複数のｐｈｉに追加して、１つまたは複数の組み合わされた値を生成すること；
１つまたは複数の組み合わされた値を分離文字と連結して、１つまたは複数の連結値を生
成すること；ＭＤ４、ＭＤ５、ＳＨＡ－１、ＳＨＡ－２、Ｓｋｅｉｎ、およびＢＬＡＫＥ
からなる群から選択される安全ハッシュ関数を使用して、１つまたは複数の連結値から、
１つまたは複数の安全値を計算すること；１つまたは複数の補正された医療診断レポート
を生成することであって、ここで、１つまたは複数の医療診断レポート中のメタデータの
１つまたは複数のｐｈｉは、１つまたは複数の安全値で上書きされていること；および１
つまたは複数の補正された医療診断レポートを表示すること。
【０２２８】
　本発明の一実施形態では、プロセッサ上で実行するためのコンピュータ実行可能な命令
を中に含むコンピュータ読み取り可能な物理的記憶媒体を含むデバイスである。ここでは
、コンピュータ実行可能な命令がプロセッサによって実行されると、以下のステップを含
む方法が行われる：１つまたは複数の医療診断レポート中に保護されるべき健康情報を含
むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；施設認識ＩＤをメタデータの１
つまたは複数のｐｈｉに追加して、１つまたは複数の組み合わされた値を生成すること；
１つまたは複数の組み合わされた値を分離文字と連結して、１つまたは複数の連結値を生
成すること；１つまたは複数の連結値から、１つまたは複数の安全値を計算すること；１
つまたは複数の補正された医療診断レポートを生成することであって、ここで、１つまた
は複数の医療診断レポート中のメタデータの１つまたは複数のｐｈｉは、１つまたは複数
の安全値で上書きされていること；および１つまたは複数の補正された医療診断レポート
を表示することであって、ここで、メタデータの第１のｐｈｉがメタデータの第２のｐｈ
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ｉと同じである際に、第１の医療レポート中のメタデータの第１のｐｈｉに相当して１つ
または複数の補正された医療診断レポート中に表示される第１の安全値は、第２の医療レ
ポート中に表示されるメタデータの第２のｐｈｉに相当する第２の安全値と同じであるこ
と。
【０２２９】
　本発明の一実施形態では、コンピュータ読み取り可能な命令のセットを格納して含む、
コンピュータ読み取り可能な非一時的な物理的記憶媒体であって、コンピュータ読み取り
可能な命令のセットは、プロセッシング・システムによって実行されると、１つまたは複
数の医療診断レポート中に保護されるべき健康情報を含むメタデータの１つまたは複数の
ｐｈｉがプロセッシング・システムによって読み出されるようにし、上記命令のセットは
、プロセッシング・システムによって実行されると、さらに、施設認識ＩＤをメタデータ
の１つまたは複数のｐｈｉに追加して、１つまたは複数の組み合わされた値を生成するこ
と；１つまたは複数の組み合わされた値を分離文字と連結して、１つまたは複数の連結値
を生成すること；１つまたは複数の連結値から、１つまたは複数の安全値を計算すること
；１つまたは複数の補正された医療診断レポートを生成することであって、ここで、１つ
または複数の医療診断レポート中のメタデータの１つまたは複数のｐｈｉは、１つまたは
複数の安全値で上書きされていること；および１つまたは複数の補正された医療診断レポ
ートを表示することが、プロセッシング・システムによって実施されるようにする、物理
的記憶媒体である。
【０２３０】
　本発明の一実施形態では、コンピュータ読み取り可能な命令のセットを格納して含む、
コンピュータ読み取り可能な非一時的な物理的記憶媒体であって、コンピュータ読み取り
可能な命令のセットは、プロセッシング・システムによって実行されると、１つまたは複
数の医療診断レポート中に保護されるべき健康情報を含むメタデータの１つまたは複数の
ｐｈｉがプロセッシング・システムによって読み出されるようにし、上記命令のセットは
、プロセッシング・システムによって実行されると、さらに、施設認識ＩＤをメタデータ
の１つまたは複数のｐｈｉに追加して、１つまたは複数の組み合わされた値を生成するこ
と；１つまたは複数の組み合わされた値を分離文字と連結して、１つまたは複数の連結値
を生成すること；安全ハッシュ関数を使用して、１つまたは複数の連結値から、１つまた
は複数の安全値を計算すること；１つまたは複数の補正された医療診断レポートを生成す
ることであって、ここで、１つまたは複数の医療診断レポート中のメタデータの１つまた
は複数のｐｈｉは、１つまたは複数の安全値で上書きされていること；および１つまたは
複数の補正された医療診断レポートを表示することが、プロセッシング・システムによっ
て実施されるようにする、物理的記憶媒体である。
【０２３１】
　本発明の一実施形態では、コンピュータ読み取り可能な命令のセットを格納して含む、
コンピュータ読み取り可能な非一時的な物理的記憶媒体であって、コンピュータ読み取り
可能な命令のセットは、プロセッシング・システムによって実行されると、１つまたは複
数の医療診断レポート中に保護されるべき健康情報を含むメタデータの１つまたは複数の
ｐｈｉがプロセッシング・システムによって読み出されるようにし、上記命令のセットは
、プロセッシング・システムによって実行されると、さらに、施設認識ＩＤをメタデータ
の１つまたは複数のｐｈｉに追加して、１つまたは複数の組み合わされた値を生成するこ
と；１つまたは複数の組み合わされた値を分離文字と連結して、１つまたは複数の連結値
を生成すること；ＭＤ４、ＭＤ５、ＳＨＡ－１、ＳＨＡ－２、Ｓｋｅｉｎ、およびＢＬＡ
ＫＥからなる群から選択される安全ハッシュ関数を使用して、１つまたは複数の連結値か
ら、１つまたは複数の安全値を計算すること；１つまたは複数の補正された医療診断レポ
ートを生成することであって、ここで、１つまたは複数の医療診断レポート中のメタデー
タの１つまたは複数のｐｈｉは、１つまたは複数の安全値で上書きされていること；およ
び１つまたは複数の補正された医療診断レポートを表示することが、プロセッシング・シ
ステムによって実施されるようにする、物理的記憶媒体である。
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【０２３２】
　本発明の一実施形態では、コンピュータ読み取り可能な命令のセットを格納して含む、
コンピュータ読み取り可能な非一時的な物理的記憶媒体であって、コンピュータ読み取り
可能な命令のセットは、プロセッシング・システムによって実行されると、１つまたは複
数の医療診断レポート中に保護されるべき健康情報を含むメタデータの１つまたは複数の
ｐｈｉがプロセッシング・システムによって読み出されるようにし、上記命令のセットは
、プロセッシング・システムによって実行されると、さらに、施設認識ＩＤをメタデータ
の１つまたは複数のｐｈｉに追加して、１つまたは複数の組み合わされた値を生成するこ
と；１つまたは複数の組み合わされた値を分離文字と連結して、１つまたは複数の連結値
を生成すること；１つまたは複数の連結値から、１つまたは複数の安全値を計算すること
；１つまたは複数の補正された医療診断レポートを生成することであって、ここで、１つ
または複数の医療診断レポート中のメタデータの１つまたは複数のｐｈｉは、１つまたは
複数の安全値で上書きされていること；および１つまたは複数の補正された医療診断レポ
ートを表示することが、プロセッシング・システムによって実施されるようにする、物理
的記憶媒体である。ここで、メタデータの第１のｐｈｉがメタデータの第２のｐｈｉと同
じである際に、第１の医療レポート中のメタデータの第１のｐｈｉに相当して１つまたは
複数の補正された医療診断レポート中に表示される第１の安全値は、第２の医療レポート
中に表示されるメタデータの第２のｐｈｉに相当する第２の安全値と同じである。
【０２３３】
　本発明の一実施形態では、方法は、１つまたは複数の医療診断レポート中に保護される
べき健康情報を含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；施設認識ＩＤ
をメタデータの１つまたは複数のｐｈｉに追加して、１つまたは複数の組み合わされた値
を生成すること；１つまたは複数の組み合わされた値を分離文字に連結して、１つまたは
複数の連結値を生成すること；１つまたは複数の連結値から１つまたは複数の安全値を計
算すること；１つまたは複数の第１の補正された医療診断レポートを生成することであっ
て、１つまたは複数の医療診断レポート中では、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉの
うち１つまたは複数が、１つまたは複数の安全値で上書きされ、メタデータの１つまたは
複数のｐｈｉが、１つまたは複数の安全値で上書きされていること；および１つまたは複
数の第１の補正された医療診断レポートを第１のクライアント・デジタル・データ・プロ
セッサにエクスポートすることを含む。
【０２３４】
　本発明の一実施形態では、方法は、１つまたは複数の医療診断レポート中に保護される
べき健康情報を含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；施設認識ＩＤ
をメタデータの１つまたは複数のｐｈｉに追加して、１つまたは複数の組み合わされた値
を生成すること；１つまたは複数の組み合わされた値を分離文字に連結して、１つまたは
複数の連結値を生成すること；ＭＤ４、ＭＤ５、ＳＨＡ－１、ＳＨＡ－２、Ｓｋｅｉｎ、
ＢＬＡＫＥ、およびＡＥＳからなる群から選択される安全ハッシュ関数を使用して、１つ
または複数の連結値から１つまたは複数の安全値を計算すること；１つまたは複数の第１
の補正された医療診断レポートを生成することであって、１つまたは複数の医療診断レポ
ート中では、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉのうち１つまたは複数が、１つまたは
複数の安全値で上書きされ、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉが、１つまたは複数の
安全値で上書きされていること；および１つまたは複数の第１の補正された医療診断レポ
ートを第１のクライアント・デジタル・データ・プロセッサにエクスポートすることを含
む。
【０２３５】
　本発明の一実施形態では、方法は、１つまたは複数の医療診断レポート中に保護される
べき健康情報を含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；施設認識ＩＤ
をメタデータの１つまたは複数のｐｈｉに追加して、１つまたは複数の組み合わされた値
を生成すること；１つまたは複数の組み合わされた値を分離文字に連結して、１つまたは
複数の連結値を生成すること；安全ハッシュ関数を使用して、１つまたは複数の連結値か
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ら１つまたは複数の安全値を計算すること；１つまたは複数の第１の補正された医療診断
レポートを生成することであって、１つまたは複数の医療診断レポート中では、メタデー
タの１つまたは複数のｐｈｉのうち１つまたは複数が、１つまたは複数の安全値で上書き
され、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉが、１つまたは複数の安全値で上書きされて
いること；および１つまたは複数の第１の補正された医療診断レポートを第１のクライア
ント・デジタル・データ・プロセッサにエクスポートすることを含む。
【０２３６】
　本発明の一実施形態では、方法は、１つまたは複数の医療診断レポート中に保護される
べき健康情報を含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；施設認識ＩＤ
をメタデータの１つまたは複数のｐｈｉに追加して、１つまたは複数の組み合わされた値
を生成すること；１つまたは複数の組み合わされた値を分離文字に連結して、１つまたは
複数の連結値を生成すること；１つまたは複数の連結値から１つまたは複数の安全値を計
算すること；１つまたは複数の第１の補正された医療診断レポートを生成することであっ
て、１つまたは複数の医療診断レポート中では、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉの
うち１つまたは複数が、１つまたは複数の安全値で上書きされ、メタデータの１つまたは
複数のｐｈｉが、１つまたは複数の安全値で上書きされていること；および１つまたは複
数の第１の補正された医療診断レポートを第１のクライアント・デジタル・データ・プロ
セッサにエクスポートすることであって、メタデータの第１のｐｈｉがメタデータの第２
のｐｈｉと同じである際に、第１の医療レポート中のメタデータの第１のｐｈｉに相当し
て表示される第１の安全値は、第２の医療レポート中に表示されるメタデータの第２のｐ
ｈｉに相当する第２の安全値と同じであることを含む。
【０２３７】
　本発明の一実施形態では、方法は、１つまたは複数の医療診断レポート中に保護される
べき健康情報を含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；施設認識ＩＤ
をメタデータの１つまたは複数のｐｈｉに追加して、１つまたは複数の組み合わされた値
を生成すること；１つまたは複数の組み合わされた値を分離文字に連結して、１つまたは
複数の連結値を生成すること；１つまたは複数の連結値から１つまたは複数の安全値を計
算すること；１つまたは複数の第１の補正された医療診断レポートを生成することであっ
て、１つまたは複数の医療診断レポート中では、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉの
うち１つまたは複数が、１つまたは複数の安全値で上書きされ、メタデータの１つまたは
複数のｐｈｉが、１つまたは複数の安全値で上書きされていること；および１つまたは複
数の第１の補正された医療診断レポートを第１のクライアント・デジタル・データ・プロ
セッサにエクスポートすることであって、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉおよび１
つまたは複数の安全値のうち一方または両方は、揮発性メモリの場所に格納されることを
含む。
【０２３８】
　本発明の一実施形態では、方法は、１つまたは複数の医療診断レポート中に保護される
べき健康情報を含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；施設認識ＩＤ
をメタデータの１つまたは複数のｐｈｉに追加して、１つまたは複数の組み合わされた値
を生成すること；１つまたは複数の組み合わされた値をバックスラッシュ文字に連結して
、１つまたは複数の連結値を生成すること；１つまたは複数の連結値から１つまたは複数
の安全値を計算すること；１つまたは複数の第１の補正された医療診断レポートを生成す
ることであって、１つまたは複数の医療診断レポート中では、メタデータの１つまたは複
数のｐｈｉのうち１つまたは複数が、１つまたは複数の安全値で上書きされ、メタデータ
の１つまたは複数のｐｈｉが、１つまたは複数の安全値で上書きされていること；および
１つまたは複数の第１の補正された医療診断レポートを第１のクライアント・デジタル・
データ・プロセッサにエクスポートすることを含む。
【０２３９】
　本発明の一実施形態では、方法は、１つまたは複数の医療診断レポート中に保護される
べき健康情報を含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；施設認識ＩＤ
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をメタデータの１つまたは複数のｐｈｉに追加して、１つまたは複数の組み合わされた値
を生成すること；１つまたは複数の組み合わされた値を分離文字に連結して、１つまたは
複数の連結値を生成すること；１つまたは複数の連結値から１つまたは複数の安全値を計
算すること；１つまたは複数の第１の補正された医療診断レポートを生成することであっ
て、１つまたは複数の医療診断レポート中では、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉの
うち１つまたは複数が、１つまたは複数の安全値で上書きされ、メタデータの１つまたは
複数のｐｈｉが、１つまたは複数の安全値で上書きされていること；および１つまたは複
数の第１の補正された医療診断レポートを第１のクライアント・デジタル・データ・プロ
セッサにエクスポートすることであって、施設認識ＩＤは、ＤＩＣＯＭタグ（００ｚｚ，
００ｘｘ）であり、ｚｚおよびｘｘは、１つまたは複数の 施設から施設を明瞭に識別す
るために選択される１と９９との間の整数であることを含む。
【０２４０】
　本発明の一実施形態では、方法は、１つまたは複数の医療診断レポート中に保護される
べき健康情報を含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；施設認識ＩＤ
をメタデータの１つまたは複数のｐｈｉに追加して、１つまたは複数の組み合わされた値
を生成すること；１つまたは複数の組み合わされた値を分離文字に連結して、１つまたは
複数の連結値を生成すること；１つまたは複数の連結値から１つまたは複数の安全値を計
算すること；１つまたは複数の第１の補正された医療診断レポートを生成することであっ
て、１つまたは複数の医療診断レポート中では、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉの
うち１つまたは複数が、１つまたは複数の安全値で上書きされ、メタデータの１つまたは
複数のｐｈｉが、１つまたは複数の安全値で上書きされていること；および１つまたは複
数の第１の補正された医療診断レポートを第１のクライアント・デジタル・データ・プロ
セッサにエクスポートすることであって、１つまたは複数の安全値を使用して、メタデー
タの前記１つまたは複数のｐｈｉを生成することができないことを含む。
【０２４１】
　本発明の一実施形態では、方法は、１つまたは複数の医療診断レポート中に保護される
べき健康情報を含むメタデータの１つまたは複数のｐｈｉを読み出すこと；施設認識ＩＤ
をメタデータの１つまたは複数のｐｈｉに追加して、１つまたは複数の組み合わされた値
を生成すること；１つまたは複数の組み合わされた値を分離文字に連結して、１つまたは
複数の連結値を生成すること；１つまたは複数の連結値から１つまたは複数の安全値を計
算すること；１つまたは複数の第１の補正された医療診断レポートおよび第２の補正され
た医療診断レポートを生成することであって、１つまたは複数の医療診断レポート中では
、メタデータの１つまたは複数のｐｈｉのうち１つまたは複数が、１つまたは複数の安全
値で上書きされて、１つまたは複数の第１の補正された医療診断レポートを生成し、メタ
データの１つまたは複数のｐｈｉの全てが、１つまたは複数の安全値で上書きされて、１
つまたは複数の第２の補正された医療診断レポートを生成し、メタデータの１つまたは複
数のｐｈｉは、１つまたは複数の安全値で上書きされること；および１つまたは複数の第
１の補正された医療診断レポートを第１のクライアント・デジタル・データ・プロセッサ
にエクスポートすることと、１つまたは複数の第２の補正された医療診断レポートを第２
のデジタル・データ・プロセッサにエクスポートすることを含む。
【０２４２】
　本発明の方法、システム、および構成成分の実施形態に関する前出の記載は、説明およ
び記載を目的として示されている。それは、網羅的であったり、開示されているまさにそ
の形態に本発明を限定したりするものではない。数多くの改変および変形が、関連の技術
分野の当業者には明らかになろう。例えば、開示されている本発明の実施形態で実施され
るステップを、代わりの他の順番で実施することができ、あるステップを省略することが
でき、追加のステップを加えることができる。実施形態は、本発明の原理とその実用的な
適用を最もよく説明し、それによって、他の当業者が様々な実施形態について、および考
え出されるある特定の使用に適した様々な改変を用いて、本発明を理解できるようにする
ために、選ばれて記載された。他の実施形態は、本発明によって可能であり、カバーされ
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ている。そのような実施形態は、本明細書に含まれる教示に基づき、関連の技術分野（複
数可）の当業者には明らかになろう。本発明の幅および範囲は、上記のいずれの例示的な
実施形態によっても限定されるべきではないが、以下の請求項およびそれらの等価物に従
ってのみ規定されるべきである。本発明は、参照文献など類似の構成要素を標示する添付
の図面の図における限定としてはなく、例として説明される。本開示における「ａｎ」ま
たは一（Ｏｎｅ）」実施形態は、必ずしも同じ実施形態である訳ではなく、そのような参
照は少なくとも１つを意味する。
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